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　2015年は，阪神淡路大震災から丁度20年目の年である。瓦礫の中から不死鳥の

ようによみがえった神戸市の活力に，多くの人が感銘を受けた年となった。医療

産業都市構想は，震災の３年後に議論が始まり，さらに２年後に具体的な一歩を

踏み出したので，ほぼ15年を経過したことになる。このような節目の年に過去を

振り返り，未来を展望することには，意義があるものと考える。

　医療産業都市の滑り出しは，比較的順調であった。アメリカのクラスターの成

功を受けて，わが国でも意図的に産業クラスターないしは研究開発クラスターを

作っていこうとする動きが始まっていた。それを受けて政府で「知的クラスター」

のプロジェクトが始まり，神戸はその一つとして認定されたからである。震災か

らの復興のために財政状況の苦しかった神戸市にとって，この支援は有難かった。

そして2000年に始まったミレンニアムプロジェクトの一環として，理化学研究所

に４つの研究センターが新設された時，その１つである発生再生科学総合研究セ

ンターを神戸に誘致できたことは，医療産業都市構想の具体化に大きな弾みとなっ

た。

　神戸医療産業都市は，基礎研究の成果を臨床に展開する，いわゆるトランスレー

ショナル・リサーチ（橋渡し研究）を実施しやすい場所とすることにより，企業

の誘致を図ることとした。そのための研究センターである先端医療センター，臨

床情報研究センター，神戸医療機器開発センターなどの設備も順次整備されたし，

企業の進出も当初の予想より順調に増加し研究機関も含め，現在297社に達してい

る。このようにこの15年間で，国の内外でよく知られるバイオメディカル・クラ

スターに成長することができた。

　発足10年の少し前に，それまでの歩みを振り返って未来を展望するために，健

康科学振興ビジョンを策定した。その中で，医療産業都市の中に新築された神戸

巻  頭  言

　神戸医療産業都市

　　　―過去の歩みと展望―

　　公益財団法人先端医療振興財団 名誉理事長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　井 村　裕 夫



市立医療センター中央市民病院を中心に専門病院群を建設することが提案され，

現在それが着々と進みつつある。それによって診療体制に厚みができ，臨床研究

が加速されるものと期待されたからである。ただわが国では診療報酬が政府によっ

て決められており，現在の報酬体系では中小病院の経営が難しいという問題に直

面している。これをどのように解決していくかが，これからの課題として残され

ている。

　いま一つ当初の計画になかったことは，スーパーコンピュータ京を運営する理

化学研究所計算科学研究機構が，神戸に建設されたことである。世界記録を塗り

替えたこのスパコンの立地によって，様々な分野の計算科学的な研究に弾みがつ

くこととなった。もちろんそれは医学研究，医療，さらに健康・医療産業にも大

きく貢献することが期待されている。これについてはいくつかの共同研究も始まっ

ているが，まだ医療の分野の膨大なデータを活用する段階まで規制などの制度が

進んでいないことが問題である。

　さて節目の年を迎えて，これからの医療産業都市はどの方向に進むべきであろ

うか。いくつかの課題が残されていると思われる。その一つは，空間的な規模の

拡大である。医療関連産業はすぐれて知的なものであるので，遠隔地との連携を

実施しやすい。現在外国との連携も進みつつあるが，国内，特に近隣の関西の他

の地域とどのような関係を持っていくかが問題である。第二に，高齢化の進行と

ともに，狭義の医療産業のほかに，様々な業種の参入が，人々の生活の質を高め

るために必要となる。神戸はそれらの産業に対して，どう手をさしのべて行くか

を考えなければならない。第三に，自治体や他の団体との連携である。高齢者に

多い病気を予防したり，早期に発見して対処することは，少子高齢社会にとって

不可欠のものである。そうしたイニシアティヴを通して，新しい医療産業が生ま

れていくことが期待される。第四に，神戸における計算科学の強みを生かして，

新しい医学の方向を目指していかねばならない。それはゲノム，メタボローム，

バイオマーカーなどのデータと臨床情報を統合することで，システム医学とも呼

ぶべき方向に進むことではないかと考えられる。これを実現するためには，より

研究機能の強化が必要である。

　医学・医療の未来は，果てしなく広い。神戸医療産業都市は，現在の課題を克

服して，新しい未来に挑戦し続けていくものと期待している。



　神戸市では，ポートアイランドにおいて先端医療技術の研究開発拠点を整備し，
産学官連携により，21世紀の成長産業である医療関連産業の集積を図る「神戸医
療産業都市」を平成10年から推進している。
　阪神・淡路大震災で大きな被害を受けた神戸経済を立て直すための復興プロジェ
クトの一つとして，神戸医療産業都市は「市民福祉の向上」，「神戸経済の活性化」，
「国際社会への貢献」の３つを目的に，ライフサイエンス分野のクラスター（集
積拠点）の形成を目指してスタートした。
　現在，神戸医療産業都市は，日本最大級の医療関連クラスターに発展し，再生
医療の取り組みや基礎研究から臨床への橋渡しなどを行う「バイオクラスター」，
高度医療専門機関が集積する「メディカルクラスター」，スーパーコンピュータ「京」
をはじめとする計算科学分野の研究機関・企業等が集積する「シミュレーション
クラスター」の３つのクラスターを形成している。具体的には，研究機関，高度
専門病院群，約300の医療関連企業・団体が集積し，医薬品，医療機器，再生医
療などの治療，診断，予防，介護・福祉などのさまざまなテーマで基礎研究から
臨床応用，実用化まで取り組んでいる。
　また，神戸医療産業都市については，「神戸健康科学（ライフサイエンス）振
興ビジョン」が発表された平成19年に本誌第128号で特集を組ませていただいたが，
以来８年余りが経過し，神戸医療産業都市をとりまく環境や構成要素が大きく変
化している。そこで本号では，神戸医療産業都市について改めて特集し，これま
での各分野の成果を踏まえた最新の取り組みをご紹介いただくとともに，今後の
新たな展開について論じていただく。
　まず，論文「『京』の成果とポスト『京』への期待」では，生命科学，創薬，
医療，化学・エネルギー，気象予測など，「京」の様々な分野における成果につ
いてご紹介いただくとともに，ポスト「京」が実現するシミュレーションの展望
について論じていただいた。
　次に，論文「多細胞システム形成研究センターの今後の展開」では，理化学研
究所の多細胞システム形成研究センター（ＣＤＢ）の概要と研究体制，最近の研
究成果などについてご紹介いただいた。
　次に，論文「神戸インシリコ創薬拠点の形成について」では，スーパーコンピュー
タを用いたシミュレーションによる創薬（インシリコ創薬）の最新の取り組みと，
製薬企業との連携によるインシリコ創薬拠点の形成についてご紹介いただいた。
　そして，論文「世界の成長エンジンを目指して～次世代バイオ医薬品製造技術
研究組合の取組みについて～」では，バイオテクノロジーを応用した医薬品であ
るバイオ医薬品の生産技術開発を目的に，国のプロジェクトとして平成25年に設
立された次世代バイオ医薬品製造技術研究組合の取組みについてご紹介いただい
た。
　さらに，論文「神戸をステージにした再生医療実用化の成果と展望」では，神
戸における再生医療に関する臨床開発のこれまでの取り組みの経緯についてご紹
介いただくとともに，ｉＰＳ細胞などを用いた最新の再生治療についてご紹介い
ただいた。
　最後に，論文「神戸医療産業都市の成果と今後の展望」では，神戸医療産業都
市のこれまでの経緯と成果，さらには今後の展望について，本プロジェクトのグ
ランドデザインである「神戸健康科学（ライフサイエンス）振興ビジョン」の改
訂内容を交えながらご紹介いただいた。

特集「神戸医療産業都市の新たな展開」にあたって
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　スーパーコンピュータ（スパコン）は現代

の科学技術の進展にとってなくてはならない

基盤技術です。産業の国際競争力の強化や安

全安心な社会の構築，人類社会が抱える様々

な困難な問題の解決にもスパコンは大きな役

割を果たします。ビッグバン後の宇宙の形成・

進化や素粒子研究，複雑な生命現象の解明な

どの基礎科学はもちろんのこと，地球温暖化

の科学的予測，地震や津波，集中豪雨や台風

の予測による被害軽減，遺伝子治療の基礎と

なるヒトゲノムの解析，タンパク質の解析に

よる新薬の発見，新しいデバイスや材料の開

発，自動車の衝突シミュレーションやジェッ

トエンジンのデザインなど，私たちの生活に

直結する最先端の科学技術にもスパコンは欠

くことのできないものです。スパコンによる

シミュレーションは未来を科学的に予測でき

る手段です。

　2013年のノーベル化学賞，ノーベル物理学

賞は，科学技術の発展にとってコンピュータ

が不可欠な基盤技術であることを改めて示し

ました。ノーベル化学賞は，タンパク質のよ

うな巨大な分子の化学反応をコンピュータを

使って効率よく計算する手法を開発した，

Martin Karplus 氏，Michael Levitt 氏，

Arieh Warshel 氏の三氏に贈られました。生

体内で起こる複雑な現象をコンピュータ内に

再現することに道を拓いたものでした。ノー

ベル物理学賞は，物質に質量を与える「ヒッ

グス粒子」の存在を予言した Peter Higgs 氏

とFrançois Englert氏に贈られました。ヒッ

グス粒子は50年前に予言されていましたが，

2012年の７月にようやく日米欧などの国際

チームがスイスにあるCERNの大型加速器を

使ってヒッグス粒子の存在を実験的に確かめ

ました。この実験の解析は複雑で，コンピュー

タの助けがなければヒッグス粒子の発見に至

らなかったのではないかといわれています。

このようにスパコンは現代科学のあらゆる局

面で利用されています。

　「京」は2012年の９月末に共用を開始しま

した。２年８か月以上が経ちました。「京」は

ここまで順調に稼働しています。科学技術の

さまざまな分野で利用され，ワクワクするよ

うな素晴らしい成果がでています。「京」の後

継機であるスパコンの開発プロジェクトもス

タートしました。

「京」の成果とポスト「京」への期待
　

国立研究開発法人理化学研究所・計算科学研究機構　機構長　平  尾　公  彦

論　　文
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　「京」は TOP500とよばれる世界のスパコ

ンランキングで2011年６月と11月の２期続け

て世界一となりました。世界で初めて

LINPACK ベンチマークで10ペタフロップス

の壁を突破したスパコンです。フロップス

（Flops = Floating Points Operations Per 

Second）はコンピュータの処理能力を測る単

位で，一秒間に処理できる足し算とか掛け算

といった浮動小数点演算の回数を表していま

す。10ペタフロップスは１秒間に10 ペタ

（Peta）＝10
16
＝１京回の計算ができることを

意味しています。私たちの脳の処理スピード

は 0.1 フロップスといわれています。10秒で

１回，計算することに対応します。地球上の

70億人すべての人が１京回の計算をするには

165日かかります。「京」はそれをたった１秒

で計算してしまいます。驚くべき処理能力で

す。「京」は理研と富士通が共同で開発したス

パコンです。主要部品，システム全体を国内

で開発製造した純国産のスパコンです。

　スパコンは現代科学にとっては重要な基盤

技術であり，開発競争は熾烈です。スパコン

はこれまで10年で1000倍という驚異的スピー

ドアップを達成してきました。世界一をとっ

てから数年が経ち，「京」を上回るスパコンが

出てきても不思議はありません。最新の

TOP500のランキングでは中国やアメリカの

スパコンが「京」を上回り，「京」は現在，世

界第４位です。LINPACK は CPU のスピー

ドを競うベンチマークです。最近のスパコン

はたくさんの CPU からなる超並列計算機で

あり，CPU のスピードだけでなく，メモリー

とのアクセスやCPU間をつなぐコミュニケー

ションの能力も重要です。演算スピードだけ

でなく，メモリーアクセス，ネットワーク・

コミュニケーションの性能などスパコンのトー

タルな性能を評価するのに HPC チャレンジ

賞という賞があります。全部で４部門ありま

すが，「京」は2011年には４部門すべてで１位

を獲得しました。最近注目を集めているビッ

グデータの解析性能を測定する Graph500と

よばれる新しいベンチマークがあります。「京」

は昨年の６月に発表された Graph500でも世

界一になりました。このように「京」はバラ

ンスのとれたスパコン，科学的成果を出すこ

とのできるスパコンとして今なお，世界から

高い評価を得ています。

　スパコンを利用した，もっとも優れた応用

研究に与えられる賞にゴードン・ベル賞があ

ります。2011年も2012年も「京」を利用した

応用研究がゴードン・ベル賞に輝きました。

2011年の受賞の対象となったのは，次世代半

導体の材料として注目されているシリコンナ

ノワイアの電子状態を量子論に基づいて解明

した研究です。2012年には宇宙論で注目を集

めているダークマターのシミュレーションで

ゴードン・ベル賞を受賞しました。このよう

に「京」の利用面においても世界的な成果が

出ています。

　「京」の出現で我が国のシミュレーション

科学，計算科学は大きく変わりました。我が

国では「京」の出現以前は大規模なシミュレー

ションはできませんでした。「京」を活用する

ことで，これまで不可能だった大規模なシミュ

富士通と理研が共同開発した「京」コンピュータ
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レーションや長い時間発展の計算が可能とな

り，計算科学の花が一気にひらきつつありま

す。「京」以前には見わたすことができなかっ

た眺望を「京」が与えてくれています。

　それでは「京」の成果のいくつかを紹介し

ましょう。

　生命科学では生命システムをスパコンの中

に再現し，その仕組みを学ぶ研究が進んでい

ます。マイコプラズマの細胞質の１億原子を

対象とした分子動力学計算も「京」で初めて

可能になりました。創薬を取り上げてみましょ

う。インフルエンザ治療薬のタミフル，リレ

ンザはコンピュータ・シミュレーションから

生まれました。「京」の出現によってシミュ

レーションを用いた創薬開発が加速していま

す。現在ではタンパク質の立体構造をシミュ

レーションから予測することもできます。従

来の汎用コンピュータでは，標的タンパク質

と薬の候補化合物の結合シミュレーションを

高い精度で行うには何年もかかり，事実上，

計算することは不可能でした。「京」の登場で

タンパク質と化合物の結合計算が１週間でで

きるようになりました。東京大学の藤谷教授

らはがんの標的タンパク質に対し，薬の候補

を10種類以上見つけています。現在，これら

のリード化合物のいくつかは前臨床試験に移っ

ています。がん治療薬として大きな期待が寄

せられています。

　東京大学の久田教授，杉浦教授らが開発し

た UT-Heart と呼ばれている精緻な心臓のシ

ミュレータがあります。蛋白質，細胞から血

管，器官までを順次積み上げてモデル化した

心臓シミュレータです。分子の運動から細胞

の収縮を，細胞の収縮から心臓の運動を物理

学の示す方程式に従って計算しています。心

筋細胞内のたんぱく質の確率的運動から細胞

の収縮，心拍動，血液駆出，冠循環までを一

貫してシミュレートするものです。シミュレー

ションから超音波エコー，流速ドップラー，

心電図，カテーテル検査などの精緻なデータ

が再現されます。そのデータを基に病気の原

因をさぐることもできます。最近では一人一

人の患者の心臓を再現できるようになってい

ます。シミュレーションによる仮想手術や最

適なペースメーカーの電極の取り付け位置の

算出，薬の不整脈などへの副作用予測にも応

用されており，医療現場での実用化が期待さ

れています。

細胞モデルからの心臓シミュレーション

（久田，杉浦，鷲尾（東大））

　物質・エネルギー分野では原子・分子レベ

ルでのシミュレーションによって新しいデバ

イスや材料の開発が行われています。CPUや

メモリ等に用いるスイッチのような働きをす

るシリコン半導体は，サイズが20nm 程度に

なると，スイッチオフの状態でも電流が流れ

てしまいます。そこで，期待されているのが

シリコンナノワイヤーです。シリコンを10nm

程度のワイヤー状に加工し，周囲を覆うよう

に配置された電極で（水道のホースを握るよ

うに）電流を塞き止める力を増大させ，漏れ

電流を抑えます。「京」を使ってナノワイヤー

には，どのように電流が流れるのかが解明さ
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れました。電流は均一に流れないこと，電圧

を上げると電流のコントラストが顕著になる

ことがわかりました。こうした新たな知見は

次世代デバイスの設計に重要です。

　パソコンやスマホなどに広く普及している

リチウムイオン電池は，電気自動車や航空機，

家庭用蓄電装置などへも利用が広がっていま

す。高容量，高出力が望まれています。普及

には長寿命化や安全性の向上が課題です。そ

れを左右するのが，電解液が還元反応して電

極上に形成される被膜，SEI 膜の性能です。

この被膜ができる過程は実験で観察すること

ができず，どのようにして被膜ができるのか

が謎のままでした。 そこで「京」を活用し，

分子レベルで電極と接触する電解液の還元反

応の機構が解明されました。リチウムイオン

と電解液成分や添加剤がどのように反応して

被膜ができるかが明らかになりました。また

リチウムイオン電池の新規の電解液を開発し，

「京」を用いてそのメカニズムを解明していま

す。この電解液は高濃度のリチウムイオンを

含む“濃い液体”で，従来のエチレンカーボ

ネートよりも３分の１の時間で充電すること

ができ，５Ｖ級の高出力を実現します。リチ

ウムイオン電池の長寿命化と安定性向上への

道を拓くものとして期待されています。

　日本近郊の海底に眠るメタンハイドレート。

日本のエネルギー自給率を高めるメタンの資

源として，期待されています。メタンハイド

レートは海底では固体として存在します。採

掘する際は，メタンハイドレートを海底で融

解して水とメタンに分離します。メタンは海

底で気体となり，そのメタンガスだけを集め

て地上に取り出します。メタン１分子が水分

子に囲まれて閉じ込められた構造のメタンハ

イドレートは，融解後にはその籠構造が崩れ，

メタンガスが分離します。分子動力学法を用

いてメタンハイドレートの融解の様子を「京」

を利用して調べました。その結果，出来始め

た気泡がハイドレート分解過程に大きな影響

を与えることがわかりました。この分子の動

きのシミュレーションは，実験が困難である

メタンガスの効率的な採取方法の研究に応用

することができます。

　スパコンによるシミュレーションは集中豪

雨の予測の改善や新しい豪雨予測システムの

構築，台風・集中豪雨などの発生メカニズム

の解明や雲の気候への影響を解明することが

できます。全球を離散的な格子点で区切り，

格子点の上で大気の状態を物理学の方程式に

より表現し，地球全体の風や気温などの時間

変化をシミュレーションします。時間を先送

りすれば，将来の大気の状態を予測できます。

これまでは全球を3.5km メッシュの解像度で

計算していました。「京」では水平格子間隔１

km 未満の超高解像度の全球帯域シミュレー

ションが可能となりました。この結果，個々

の積乱雲から全球規模の積乱雲群との相互の

関係をより正確に調べることが可能になりま

した。今後の研究の進展次第では，熱帯長期

予測が視野に入ってきます。熱帯の気象予測
リチウムイオン電池の電極触媒反応の解析

（館山佳尚（NIMS）ら）



8
・

は，台風予測はもとより，たとえば日本の夏

の気候に大きく影響するため，ここを精緻化

することは重要です。地球温暖化の問題，台

風，集中豪雨，気候変動予測の信頼度を飛躍

的に向上させるものと期待されています。

スパコンによるシミュレーションは集中豪雨の

予測の改善や新しい豪雨予測システムの構築　

（AICS 複合系気候科学研究チーム）

　2011年３月11日の東日本大震災以降，大地

震・津波の被害予測・災害軽減シミュレーショ

ンが注目を集めています。巨大地震により引

き起こされる強い揺れ，地殻変動，そして津

波のシミュレーションです。現象の時間スケー

ルが異なるため，これまでは別々に計算して

きました。「京」の能力を活用しますと，地震

津波の基本方程式の直接計算により，これら

の地震随伴現象を同時に評価することができ

るようになりました。このモデルにより，過

去に起こった地震・津波はほぼ正確に再現す

ることができるようになりました。

　心配なのは南海トラフの大地震・津波です。

残念なことに，現在はまだ，いつ，どこで，

どのくらいのマグニチュードの地震が起こる

かを事前に予測することはできません。この

ためあらかじめ複数のシナリオを用意し，南

海トラフの大地震・津波のシミュレーション

を実施しています。シミュレーション結果を

データベース化してハザードマップを作成し，

災害軽減に活かしたいと考えています。

　スパコンの産業利用，ものづくり分野にお

けるシミュレーション利用も盛んにおこなわ

れています。空気抵抗の少ない車のデザイン

を例にしましょう。車体まわりの空気の流れ

には１ｍ 程度の大きな渦から１mm 以下の非

常に小さな渦があります。車は前方から空気

抵抗を受けますが，車のすぐ後ろにも空気の

低圧部分が発生し，車を後ろに引っ張る力が

働きます。この渦を制御することで空気抵抗

を減らすことができます。これまでは流れの

中の小さな渦の運動までは計算することはで

きませんでした。しかし「京」を利用すれば，

最大１兆点の計算格子を用いた大規模な流体

シミュレーションが可能となりました。車の

まわりの全ての渦の相互作用を明らかにする

ことができ，渦を制御することが可能となり

ます。空気抵抗をわずか５％低減した新車を

開発するだけでも年間数百億円の燃料費が節

約になります。シミュレーションによって風

洞実験以上の情報が得られるようになりまし

た。また風洞実験では予測が難しかった走行

中の自動車が遭遇する様々なリスク（追い越

し，追い抜き，突風，急なハンドル操作）も

シミュレーションで予測可能になりました。

スパコンは，ものづくりの「プロセス」その

ものを変える可能性を秘めています。

車両周りの流れ構造と表面圧力，速度分布

（加藤（東大），坪倉・大西（AICS））
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　太陽よりも８倍重たい星はその一生の最後

に超新星爆発と呼ばれる大爆発を起こすこと

が知られています。その爆発の仕組みは未だ

解決されない天文学の大問題です。 問題解明

には爆発の瞬間に発生するニュートリノの影

響を含んだ詳細な三次元シミュレーションが

必要です。今回，「京」を用いることでこの超

新星爆発のシミュレーションが可能になり，

その爆心地の様子が世界で初めて再現されま

した。超新星爆発の解明に道を拓くものです。

また宇宙初期から現在にいたるダークマター

のシミュレーションも実現しています。世界

最大規模のシミュレーションです。

　以上，紹介したのは「京」の成果のほんの

一部です。このほかにもさまざまな分野でワ

クワクするような成果がでています。

　スパコンは日本社会を力強く支え，明日の

時代を切り開く国家存立の基盤技術です。こ

れからも私たちは世界最先端スパコン「京」

を活用し，ワクワクするような成果を挙げ，

国民や国際社会の期待に応えたいと思ってい

ます。

　科学技術で世界をリードするには世界最先

端のスパコンが必要です。「京」は現在，

TOP500ランキングで世界４位です。１位は

中国の天河２号です。世界は今，エクサ級の

スパコン開発にしのぎを削っています。下図

はスパコン開発をめぐる国際競争をまとめた

ものです。

　アメリカ，エネルギー省（DOE）はCORAL

計画のもと，2017年末～2019年に100～200ペ

タ級スパコンを DOE 傘下の３つの国立研究

LINPACK Performance
（FLOPS)

1tera

1peta

'94 '98 '00 '02 '04 '06 '08 '10'96

BlueGene/L

ASC計画
Road Runner

ＮLＣＦ計画
Jaguar

ASC計画
Purple

ASC計画
Red Storm

ASC計画
BlueGene/P

ASC計画
Red

ASC計画
White

ASC計画
Q

地球シミュレータ
（海洋機構）

'12

(注)
・ASC計画：Advanced Simulation and Computing計画（米国エネルギー省）
・NLCF計画：National Leadership Computing Facility計画（米国エネルギー省）
・HPCS計画：High Productivity Computing System計画（米国国防省）
・Cyber Infrastructure計画：米国科学財団
・Pleiades計画：米国航空宇宙局

地球シミュレータ２
（海洋機構）

Installed

Planned

日 米 中

星雲

天河1A

10
peta

100
peta

100t
era

10
tera

数値風洞(航技研)

1exa

'14 '16 '18

DOE CORAL計画
2017年末～2019年に100～200
ペタ級コンピュータをオークリッ
ジ(Summit 150PF)、アルゴンヌ
(Aurora 180PF)、ローレンスリバ
モア(Sierra 120PF)に導入

Pleiades計画
Altix

eXtreme Digital計画
Xeon+Phi

CP-PACS(筑波大)

1
‘20 ‘22

NLCF計画
Mira

10
exa

Cyber Infrastracture計画
Blue Waters

NLCF計画
Titan

ASC計画
Sequoia

天河2号

ポスト「京」

「京」

Flops
Year

スーパーコンピュータの開発をめぐる国際競争

■従来のトレンドの延長上では2018年に1EF達成
■しかし、消費電力がネック、ブレークスルー必須
アクセラレータを駆使して2018年エクサは達成可能
でも、実アプリが限定的

■米国DOEは1EF/20MW達成は2020～2022年頃にな
ると予想

MOST-863（第12次5カ年計画）
2015年に天河2号を110PFに拡充予定。
米政府は天河2号が核研究に使われてい
ることを理由にIntelにchipを中国への輸出
を禁止

超新星爆発のシミュレーション

（滝脇知也 固武慶 諏訪雄大（国立天文台））
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所，オークリッジ国立研究所（Summit 

150PF），アルゴンヌ国立研究所（Aurora 

180PF），ローレンスリバモア国立研究所

（Sierra 120PF）に導入予定です。中国は天河

２号を2015年中に110PF までアップグレード

する計画でした。天河２号の CPU にはアメ

リカインテル社のチップが使われています。

ごく最近，アメリカ政府は天河２号が核爆発

研究に利用されているとの理由から，インテ

ル社に中国へのチップ輸出禁止令を出しまし

た。天河２号のアップグレードは見直しを迫

られています。

　わが国も現代におけるスパコンの重要性に

鑑み，「京」の後継機であるポスト「京」開発

プロジェクトを2014年にスタートさせました。

2020年までに「京」の後継機を開発し，社会

的・科学的課題の解決を図ろうとするプロジェ

クトです。省電力技術，世界最大規模の超並

列システムの制御技術，アプリ開発者と密接

に連携した協調設計（Co-design）により新

たな技術革新に挑戦します。

　ポスト「京」が実現するシミュレーション

には次の３つが考えられます。１つは

Capability Computingといわれるもので，シ

ステムの能力を最大限に使って，大規模，精

密，長時間の時間発展など大規模シミュレー

ションを実施し，問題解決を図るシミュレー

ションです。「京」ではできないような大規模

シミュレーションです。たとえば植物が行っ

ている光合成はいまだに解明されていません。

このメカニズムが解明されれば，人工光合成

につながり，エネルギー問題，環境問題の解

決につながります。光合成の解明は今世紀最

大のサイエンス課題の１つです。２つめはア

ンサンブル・シミュレーションです。私たち

が扱う問題の複雑さ，不確実さ，予測困難さ

を考えるとアンサンブル・シミュレーション

は不可欠です。初期条件や初期パラメータを

変えて多数のシミュレーション（multiple 

ensembles）を行い，それらの結果から統計

平均をとり，複雑な現象をより正確に予測す

る手法です。創薬などは極めて有効です。多

数の候補の中から薬の候補となるリード化合

物探索はこれまで以上に加速されることにな

るでしょう。３つ目はデータ同化です。 デー

タ同化はシミュレーションとビッグデータを

つなぎ合わせる統計数理アプローチで実験値，

観測値からの帰納論的アプローチとシミュレー

ションという演繹論アプローチの融合です。

ひまわりなどの気象観測衛星のデータや新し

く開発されたフェーズドアレイレーダーなど

の観測値とシミュレーションを組み合わせる

ものです。ゲリラ豪雨をピンポイントに予測

することができるようになるものと期待され

ています。データ同化は気候科学以外にも石

油採掘やものづくり，生物科学などですでに

使われています。今後は大規模シミュレーショ

ンとビッグデータに関わる多くの分野で導入

され，イノベーションを生み出すことでしょ

う。また，最近の人工知能の発展には目を見

張るものがあります。深層学習（Deep 

Learning）は神経回路網を計算機内に模擬し，

大量の学習データを加工することなく，使用

して学習させるものです。深層学習では画像

認識ができるようになっています。シミュレー

ションとビッグデータ，人工知能で新しい技

術革新が生まれそうです。

　スパコンによるシミュレーションがもっと

も期待されている分野の１つに医療・健康科

学があります。創薬はもちろんのこと，ゲノ

ムビッグデータ解析によるがん医療やビッグ

データと人工知能を組み合わせて健康医療へ

の応用を進める動きが始まっています。たと
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えば，アメリカの UCSF では計算健康科学研

究所（Computational Healthcare Institute）

を設立し，ビッグデータとコンピューティン

グの組み合わせで総合診断・医療の研究をス

タートさせています。こうした動きは今後，

ますます盛んになることでしょう。神戸のポー

トアイランドは医療産業都市として医療関連

の施設，病院や企業が集約しています。「京」

（ポスト「京」）はまさに医療産業都市の中に

あります。スパコンとバイオ関連や健康医療

関連のビッグデータとの連携で，ポートアイ

ランドを一大医療センターに発展させること

ができます。そうした方向に本格的に足を踏

み出す時機に来ています。

　シミュレーションの果たす役割は今後，ま

すます大きくなり，科学技術の在り方に大き

な変化をもたらします。スパコンは科学技術

の基盤技術にとどまらず，安全安心な社会を

実現する基盤技術となることでしょう。シミュ

レーションは現象の再現にとどまらず，進ん

で現象を予測しなくてはなりません。シミュ

レーションは未来を科学的に予測する技術で

す。ペタからエクサに至る途中で多くの分野

で「予測の科学（Predictive Science）」への

tipping point に到達します。「経験に追随し

ていた計算科学」から「実験に先行する計算

科学」へのパラダイム変換が静かに，しかし

確実に進行しています。ただ，さまざまな現

象を説明するシミュレーションは，所詮ひと

つのモデルや近似以上にでることはあり得ま

せん。ある近似の平面を選んでそこで現象を

切り，その平面への投影を見ているにすぎま

せん。見えすぎるものについては，いささか

疑いのまなざしを向け，見え難いものはよく

見極めて，そこに隠れているかも知れない価

値を見出す心掛けを忘れてはならないでしょ

う。シミュレーションの果たす役割はますま

す大きくなり，その結果は社会に大きな影響

を与えることになります。信頼性をこれまで

以上に高める必要があります。また公開性も

重要な問題です。謙虚さを失うことがなけれ

ば，われわれ人類は新しい認識を獲得する強

力なツールを手にすることになります。大い

に楽しみです。
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はじめに

　多細胞システム形成研究センター（CDB）

のセンター長に本年４月１日付けで就任しま

した。理研は昨年１年間，STAP 問題に絡ん

だ様々な案件への対応に必死になって取り組

んできました。研究不正問題が理研のような

研究組織に及ぼす影響は計り知れないことを

実感しております。理研がこの問題を通じて

学んだことを最大限に生かし，研究不正の防

止にしっかりと取り組んでいきたいと考えて

おります。

　CDB がこれまで築いてきた，国際的に高い

評価を得ている研究活動の水準を保つととも

に，運営面においては，センター職員の研究

倫理に対する意識を高め，透明性の高い運営

を行なうことにより，研究不正再発防止，ガ

バナンスの強化等に精一杯取り組んでいきた

いと考えております。

　すでにCDBにおいては，若手研究者やCDB

以外の組織からの研究者を含む透明性の高い

運営会議等の研究運営体制が構築されており，

この新たな体制を十分に活用することにより，

CDBの組織運営を行なっていくことを考えて

おります。特に理研として定めたルールが個々

の研究者に定着するよう尽力いたします。

　また，研究面においては，出口としての再

生医療等の医療応用を見据えつつも，それを

支える基礎の発生生物学や応用への橋渡しと

なる研究にもしっかりと取り組み，世界最先

端かつ国際的に高い評価を得ている研究活動

の水準を保つとともに，基礎研究と応用研究

のバランスを考慮した活動に取り組んでいき

たいと考えています。

　さらには，研究者間の情報交換をしっかり

と行うことにより，透明性の高い研究活動を

行なっていきたいと思っています。

多細胞システム形成研究センターとは

　私たちの体は目に見えないほど小さな無数

の「細胞」によって構成されています。個々

の細胞はその性質によって決められた場所に

決められた形で存在し，それによって臓器を

形成し，また個々の細胞・臓器が協調的に機

能することで複雑な生命現象を実現していま

す。

　このようなシステムが構築される過程が，

多細胞システム形成です。たった１つの小さ

な受精卵の中には複雑精緻なシステムを構築

多細胞システム形成研究センターの今後の展開
　

理化学研究所　多細胞システム形成研究センター長　濱 田　博 司
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するためのすべての情報がつまっており，細

胞分裂，分化，組織化などの過程を経て，体

が形成されます。このシステムの小さな不具

合は重大な疾患を招き得ることから，「多細胞

システム」の成り立ちを明らかにすることは，

疾病を理解することにもつながります。

　また，この多細胞システムのメカニズムを

理解することで，幹細胞から組織や臓器の一

部を人工的に作り出すことができます。近年，

幹細胞研究の進展により，単純な細胞集団だ

けでなく立体的な組織を構築することも可能

になりつつあります。人工的に作った組織は，

再生医療のみならず，疾病の原因の探究や創

薬研究など幅広い分野への応用が期待されて

います。

　CDB では，「多細胞システム」の複雑な仕

組みを解明し，疾病理解や再生医療への応用

に役立てることで，社会に貢献します。

　このような目的のセンターとして，多細胞

システム形成研究センターは2014年11月21日

に発足いたしました。

センターの研究体制について

　CDB では，多細胞システム形成の基本原理

の解明と再生医療への貢献をテーマに，独創

的・創造的な研究を展開していきます。前身

である発生・再生科学総合研究センターで培

われた発生生物学，分子細胞生物学，再生医

学分野における研究基盤を礎に，目標を明確

に設定した4つのプログラム，「細胞環境応答

研究プログラム」，「器官創生研究プログラム」，

「幹細胞臓器再生研究プログラム」，「発生・数

理科学研究プログラム」と，これらの基礎研

究から得られる成果を臨床応用に展開し，新

しい医療技術の創出に導く「研究開発プロジェ

クト」を設置しています。

「細胞環境応答研究プログラム」

　DNA に書き込まれた膨大な遺伝情報は，

どのようにして親から子へ正確に受け継が

れていくのでしょうか。染色体分配，細胞

分裂，分化，組織化など発生の各過程は厳

密に制御されていますが，ほんのわずかと

思われる発生プログラムの異常は，やがて

重大な先天性疾患や種々の病気を引き起こ

す原因となり得ます。動物の個体発生を駆

動する制御メカニズムを解明し，多細胞シ

ステム形成過程の異常に起因する疾病の克

服に役立てます。

「器官創成研究プログラム」

　１つ１つの細胞の形態変化や挙動が，ひ

いては組織全体の構造をダイナミックに変

化させ，複雑な器官や臓器を形づくります。

特に脳などの複雑な器官においては，分化

細胞が適切に配置され，さらに細胞同士が

結びついてネットワークを築くことで高度

な機能を実現しています。組織，器官，臓

器といった高次な多細胞構造が生み出され

る分子基盤の理解を目指します。

「幹細胞臓器再生研究プログラム」

　高い増殖能力を持ち，多彩な細胞を生み

出すことのできる幹細胞は，近年，再生医

療における細胞の供給源として注目されて

います。しかし，幹細胞を幹細胞たらしめ

る分子機構の解明や，目的の細胞・組織に

高効率に変化させるための操作技術の開発

など，未だ多くの課題が残されています。

幹細胞研究と器官形成研究を進展させるこ

とにより，立体的な器官や臓器の試験管内

形成技術の確立を目指します。

「発生・数理科学研究プログラム」

　多数の細胞の集合体である「多細胞シス
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テム」は，単に個々の細胞の動態の総和に

とどまらない，複雑で予測不可能な挙動を

示します。このような複雑な細胞間相互作

用によって起こる組織形態形成を，数学や

数理科学の方法論を駆使して定量化し，遺

伝子発現やシグナル調節，力学過程を数理

モデルによって統合的に理解することを目

指します。これにより，生命科学と数理・

物理科学との融合をはかります。

「網膜再生医療研究開発プロジェクト」

　幹細胞を用いて失われた組織や器官を再

建する再生医療は，もはや夢の治療ではな

く，現実のものとなりつつあります。iPS

細胞などの多能性幹細胞を活用し，疾患で

失われた網膜機能の再生を目指す網膜再生

分野の研究を着実に進めていきます。さら

に，京都大学 iPS 細胞研究所（CiRA）や，

神戸市の関連事業と積極的に連携し，治療

法確立に向けた橋渡しを進めて，新しい医

療技術の創出に貢献します。

研究組織図

濱田 博司センター長

副センター長 小畔 敏彦

竹市 雅俊

松崎 文雄

花嶋 かりな

今井 猛

細胞環境応答研究プログラム

チームリーダー

特別主管研究員

林 茂生

西村隆史

北島智也

平谷伊智朗

幹細胞臓器再生研究プログラム

高次構造形成研究チーム

非対称細胞分裂研究チーム

大脳皮質発生研究チーム

感覚神経回路形成研究チーム

上皮形態形成研究チーム

丹羽仁史

辻 孝

森本充

藤原裕展

永樂元次

初期発生研究室

網膜再生医療研究開発プロジェクト 高橋 政代

器官創成研究プログラム

研究開発プロジェクト

特別主管研究員研究室

プロジェクトリーダー

組織形成ダイナミクス研究チーム

体軸動態研究チーム

発生・数理科学研究プログラム

倉永英里奈

猪股秀彦

チームリーダー

チームリーダー

チームリーダー

形態形成シグナル研究チーム

成長シグナル研究チーム

染色体分配研究チーム

発生エピジェネティクス研究チーム

多能性幹細胞研究チーム

器官誘導研究チーム

呼吸器形成研究チーム

細胞外環境研究チーム

立体組織形成研究チーム
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研究成果の社会への還元と人材育成

の取り組み

基礎研究の臨床・産業応用への展開

　生命現象の根源的な謎に迫る基礎研究と，

再生医療の実現を目指す応用研究の両者を同

一の研究センター内で進めていることが，当

センターの大きな強みです。CDB は，基礎研

究で得られた成果を医療・産業界へと橋渡し

することで，医療イノベーションの実現に貢

献します。

　CDB の立地する神戸医療産業都市には，臨

床研究・治験を専門的に行う先端医療センター

病院をはじめとする高度専門病院群や，医療・

バイオ産業関連企業など計295社・団体（2015

年４月末現在）が集積しています。この立地

を最大限に生かし，2013年には先端医療セン

ター病院と共同で，iPS 細胞を用いた網膜疾

患分野の臨床研究をスタートさせました。

　また，2015年３月末には，産業界との連携

を促進する融合連携イノベーション推進棟

（IIB）が完成し，同年４月より稼動を開始し

ました。本施設を活用することで，医療機関

や産業界とこれまで以上に連携し，CDB で行

われた研究の成果を速やかに臨床・産業化に

つなげていきます。

学問の壁や国境を超えて新たな分野を開拓

　複雑な生命現象を理解するためには，分野

の枠に囚われない多面的なアプローチが必要

不可欠です。CDB では，従来の学問領域の垣

根を超えて，分子細胞生物学，進化学，医学，

生化学，物理学，数理科学など様々なバック

グラウンドを持つ研究者を結集し，研究のア

イデアや未発表のデータを積極的に共有する

などの知的交流を促進しています。

　さらに，生命システム研究センター（QBiC），

ライフサイエンス技術基盤研究センター

（CLST）をはじめとする理化学研究所内の諸

組織や，国内外の研究機関と密接に連携し，

学際的な研究を推進しています。海外の多数

の研究所・大学と協定を結び，研究者間の国

際的な交流や共同研究の推進を図るなど，グ

ローバルな研究環境づくりにも努めています。

世界を率いる次世代のリーダー育成

　CDB では，未来を担う若手研究者が活躍で

きる場を提供していきたいと考えています。

優れた若手研究者を研究リーダーとして積極

的に登用し，自由にテーマを設定できる独立

性と，それを実現するための研究環境を提供

します。独創的な研究に挑戦し，優れた成果

をあげた若手研究者が次なるポストを求めて

巣立ち，そしてまた新たな人材が育つという

サイクルが極めて重要だと考えるからです。

インターンシップ講義風景

インターンシップにおける研究室での活動
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　また，関西地区の複数の大学と連携協定を

結び，大学院生の受け入れを行っています。

学生たちに幅広い研究の機会を提供するとと

もに，レクチャーシリーズやインターンシッ

プなど多彩な教育プログラムを展開し，次々

世代を担う若手の育成にも取り組んでいます。

多彩な学術集会の開催

　研究者間の活発な議論は，自らの研究に新

たな視点を取り入れたり，共同研究を推進す

るために必要不可欠です。CDB では，学術集

会の運営を担当する専任スタッフを配置し，

国内外から著名な研究者を招聘して開催する

国際シンポジウムから，若手研究者の鍛錬の

場である小規模のセミナーまで，多彩で，質

の高い学術交流の場を提供しています。

最近の研究成果

iPS 細胞を用いた臨床研究の実施

　CDB は，「神戸医療産業都市構想」及び神

戸地域における「知的クラスター創成事業」

の一翼を担っています。特に隣接した先端医

療センターとの連携により，基礎的研究成果

を医学的応用に効果的につなげ，社会へ貢献

することを目指しています。iPS 細胞等を用

いた再生医療の実現に大きな期待が寄せられ

るなか，CDB では網膜機能の再生を目指した

臨床応用研究に力を注いでいます。

　昨年９月，先端医療センター，神戸市立中

央市民病院，京都大学 iPS 細胞研究所と連携

して進めている臨床研究において，「滲出（し

んしゅつ）型加齢黄斑変性」の患者を対象に，

iPS 細胞から作製した網膜色素上皮シートを

移植することに世界で初めて成功しました。

現在，１年間の経過観察中ですが，今後も長

期間にわたって安全性と有効性の検証を行っ

ていく予定です。今後も各機関との密接な連

携を図ることにより，ライフイノベーション

の実現に貢献したいと考えています。

ヒト ES 細胞から小脳の神経組織への分化誘

導に成功ー小脳変性疾患の原因究明に期待ー

　小脳は脳の中で大脳に次いで大きな部分を

占め，身体の円滑な動きをつかさどっていま

す。大脳と同じく「皮質」と呼ばれる層構造

を形成し，プルキンエ細胞や顆粒細胞，ゴル

ジ細胞といった複数の細胞で構成されていま

す。その中でも中心的な役割を果たしている

のがプルキンエ細胞で，さまざまな部位から

の情報が出入りします。プルキンエ細胞が障

害を受け変性・脱落すると，うまく歩行でき

なかったり，手が震えたりする小脳性運動失

調の症状を示します。

　CDB の研究チームではこれまでに，多能性

CDBシンポジウム2015の様子

CDBシンポジウム2015集合写真



17
・

幹細胞を効率よく神経系組織に分化させる「無

血清凝集浮遊培養法（SFEBq 法）」という三

次元浮遊培養法を開発し，ES細胞（胚性幹細

胞）から大脳皮質や脳下垂体組織，網膜組織

などを分化誘導することに成功してきました。

　今回研究チームは，SFEBq法における培養

条件を様々に検討した結果，ヒト ES 細胞の

凝集塊を安定的に培養し，ヒトの妊娠第１三

半期に相当する小脳皮質組織を誘導すること

に成功しました。この組織はプルキンエ前駆

細胞を多く含んでおり，これを分離してより

成熟度の高いプルキンエ細胞を得ることにも

成功しました。

　この成果は，種々の小脳神経疾患に対する

再生医療への応用につながるものと考えられ

ます。現在，研究チームは京都大学や広島大

学と共同で，脊髄小脳変性症患者からの iPS

細胞（人工多能性幹細胞）の樹立とプルキン

エ細胞への分化誘導を試みています。患者由

来の iPS 細胞からプルキンエ細胞を作製する

ことで，こうした疾患の発症原因の究明や治

療方法の開発，創薬などの研究が加速するも

のと期待できます。

ヒト ES 細胞から毛様体縁を含む立体網膜を

形成－立体網膜の安定生産が可能に－

　毛様体縁は，胎児の網膜の端に存在する領

域で，これまでに魚類や鳥類などで幹細胞を

維持する特殊な構造（ニッチ）として働いて

いることが報告されていました。しかし，ヒ

トの毛様体縁の網膜発生における役割は，こ

れまでほとんど明らかにされていませんでし

た。この謎を解明するには，ヒト毛様体縁を

含む立体的な網膜を作製する新しい技術が有

用です。

　これまで CDB の研究チームでは，上述の

SFEBq法を応用し，マウスES細胞やヒトES

細胞から立体網膜を作製することに成功して

います。今回，同チームと民間企業の共同研

究グループは，この方法をさらに改良し，毛

様体縁を含む網膜の誘導に挑みました。彼ら

は，毛様体縁が胎児期の神経網膜と網膜色素

上皮（RPE）の境目に形成されることに着目

し，両者が共存する「複合網膜組織」の形成

を目指しました。様々な検討を行った結果，

ヒト ES 細胞をいったん RPE に分化誘導し，

その後，再び神経網膜を誘導する条件で培養

するという“揺り戻し”を行うことで，神経

網膜と RPE が共存した複合網膜組織が形成

されることを見いだしました。この複合網膜

組織の培養を続けたところ，神経網膜と RPE

の境界に，自然と毛様体縁が形成されました。

詳しく解析すると，毛様体縁には幹細胞が存

在し，この幹細胞が神経網膜を成長させてい

ることが分かりました。この新しい分化誘導

技術には，胎児型網膜と良く似た神経網膜を，

安定的に効率よく生産できる長所があります。

本研究により重要な基盤技術を確立できたこ

とで，神経網膜を対象とした再生医療の実現

に向けて一歩前進したと考えられます。

摘出臓器の生体外長期保存・機能蘇生技術の

開発

　機能不全に陥った臓器を抜本的に治療する

方法として，臓器移植が行われています。し

かし，ドナーによる臓器提供は慢性的に不足

していると言われ，ドナー臓器の安定した長

期保存や移植不適応となった臓器の蘇生技術

の開発が望まれています。

　CDB の研究チームは，民間企業との共同研

究で，ラットから摘出した肝臓を長期保存可

能な新たな生体外培養システムを開発しまし

た。この方法では，ラット肝臓の血管内に培

養液を灌流（かんりゅう）させ，さらに酸素

運搬体としてヒト赤血球を培養液に加えます。

また，22℃の保存温度域で培養することで，
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肝機能を維持したまま48時間に渡って培養す

ることに成功しました。培養した肝臓をラッ

トに移植すると，生存率が大幅に上昇するこ

とも確認されました。

　さらに，温阻血（心停止）により肝障害を

起こし，移植不適合になったラット肝臓を今

回の培養システムで灌流培養した結果，肝機

能が蘇生することも明らかになりました。こ

の蘇生肝臓をラットに移植すると，生存率の

上昇が見られました。

　この研究成果が将来ヒトに応用されれば，

臓器不足の問題を緩和し，さらには幹細胞由

来の組織・臓器の試験管内育成にも役立つと

期待されます。

脳神経回路形成メカニズムの一端を明らかに

　動物の脳の発生過程では，神経細胞が軸索

と呼ばれる突起を伸ばし，別の神経細胞の樹

状突起との間でシナプス結合をつくることに

より，神経回路を形成します。このとき，軸

索は束になって集団で伸長することで，安定

的に目的地に到達することが知られていまし

たが，これらの軸索がどのようにして相互に

結合し，協調的な伸長運動を実現しているの

かは大きな謎に包まれていました。CDBの研

究チームが様々な脳神経回路の形成における

軸索の伸長に重要な働きをしていることが示

唆されるいくつかのカドヘリンに注目した結

果，「プロトカドヘリン17」が軸索同士を束

ね，さらに軸索先端部の運動性を高めて伸長

を促進することを解明しました。最近，プロ

トカドヘリンの異常が自閉症や統合失調症を

引き起こすことが明らかになっており，本研

究はこれらの原因究明に繋がることが期待さ

れます。

おわりに

　多細胞システム形成研究センター（CDB）

は新たな体制に生まれ変わり，再出発を切り

ました。今後とも引き続き，神戸から世界に

向けて研究成果を発信する拠点で在り続ける

べく努力して参りますので，どうか皆様方の

温かいご支援をよろしくお願いいたします。

お知らせ～融合連携イノベーション推進棟の開設～

　理化学研究所は，産業界をはじめとする様々なセクターと連携を一層強化し，我が国のイ

ノベーション推進に貢献するため，融合連携イノベーション推進棟（英文名　Integrated 

Innovation Building 略称 IIB）を４月に神戸に開設しました。

　これまでの理研の産業連携の制度に加えて，理研が共同研究専用の場所を設置し，理研の

知のネットワークをフルに活用することにより，社会に役立つ画期的な成果を生み出すため

の新しい試みです。

　融合連携イノベーション推進棟は，日本最大級のバイオメディカルクラスターである神戸

医療産業都市の中心にあって，理研の多細胞システム形成研究センター（CDB）やライフサ

イエンス技術基盤研究センター（CLST）はもとより，様々な医療機関や企業，理研のスー

パーコンピュータ京とも徒歩圏内の場所にあります。産業界等の利用希望者の方々には，個

別に締結させて頂く共同研究契約の下，IIB 内に理研との共同ラボをお持ち頂くことができ

ますので，本事業にご関心のある方は下記にお問い合わせ下さい。
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建物概要

　　所 在 地　神戸市中央区港島南町六丁目７番１号

　　鉄骨造り　地上８階

　　敷地面積　4,829.87㎡

　　建築面積　1,075.76㎡

　　延床面積　8,348.21㎡

　　研究室数　52室（１室50㎡換算）

　　供用開始　平成27年４月１日

融合連携イノベーション推進棟利用のメリット

●優れたロケーション：神戸空港や新幹線新神戸駅からアクセスのよい神戸医療産業都市の

中心に位置。

●豊かな周辺研究環境：日本最大級のバイオメディカルクラスターである神戸医療産業都市

の中にあって，理研の多細胞システム形成研究センター（CDB），ライフサイエンス技術

基盤研究センター（CLST），計算科学機構（AICS）の他，様々な医療機関や企業との連

携を視野に入れた研究開発を進めることが可能。さらに，理研のネットワークを通じて全

国の理研研究者との先端的研究情報の交換が可能。

●豊富な研究シーズとの接点：理研ネットワークを通じて，共同研究計画に必要な研究成果

やシーズにアクセス可能。

●施設利用の自由：24時間施設利用が可能。

●自由度の高いラボの設置：約50㎡を最小単位として利用スペースの調整が可能。

●高いセキュリティー：24時間の常駐警備体制と管理体制を導入。

●優れた経済性：家賃・使用料・敷金等に類する

　ものはなく，施設運営に係る経費（実費）の

　みの負担で利用可能。

問い合わせ先

　理化学研究所 神戸事業所 研究支援部総務課

　〒650-0047

　兵庫県神戸市中央区港島南町２－２－３

　TEL：078－306－0111

　Email：IIB_kobe@riken.jp

研究スペース８階オーディトリウム

IIB 建物外観



20
・

はじめに

　医薬品開発は，一品目あたり10年以上の開

発期間と，1000億円以上の巨額の費用がかか

ると言われている。またこの十数年，製薬業

界では，世界的規模で，新薬の承認数が横ば

い状態（20品目程度／年）であるのに対し，

研究開発費が増え続けるという深刻な問題に

直面している。（図１）この医薬品開発の高コ

スト化は，製薬会社に対する直接の経済的負

担になっているばかりでなく，超少子高齢化

社会を迎える日本の医療費に対しても間接的

影響を与えている。開発費用が高くなればな

るほど薬の価格も高くなり，それにともなっ

て医療費も高くなってしまうのである。この

ことから，医薬品開発の効率化をはかり，開

神戸インシリコ創薬拠点の形成について
　

京都大学大学院医学研究科　教授　　　　　　　　　　

奥 野　恭 史先端医療振興財団クラスター推進センター（併任）

図１．医薬品の開発費と承認数の推移

出典：Source: PhRMA Annual Survey, 2007（2008年は推定）

0

10

20

30

40

50

60

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08

0

10

20

30

40

50

60
10 US



21
・

発コストを下げることは，製薬業界のみなら

ず，日本の医療費問題にとっても重要な課題

となっている。このような背景から，近年，

医薬品開発を効率化する有力なアプローチと

して，計算機シミュレーションによる創薬「イ

ンシリコ創薬」に大きな期待が寄せられてい

る。先端医療振興財団では，クラスター推進

センターにインシリコ創薬拠点形成推進グルー

プを新設し，神戸を世界的なインシリコ創薬

拠点にすべく，スーパーコンピュータ「京」

等を用いた創薬計算基盤を構築するプロジェ

クトを開始した。本稿では，神戸市で新しく

スタートした神戸インシリコ創薬拠点形成プ

ロジェクトの紹介を行う。

スーパーコンピュータ「京」を用い

た創薬

　スーパーコンピュータ「京」は2011年６月

および11月に LINPACK ベンチマークの

TOP500において世界一位を見事獲得した。

「京」の計算速度は１秒間に１京（10の16乗）

回の計算（足し算や掛け算）が出来る速度10

ペタフロップス，例えば世界の全人口70億人

が１秒間に１回計算しても17日かかる計算量

を「京」は１秒間で終了するスピードを誇る。

我々は2012年秋の「京」の共用利用開始とと

もに，製薬会社，IT 会社，アカデミアからな

る産学連携コンソーシアム（K supercomputer 

based drug discovery （KBDD）コンソーシ

アム）を形成し，「京」の創薬現場での実践的

利用の基盤整備を行ってきた（図２）。

　KBDD コンソーシアムは，製薬会社22社，

IT 会社３社，アカデミア５機関からなる国内

最大クラスの規模をほこり，創薬計算分野が

長年において抱えてきた２つの根本的課題（図

３）を「京」の圧倒的なマシンパワーを用い

ることで解決することを目指している。また，

これらの課題を克服するための計算が実現で

きたとしても，結果を得るために日常業務を

逸脱した複雑な操作を必要としたり，数か月

もの計算時間を要したりするようでは，産業

利用では何の役にも立たない。このような観

点から，創薬現場で「京」を実践的に利用でき

る計算フローの構築も我々の目標としている。

　我々はこれらの課題を解決するために，「課

図２．K supercomputer based drug discovery (KBDD) コンソーシアム



22
・

題１」に対しては，独自に開発する高速かつ

高精度な化合物探索計算法「Chemical 

Genomics-based Virtual Screening 法

（CGBVS 法）」を「京」に実装し，化合物と

タンパク質の大規模相互作用空間の超高速探

索に成功し，世界最大規模のタンパク質と化

合物との組合せについて結合可能性を評価す

ることに成功した。CGBVS 法は大規模相互

作用データを機械学習することでバーチャル

スクリーニングを可能にしたものであり，

「ビッグデータ創薬」の先駆的取り組みとして

位置付けられる。

　一方，「課題２」に対しては，化合物とタン

パク質との結合自由エネルギーの高精度な推

定が可能である「Massive ly Paral le l 

Computation of Absolute binding Free 

Energy 法（MP-CAFEE 法）」を「京」に実

装・チューニングし，化合物とタンパク質と

の結合親和性の精密な予測に挑戦した。その

結果，従来手法での予測正答率である５％の

性能を大幅に上回る70％以上の平均正答率を

示すことが確認された。MP-CAFEE 法はア

ンサンブル型の分子動力学（MD）計算を通

じて，タンパク質と化合物の結合自由エネル

ギーを算出するものであり，「シミュレーショ

ン創薬」の本格的取り組みとして位置付けら

れる。

次世代スーパーコンピュータ開発：

「京」からポスト「京」へ

　本年から，文部科学省は，「京」の次世代機

となるポスト「京」スーパーコンピュータの

開発をスタートさせた。ポスト「京」は2020

年に完成し，本格始動する。ポスト「京」プ

ロジェクトでは，計算機そのものの開発に並

行して，産業応用などの出口が重視され，創

薬，医療，気象，ものづくり，宇宙などの９

つの重点課題にイノベーションをもたらすア

プリケーション開発が行われる。筆者は，こ

れら９つの重点課題の一つである創薬分野「生

体分子システムの機能制御による革新的創薬

基盤の構築」の代表研究者（代表機関：理化

学研究所生命システム研究センター）として，

次世代の創薬計算技術の開発を担当している

（図４）。ポスト「京」において我々が目指す

ところは，生体分子の動きをシミュレーショ

ンする計算（分子動力学計算）の速度を「京」

の数十倍程度の速さにすることによって，生

体内分子（タンパク質など）の長時間（ミリ

秒レベル）の動きを捉え，さらに多くの生体

内分子を対象にした創薬シミュレーションを

実現することである。これにより，疾患の原

因タンパク質の動的制御や複数の創薬関連タ

ンパク質を加味したドラッグデザインの新し

【課題１】

　医薬品候補化合物の探索では、膨大な化合物候補（10の60乗以上の化合物数）と多数の創薬標

的タンパク質候補との莫大な組合せ数の相互作用評価を行うことが理論上必要であるが、これま

での創薬計算技術では特定の標的タンパク質に対して数百万の化合物のバーチャルスクリーニン

グしかなされていない。

【課題２】

　医薬品候補化合物の探索と最適化での現状の創薬計算技術の予測精度は、平均５％程度である

ことから、タンパク質と化合物との結合親和性を頑強かつ正確に予測できる計算技術の確立が急

務である。

図３．創薬計算分野の根本的課題
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図４．ポスト「京」　重点課題１（創薬応用）　研究体制

QM/MMQM/MM

SUBWG

図５．「京」からポスト「京」へ

1

1,000

100
5

100ns μs ms

aggrega�on

1
MP-CAFEE1 MD

Wet

MD

•

•
•
•
•



24
・

い方法を開拓し，我が国初の革新的新薬の創

出を加速することを目指している（図５）。

神戸インシリコ創薬拠点の形成

　上述の通り，「京」からポスト「京」に移行

することで，医薬品開発における計算機シミュ

レーションの役割はより一層重要なものにな

ることは必至である。そのため，製薬会社が

スーパーコンピュータを使いこなし，自社の

医薬品開発の加速につなげることが，我が国

の製薬産業に真のイノベーションをもたらす

鍵となる。しかしながら，産業界の視点から

スパコン創薬をみた場合，現実的な課題が見

えてくる。例えば，世界最高峰のスーパーコ

ンピュータを使いこなすためには，その専門

家を必要とすることが挙げられる。特に，自

動車産業やものづくり系産業とは異なり，製

薬産業での計算機シミュレーションの導入は

比較的歴史が浅く，製薬の各社においてコン

ピュータに精通した研究者の割合は極めて低

い。ましてやスーパーコンピュータを使いこ

なせる人材はほとんど皆無に等しい現状があ

る。上述のKBDDコンソーシアムは，まさに

このような製薬業界でのスパコン創薬人材の

不足を解消するために立ち上げたコンソーシ

アムである。このことから，製薬業界におい

てスパコン創薬を真に浸透させるためには，

アカデミア主導によるこれまでのスパコン創

薬技術の開発に加え，真の意味での現場実装

を促す方策が必要である。

　このような状況を克服すべく，先端医療振

興財団では，神戸にインシリコ創薬の拠点を

形成し，世界最先端のスパコン創薬技術と製

薬会社の橋渡しを目指すプロジェクトを開始

した。当該プロジェクトでは，「京」やポスト

「京」で開発される世界最先端の創薬計算手法

の製薬会社での実利用を達成するために，図

６の５つの研究開発に取り組む。

１．製薬現場での実践的利用を実現する創薬

計算手法の性能評価と精密化

　アカデミアで開発される創薬計算手法の多

くは，学術論文での発表をゴールとしている

ことが多く，製薬現場での具体的な創薬テー

マへの適用を想定した性能評価が十分になさ

れているとは限らない。そのため，製薬会社

では，アカデミアが開発する新規の創薬計算

手法の現場利用に慎重な場合が多い。本プロ

ジェクトでは，種々の創薬計算手法の性能評

【目標１】

　製薬現場での実践的利用を実現する創薬計算手法の性能評価と精密化

【目標２】

　ユーザーフレンドリーな創薬計算ソフトウェアの開発

【目標３】

　スパコン創薬計算技術の汎用計算機（FOCUS など）での利用環境の構築

【目標４】

　創薬計算人材の育成

【目標５】

　製薬会社へのスパコン創薬計算技術の受託計算サービス

図６．神戸インシリコ創薬拠点の目的
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価を行うとともに，種々の計算パラメータを

最適化することで予測精度の精密化をはかる。

２．ユーザーフレンドリーな創薬計算ソフト

ウェアの開発

　製薬会社では，コンピュータに精通した研

究者の割合は低く，さらにはスーパーコン

ピュータを使いこなせる人材はほとんど皆無

に等しい。そのため本プロジェクトでは，計

算に精通していない研究者でも容易に高度な

創薬計算が実行できるグラフィックユーザー

インターフェース（GUI）等を備えたソフト

ウェアパッケージの開発を行い，製薬会社に

提供する。

３．スパコン創薬計算技術の汎用計算機

（FOCUS など）での利用環境の構築

　医薬品の開発工程は非常に多岐に渡るため，

多種多様の創薬計算技術が使用される。その

ため様々な創薬計算手法のすべてにおいてスー

パーコンピュータを利用する必要はなく，使

用する計算手法によって適切な計算機を選択

することが費用対効果の面でも重要となる。

当該プロジェクトでは，計算機環境としてスー

パーコンピュータに限定するのではなく，

FOCUS 等の汎用計算機や製薬会社の自社計

算機を対象とした創薬のための計算機環境の

構築に取り組む。

４．創薬計算人材の育成

　近年，創薬分野に限らずライフサイエンス

全体において，我が国のバイオ計算人材の枯

渇が問題視されている。神戸インシリコ創薬

拠点では，先端医療振興財団・クラスター推

進センターにインシリコ創薬拠点形成推進グ

ループを設置し，創薬計算の専門性の高い研

究員の育成を行っている。さらに，KBDD コ

ンソーシアムの実務拠点として，製薬会社，

IT 会社，アカデミアが情報交換や共同研究開

発を行う場を提供することで，我が国の製薬

図７．神戸インシリコ創薬拠点の波及効果

•

•

•

•

•

•

IT
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産業におけるオープンイノベーションを推進

する。

５．製薬会社へのスパコン創薬計算技術の受

託計算サービス

　創薬計算手法の多様化や日々の急速な進歩

により，最先端の創薬計算技術を常にキャッ

チアップし，実践的な創薬に応用していくこ

とは容易ではない。先端医療振興財団のイン

シリコ創薬拠点形成推進グループでは，スパ

コン創薬計算技術などの最先端の計算技術を

導入し，それらを受託計算サービスとして，

製薬会社に広く提供する。

神戸インシリコ創薬拠点の波及効果

　上述の通り，神戸インシリコ創薬拠点は，

最先端のスパコン創薬計算技術の製薬会社へ

の提供を目的としており，神戸が誇るスーパー

コンピュータ「京」・ポスト「京」と製薬各社

との橋渡し機能を担うことになる。また，ポ

スト「京」の次世代創薬計算技術を開発する

アカデミア等との連携をはかり，ユーザーイ

ンターフェース（ソフトウェア）の開発を行

うことから，スパコンを基軸とした最先端の

創薬計算技術の集積につながる。さらに，我

が国において枯渇している創薬計算人材を育

成し，輩出するシステムを構築する。このよ

うに，創薬計算分野における世界最高峰の知

の集積とそれらに基づく最先端技術の開発，

さらにはそれらを使いこなす人材を生み出す

システムを構築することで，神戸が世界を代

表するインシリコ創薬拠点になり得るものと

考えられる。また，インシリコ創薬拠点の形

成は，同時に IT 企業の神戸への企業誘致を

促すこととなる。

　さらに，スパコン創薬をキーテクノロジー

とすることで，国内外の製薬会社との共同研

究・受託研究の促進につながり，医療産業の

クラスター事業活性化のドライビングフォー

スになることが期待される。

終わりに

　神戸市（兵庫エリア）は，世界を代表する

創薬のキーテクノロジーを２つ保有している。

スーパーコンピュータ「京」と播磨SPring8/

SACLA である。筆者の知る限り，このよう

に世界最高峰の構造解析装置とスパコンの両

方をあわせ持つ都市は世界のどこにも無く，

そのような意味でも神戸は世界屈指の創薬拠

点になるポテンシャルを有している。神戸イ

ンシリコ創薬拠点は，神戸の持つこの創薬ポ

テンシャルを引き出すドライビングフォース

になるものと考えられる。神戸インシリコ創

薬拠点が，スーパーコンピュータ「京」と製

薬各社のネットワークハブになることで我が

国の医薬品産業を活性化するとともに，これ

まで困難であった新薬の創出や医薬品開発の

スピードアップにつながり，結果として新薬

を求める患者全体への貢献が期待できる。
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次世代バイオ医薬品製造“技術研究

組合”とは

　本技術研究組合は，経済産業省の技術研究

組合制度を利用した，次世代のバイオ医薬品

製造に関わる様々な技術開発を目的として，

2013年９月に設立した組織である。技術研究

組合制度とは，企業が組合員となり法人格を

持つ相互扶助組織（非営利共益法人）を設立

することで，同じ目的のための共同研究を行

う制度である。平成21年に制度が改正され，

研究対象が産業活動において利用される技術

に広がり，かつ設立手続きの簡素化，大学や

試験研究独立法人の組合員資格が明確になり，

より利用しやすい制度となっている。組合員

として，企業以外に，大学や独立行政法人，

地方公共団体，財団も参加可能であり，法人

格を持つため，国の様々なプロジェクトを受

けることができる。また，共通の知財協定を

もって運営されるため，産官学の共同研究の

場としても活用が期待されている。

背景と技術課題

　本技術研究組合は，バイオ医薬品の生産技

術開発を主な目的としている。バイオ医薬品

は，その高機能性と薬効の高さに注目されが

ちではあるが，その生産の難しさにも特徴が

ある。バイオ医薬品の製造プロセスの多くは

まさに生体そのものである生物（微生物，動

物細胞等）を利用する手段が用いられている。

バイオ医薬品を生産する手段は，「生きた生物

を用いる」生物反応であるため，生物そのも

のを人工的に操作する必要がある。逆に言え

ば，生物そのものの不確定性や，生産物が持

つ本質的な不均一性などを解決していくこと

が必要な技術である。高等生物を宿主として

用いれば，複雑な分子も生産可能であるが，

対象とする生物が複雑であればあるほど，そ

の生物自身を自在に操って生産させる技術も

高度なものが求められる。

　バイオ医薬品とは，現在，バイオテクノロ

ジーを応用した医薬品全般をさす用語として

用いられ，各種サイトカイン，抗体などのよ

うなタンパク質由来医薬品，ワクチンのよう

なウイルス粒子そのもの等からなる製品，さ

らには，再生医療に用いる細胞由来医薬品ま

で，生体由来分子や生体そのものが挙げられ

ている。また，次世代のバイオ医薬品の中に

核酸医薬やペプチド医薬，遺伝子治療用医薬

品が分類される場合もある。

　本技術研究組合では，動物細胞株を用いた

抗体医薬生産プロセス全体を主な研究開発の

対象としている。抗体医薬品は，現在の世界

世界の成長エンジンを目指して
　～次世代バイオ医薬品製造技術研究組合の取組みについて～

大阪大学大学院工学研究科教授／　　　　　　　　　　　

大 政　健 史徳島大学ソシオテクノサイエンス研究部客員教授
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の製薬産業の成長エンジンとして注目され，

今後の継続的な発展も期待されている。現在，

バイオ医薬品の中でも抗体医薬品は，世界の

医療用医薬品の売上ベスト10のうち，６品目

を占めている（出典：セジデム・ストラテジッ

クデータ（株）ユート・ブレーン事業部）。ま

た，これらの抗体医薬品は，主に動物細胞株

を用いた細胞培養法にて大量生産されており，

複雑な真核生物を如何に操作するかが大きな

ポイントとなっている。

　動物細胞の大量培養によるバイオ医薬品生

産の歴史は古く，1970年代にワクチンの生産

において実用化された。実用化当初は，従来

の微生物を対象とした大型撹拌培養槽の技術

を応用する形で，細胞の大量培養法が開発さ

れ，1980年代後半になると，遺伝子組換え技

術と細胞培養を組み合わせることで，その利

用が飛躍的に拡大した。

　動物細胞を宿主として生産されるバイオ医

薬品の最初の成功例としてエリスロポエチン

（EPO）がよく知られている。EPO は，糖鎖

が複雑に結合した糖タンパク質で，生産する

細胞に高等生物にて備わっている高度な翻訳

後修飾を行う能力を必要とし，大腸菌や酵母

のような，原核生物や下等真核生物ではうま

く生産できない。そのため，生産宿主として

チャイニーズハムスター卵巣（CHO）細胞に

代表される動物細胞が用いられるようになっ

た（図１）。

　現在販売されているバイオ医薬品の宿主動

物細胞の60％を CHO 細胞が占め，多数の抗

体医薬シーズの開発ならびに抗体医薬の製造

プロセスに汎用されている。CHO細胞を用い

た生産では，生体の外で特別に調製された無

結成培地を用いて細胞を培養することで，細

胞が抗体を培地中に自然に分泌生産を行う（図

２）。近年では，細胞の改良，培養方法の改良

が進み培地中に g/L の濃度（学会発表では

10g/L も達成可能と報告されている）で抗体

を分泌生産することが可能となっており，培

養だけを取り上げれば，ｇあたり数ドルでの

高効率な生産が可能となっている
１）
。一方，

同じ抗体遺伝子を同じ CHO 細胞に導入して

も，得られる細胞の性質も均一ではなく，タ

ンパク質自身の特性，株化細胞の多様性，翻

訳後修飾，特に糖鎖の多様性等が重なるため，

生産プロセスや得られる生産物にも多様性が

存在する
２）
。すなわち，これらの多様性（ヘ

テロジェネイティ）を，タンパク質，細胞

個々，さらに各プロセスにおいて解析／操作

図１　バイオ医薬品生産に汎用されているCHO細胞

図２　バイオリアクターを用いたCHO細胞培養
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／制御する技術が，バイオ医薬品生産におい

て重要なポイントとなる。

国プロジェクトとしての取り組み

　現在のバイオ医薬品生産は，「実用化されて

いる」＝「技術的に完成されている」という

訳ではなく，多数の技術的課題が存在する。

残念ながら，遺伝子組換え CHO 細胞を用い

たタンパク質医薬品生産プロセスは誰にでも

簡単に構築できるものとはなっておらず，さ

まざまな実験条件における検討等などの試行

錯誤や高度なノウハウの蓄積が必要となる。

そこで，これらの背景を受けて，平成25年度

から経済産業省において，個別化医療に向け

た次世代医薬品創出基盤技術開発（平成26年

度 次世代治療・診断実現のための創薬基盤技

術開発）の下，平成27年度からは日本医療研

究開発機構（AMED）において，次世代治

療・診断実現のための創薬基盤技術開発の下，

筆者がプロジェクトリーダーとなって「国際

基準に適合した次世代抗体医薬等の製造技術」

プロジェクトを開始しており，このプロジェ

クトの実行推進の目的で次世代バイオ医薬品

製造技術研究組合が設立されている。

　本技術研究組合は25社，５機関および10以

上の再委託先機関等から構成され，100項目以

上の技術開発課題を検討している。技術開発

課題は大きく大別して，①生産細胞を構築し，

②培養する上流プロセスと，③生産された物

質を分離精製する下流プロセス，並びに，④

これらの品質を評価する技術を開発し，さら

に，⑤要素技術を有機的に結合する実証プロ

セスから構成されている（図３，４）。本プロ

ジェクトの特徴は，個別の開発だけでなく，

開発された技術課題の統合による基盤技術構

図３　次世代バイオ医薬品製造技術研究組合の概要
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築にある。現在，徳島副サイトならびに筑波

副サイトにおいて，個々の要素技術を融合し

た後，神戸大学の協力の下，神戸ポートアイ

ランドに新設した「神戸 GMP 施設」にてこ

れらを統合し，構築や活用を目指す予定であ

る。さらに，技術研究組合制度を活用するこ

とにより，得られた成果の有効活用ならびに，

本分野における人材育成も重点的に行う。

おわりに

　バイオ医薬品の分野では，新しい抗体フォー

マットや抗体薬物複合体，さらにはバイオ後

続品といったさらなる広がりが見られ，ます

ますの発展が見込まれている。

　生物を用いた物質生産は，何も医薬品に限っ

たことではなく，古くは，ワイン，ビールか

ら，そして我が国においては，２種類の微生

物を複雑に扱う清酒の生産にも用いられてい

る。著者の所属する大阪大学大学院工学研究

科生命先端工学専攻も，120年ほど前に関西の

灘の酒造業の要請によって技術開発研究を担

うために設立された経緯がある。バイオ医薬

品生産の分野でも，現場のニーズを叶えるべ

く設立された本技術研究組合における私たち

の活動が，関連学協会，関連アカデミア，研

究者，AMEDを含めた我が国全体を巻き込ん

だ活性化の一助となれば幸いである。我が国

には，バイオテクノロジーによるものつくり

の長い伝統があり，技術開発のみならず人材

育成も含めて世界へ発信し，リードする存在

となりえると確信している。

（本原稿は，日本薬学会「ファルマシア」誌

に掲載された原稿（51巻439頁（2015））を元

にして加筆・修正したものです。）

参考文献

１）大政健史，生物工学会誌，91，507-510 （2013）．

２）T. Omasa, et al., Curr. Pham. Biotech., 11, 233-

240 （2010）．

図４　本プロジェクトにおける研究開発体制
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　神戸市では，ポートアイランドにおいて先

進医療技術の研究開発拠点を整備し，産学官

連携により医療関連産業の集積を図る「神戸

医療産業都市構想」を推進している。その中

核施設の一つである先端医療振興財団では，

標準的な治療では対応が困難な疾患を克服す

るため，設立初期から先端医療センター，臨

床研究情報センターを設置し，生命科学の研

究成果を臨床に応用する橋渡し研究（トラン

スレーショナルリサーチ）を通して先端医療

を推進してきた。先端医療センター病院は，

2003年の設立当時から「再生医療」，「映像医

療」，「医薬品」の開発を大きな３つの柱とし

ており，今日まで多くの成果を挙げてきたが，

本稿では，このうち再生医療に関する臨床開

発の歩みについて，これまでの12年間を３期

（2003-2005年，2006-2008，2009-2015年）に

大別して紹介し，今後の展望についても言及

したい。

１．2003－2005年：最初の再生医療

臨床研究

　2003年当時，本邦では再生医療に関する臨

床研究に対する法的規制，指針等はまだ整備

されておらず，各実施医療機関における倫理

委員会からの承認と医療機関の長からの実施

許可が得られれば，研究を開始できる状況で

あった。先端医療センター病院（当院）では，

筆者らの所属する血管再生科（循環器内科）

が「慢性重症下肢虚血（慢性閉塞性動脈硬化

症・バージャー病）患者を対象とした，自家

末梢血血管内皮前駆細胞（CD34陽性細胞）移

植による血管再生治療に関する第 I・II 相試

験」という下肢血管再生治療の臨床研究を計

画していたが，公的な規制・指針が未整備な

中で同研究を成功に導くため，高い安全性・

倫理性を担保したうえで，質の高いデータ収

集・解析を実施できる体制を構築することに

注力した。当財団内の臨床研究情報センター

の福島雅典 臨床研究運営部長（当時）らと議

論を重ねて，試験実施計画書・同意説明文書・

概要書等を作成し，倫理委員会からの承認を

得て，当院における最初の再生医療臨床研究

を開始した。この後2006年に厚生労働省から

「ヒト幹細胞を用いる臨床研究の指針」が策定

されたが，われわれが2003年当時に作成した

諸文書は同指針を既にほぼ満たしたものであ

り，本邦における再生医療研究の方向性を先

取りしたものであったと自負している。

神戸をステージにした再生医療実用化の成果と展望
　

先端医療振興財団　ICR・臨床開発戦略室長　兼　　　

川 本　篤 彦先端医療センター病院再生治療ユニット長
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　上記の下肢血管再生治療臨床研究では，17

例の慢性重症下肢虚血患者に対して，以下の

手順で治療を行った（図１）。

１） 顆粒球コロニー刺激因子製剤を５日間

皮下注射して，骨髄中の血管幹細胞を末

梢血中に引き出す（動員する）。

２） 皮下注射の最終日に血液成分分離装置

を用いて，末梢血から血管幹細胞を含む

細胞群（単核球）を採取する（この過程

をアフェレシスと呼ぶ）。

３） アフェレシス翌日に血管幹細胞をCD34

陽性細胞として分離し，下肢の筋肉内に

注射する。

　一般に，慢性重症下肢虚血患者の予後は非

常に悪く，診断後１年で25％が死亡，30％が

下肢大切断に至り，20％が下肢を温存できて

も重症状態から離脱できないと言われている。

本臨床研究では，細胞治療後１年で死亡・下

肢大切断が１例もなく，１年以内に約90％が

重症状態から離脱できたため，非常に良好な

成績が得られたと考えている。治療後４年間

の長期成績も観察したが，重症状態からの高

い離脱率が維持されていた。

２．2006－2008年：「ヒト幹」臨床研

究から医師主導治験へ

　上述したように，2006年から「ヒト幹細胞

を用いる臨床研究の指針」に基づき，再生医

療臨床研究を実施する際には，施設内倫理委

員会の承認後に厚生労働省に研究計画等を提

出し，厚生労働大臣から許可を得ることが必

要になった。

　当院では，この新しい指針に従い，2009年

９月から「難治性骨折（偽関節）患者に対す

る自家末梢血 CD34陽性細胞移植による骨・

血管再生療法に関する第 I・II 相試験」を開

始した。当院は病床数60の小規模病院である

が，他の大学病院・総合病院の主任研究者に

臨床研究のための医療の場を提供するととも

図１：下肢血管再生治療の流れ

　慢性重症下肢虚血患者に対して，１－５日目に顆粒球コロニー刺激因子（G-CSF）製剤を皮下注射

して，骨髄中の血管幹細胞を血液中に動員する。５日目に血液中から幹細胞を含む単核球という成分

をアフェレシスにより採取する。６日目に単核球から幹細胞（CD34陽性細胞）を分離・純化して，下

肢の筋肉内に移植（注射）する。
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に，倫理審査や規制当局対応等の支援，なら

びに臨床研究情報センターによるデータセン

ター業務等を通じて，数多くの先端的医療の

実用化を推進することが重要なミッションの

ひとつである。他機関の研究グループに安全

性・倫理性の担保された臨床試験を円滑に実

施していただけるよう，当院では診療部に再

生治療ユニットを設置して医療面での管理を

行う一方，医師主導治験では筆者が治験調整

医師を務め，治験責任医師の業務支援を行っ

ている（図２）。上記の骨・血管再生治療臨床

研究は，神戸大学整形外科の黒田良祐 准教授

を主任研究者として，当院で細胞採取・分離・

移植治療を実施した。全７症例に対して細胞

治療が安全に実施され，治療後12週における

Ｘ線学的骨癒合は５例（71％）で認められ，

過去の標準治療成績（18％）に比して非常に

良好であることが示唆された。本研究の成功

を弾みにして，整形外科だけでなく，以後，

耳鼻咽喉科・眼科等の領域でも他機関の主任

研究者と共同で再生医療の臨床開発を発展さ

せていくことになる。

　一方，臨床研究で良好な結果が得られても，

「ヒト幹指針」のもとで行われている限り，新

規医療技術の薬事承認～保険収載に繋げるこ

とは事実上不可能であり，神戸医療産業都市

構想の目指す再生医療の実用化を果たすこと

はできない。この点を解決するためには，薬

事法に基づく治験を実施する必要があるが，

新規分野である再生医療の市場性・収益性が

不透明なため，多くの企業が治験実施に踏み

切れない状況にあった。このような中，2007

年から開始された文部科学省による橋渡し研

究推進プログラムにおいて，当財団が実施拠

点に選定された。同プログラムの支援により，

多くの再生医療シーズを医師主導治験として

実施できるようになり，このジレンマを克服

する途が開かれた。医師主導治験では，企業

治験であれば治験依頼者（企業）が行う治験

事務局業務，医薬品医療機器総合機構

（PMDA）への対応（対面助言，治験届，治

験終了届，有害事象報告）等を治験責任医師

図２：先端医療振興財団における再生医療実用化の推進体制
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の指揮の下で実施しなければならず，そのた

めの手順書・体制の整備に難渋したが，日本

医師会，治験機器提供企業等からの協力も得

て準備を進めた（図３）。まずは，2003年から

臨床研究を実施した下肢血管再生治療につい

て，2008年から医師主導の医療機器治験を開

始した。これは，再生医療領域における本邦

初の医師主導治験であった。11例の慢性重症

下肢虚血患者を対象に CD34陽性細胞移植治

療を行い，先行臨床研究と同様に，高い安全

性と有効性が示された。本再生治療の有用性

を治験においても確認できた意義は大きいが，

同時に一つの医師主導治験を完遂することに

より，当財団内の治験事務局，データセン

ター，モニター，監査，臨床研究コーディネー

タ等の諸部門が GCP（Good Cl in i ca l 

Practice）に対応した業務を体験し，医師主

導治験に精通できたことは非常に大きな財産

となった。これが，当財団で以後多くの医師

主導治験を展開していく素地となった。

３．2009－2015年：多分野での医師

主導治験の開始，世界初の iPS 細

胞治療

　耳鼻咽喉科では，細胞移植治療ではないが，

各種の成長因子製剤を用いて疾患局所の再生

を促す治療の開発が行われている。2011年か

ら，北野病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科の金丸

眞一 部長を主任研究者として「鼓膜再生療法

に関する臨床研究」が行われた。本研究では，

鼓膜穿孔患者９例を対象に，線維芽細胞成長

因子製剤（フィブラストスプレー®）をゼラチ

ンスポンジとともに穿孔部に投与したところ，

投与後12週に８例（89％）で穿孔部の閉鎖が

認められ，本治療の高い有効性が示唆された

図３：医師主導治験の実施体制の一例

　企業治験と対比させながら，説明したもの。医師主導治験における治験責任医師は，治験調整医師

を置かず，自ら治験調整業務を指揮することもできる。

DM: data management, ARO: academic research organization, CRO: contract research organization
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（図４）。本研究の良好な成績を受けて，2015

年から「NPC-18とFBG-18を用いた鼓膜再生

療法に関する第Ⅲ相試験―多施設共同医師主

導治験―」が開始されている。また，京都大

学耳鼻咽喉科・頭頸部外科の平野　滋准教授

を主任研究者として，「声帯瘢痕患者に対する

KP-100（ヒト組み換え HGF；肝細胞増殖因

子）の声帯内投与に関する第 I/II 相試験－医

師主導治験－」が2014年から実施されている。

本研究は，声帯瘢痕患者18例を対象に肝細胞

増殖因子製剤を声帯内投与することにより，

瘢痕組織を再生し，発声機能の改善を図ろう

とするものであるが，臨床研究を経ずに医師

主導治験として first-in-human試験が行われ

ている点で画期的な試みであると考えている。

2015年５月の段階で既に６例の患者に安全に

治療が実施されている。

　整形外科領域では，2012年に「限局性の膝

関節軟骨損傷患者を対象とした自己軟骨細胞

加工製品（IK-01）の安全性ならびに有効性に

関する医師主導治験」が開始された。上述の

骨・血管再生治療と同様に，神戸大学の黒田

准教授を治験責任医師として実施中である。

特筆すべきことは，開始当初は欧州企業の細

胞製造施設（CPC）で本細胞加工製品は製造

されていたが，当財団のCPCでの製造体制が

整ったため，治験途中から当財団での製造に

切り替えることができた点である。本邦のア

カデミアで細胞加工製品（治験機器）のGMP

（Good Manufacturing Practice）製造を規制

当局から認可されたのは当財団が初めてであ

り，画期的な実績と言える（図５）。

　眼科領域では，京都府立医科大学眼科の木

下茂 教授を主任研究者とする「難治性角結膜

疾患に対する培養自家口腔粘膜上皮シート移

植に関する臨床試験」を厚労省から先進医療

Ｂとして認可され，2013年から実施中である。

このヒト幹細胞臨床研究では，難治性角結膜

疾患（原疾患がスチーブンス・ジョンソン症

候群，眼類天疱瘡，重症熱・化学腐食のいず

図４：鼓膜再生治療の流れ

　鼓膜穿孔部の周囲を新鮮創化してから，塩基性線維芽細胞成長因子製剤を浸透させたゼラチンスポ

ンジを患部に付着させる。ゼラチンスポンジに沿って，穿孔部の鼓膜が再生される（原図提供：北野

病院耳鼻咽喉科頭頸部外科 金丸 眞一 部長）。
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れか）患者を対象に，患者自身の口腔粘膜上

皮を培養してシート化する。細胞シートは，

当財団CPCで製造し，京都府立医科大学附属

病院または当院で移植手術を実施している。

また，理化学研究所網膜再生医療研究開発プ

ロジェクトの髙橋政代 リーダーを総括責任者

とする「滲出型加齢黄斑変性に対する自家 iPS

細胞由来網膜色素上皮（RPE）シート移植に

関する臨床研究」は，世界初の iPS 細胞由来

の細胞移植治療として注目を集め，現在も継

続中である。本臨床研究では，理化学研究所

の CPC で RPE シートが作成され，神戸市立

医療センター中央市民病院眼科の栗本康夫部

長らの診療チームが当院でシート移植手術を

実施している。国際的な注目を集める中，昨

年第１例目への移植治療が安全に実施され，

今後の臨床開発の発展が期待されている（図

６）。

４．再生医療実用化の加速に向けて

　近年，本邦では再生医療の臨床開発・実用

化に向けた法整備が急速に進んでいる。まず，

2013年４月に再生医療推進法（正式名「再生

医療を国民が迅速かつ安全に受けられるよう

にするための施策の総合的な推進に関する法

律」）が成立し，再生医療の研究開発・提供・

普及の促進に関する基本方針を定めることが

国の責務であることが明記された。さらに，

同年11月に再生医療新法（正式名「再生医療

等の安全性の確保等に関する法律」）および医

薬品医療機器等法（正式名「医薬品，医療機

器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関

する法律」）が成立した。再生医療新法の成立

により，再生医療の臨床研究や自由診療に対

して，従来のヒト幹指針ではなく，法律に基

づく規制が行われることになった。また，医

図５：軟骨再生治療の流れ

　限局性軟骨損傷（スポーツ外傷など）の患者に対して，健常部位の軟骨細胞を少量採取して，細胞製

造センター（CPC）でコラーゲンゲルとともに培養後，患部に移植（手術）する（原図提供：神戸大

学医学部附属病院整形外科 黒田 良祐 准教授）。
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薬品医療機器等法では，従来の医薬品，医療

機器に加えて，再生医療等製品というカテゴ

リーが新設され，再生医療の特性に合わせた

規制構築が行われることになった。トピック

スとしては，均質でない再生医療等製品につ

いては，有効性が推定され，安全性が認めら

れれば，特別に早期に，条件および期限を付

して製造販売承認を受けることが可能になっ

た。

　当財団でも，これらの法整備の流れに対応

し，再生医療の実用化を加速すべく，ICR・

臨床開発戦略室を新たに設置して，新規法規

制に準拠した薬事開発，規制当局対応を進め

ている。また，上述したように，医師主導治

験における GMP 細胞製造実績をもとに，最

近では企業治験用の細胞製造業務に関して国

内外企業からの受託が相次いでいる。当財団

では細胞療法研究開発センター（川真田伸セ

ンター長）を設置して，細胞製剤の製造およ

び品質管理体制を整備するとともに，さらな

る事業化の発展に備えている。具体的には，

下肢血管再生治療については，再生医療等製

品としての細胞製剤に関する多施設共同の企

業治験を今年中に開始すべく，最終準備段階

に入っている。また，骨・血管再生療法につ

いても，検証的な医師主導治験を計画中であ

り，既に PMDA での対面助言を終え，今年

度中に多施設共同治験を開始予定である。鼓

膜再生治療は実施中の医師主導治験が成功裏

に終了すれば，薬事承認申請の予定であり，

軟骨再生・角膜再生も実用化を前提にした企

業治験に向けて，着々と準備が進んでいる。

　以上，神戸における再生医療実用化のあゆ

み・現状について紹介した。様々なハードル

を克服して，ここまで辿り着けたのは，神戸

市からの経済的支援，神戸市立医療センター

中央市民病院からの医療面での絶大なるバッ

クアップ，厚生労働省・文部科学省・PMDA

等の公的機関からのご支援・ご指導，その他

共同研究機関・企業との綿密な連携等あって

のことであり，諸方面へ深く感謝申し上げた

い。しかしながら，未だ道半ばであり，今後，

神戸から再生医療等製品が数多く生まれ，産

業化を迅速に推進できるよう，財団一丸となっ

て今後も精進を重ねていきたいと考えている。

図６：網膜再生治療の流れ

　滲出性加齢黄斑変性症患者から採取した皮膚の線維芽細胞から iPS 細胞を誘導する。さらに，iPS

細胞を網膜色素上皮（RPE）細胞に分化させ，シートにしてから患部に移植（手術）する（原図提

供：理化学研究所網膜再生医療研究開発プロジェクト 高橋 政代 リーダー）。
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はじめに

　神戸市では，ポートアイランドにおいて先

端医療技術の研究開発拠点を整備し，産学官

連携により，21世紀の成長産業である医療関

連産業の集積をはかる「神戸医療産業都市」

を平成10年より推進している。

　本稿では，神戸医療産業都市のこれまでの

経緯と成果，さらには今後の展望について，

本プロジェクトのグランドデザインである「神

戸健康科学（ライフサイエンス）振興ビジョ

ン」の改訂を交えながら概説する。

１　神戸医療産業都市の経緯

　今から20年前の平成７年１月17日。

　阪神・淡路大震災発生。

　神戸市はこの日，１年間の市内総生産に相

当する6.9兆円もの経済損失を被った。この壊

滅的な被害を受けた神戸経済を立て直すため

の復興プロジェクトとして，平成10年にスター

トしたのが「神戸医療産業都市」である。

　その目的は，「神戸経済の活性化」，高度な

医療サービス・先端医療技術の提供による「市

民の健康・福祉の向上」，アジア諸国の医療水

準の向上による「国際社会への貢献」の３つ

であり，神戸で日本初の医療クラスターの形

成を目指した。

　主な研究分野として，①がん細胞のみを撃

退する高性能な放射線治療装置などの新しい

医療機器の開発，②医薬品の治験の支援，③

血管や臓器を再生させて治療する再生医療の

研究を設定してきた。

　また，本プロジェクトの中核機能としては，

基礎研究の成果を実際の病気の治療に上手く

つなげていく橋渡し研究「トランスレーショ

ナルリサーチ」，企業の医療分野への参入やベ

ンチャー立ち上げを支援する「起業支援機能」，

医療関連の「人材育成機能」を中核機能とし

て，最先端の医療システムを作り上げていく

ことを目指した。

２　神戸医療産業都市の現状

　神戸医療産業都市は，構想開始から17年目

を迎え，約300の医療関連企業・団体や研究機

関，高度専門医療機関などが集積する日本最

大級の医療産業クラスターに成長しており，

「バイオ」，「メディカル」，「シミュレーショ

ン」の３つのクラスターを形成している。

神戸医療産業都市の成果と今後の展望
　

神戸市理事（医療産業都市・企業誘致担当）　　　　　今 西　正 男



39
・

（１）バイオクラスター

　神戸医療産業都市として構想当初より取り

組んできたのが，基礎研究をはじめ，難病を

克服する再生医療の取組や基礎研究から臨床

への橋渡しなどを行うバイオクラスターの形

成である。

　その中核となるのが発生・再生分野におけ

る世界的な研究機関であり再生医療を促進す

るための基礎的・モデル的研究を行う理化学

研究所 CDB，そして，トランスレーショナル

神戸医療産業都市の歩み（年表）
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リサーチ機能を担う先端医療センターである。

　そのほかにも，分子イメージングを用いた

研究を行う理化学研究所ライフサイエンス技

術基盤研究センターや，民間製薬企業の研究

機関などにおいて，新たな医療技術の開発が

行われている。

（２）メディカルクラスター

　次に形成されたのが，メディカルクラスター

である。新たな医療技術を安全かつ迅速に実

用化し，いち早く市民に提供するためには，

臨床機能の果たす役割が重要であり，臨床医

のニーズを速やかに研究にフィードバックす

るという意味でも，神戸医療産業都市にとっ

て高度専門医療機関と優秀な臨床医は不可欠

な存在である。そのため，平成23年７月に「先

端医療センター」の隣接地に移転・開院した

「神戸市立医療センター中央市民病院」を中心

に，高度専門医療機関の集積を進めている。

　その結果，現在整備中のものも含めると，

約1400床もの病床が集積することになり，大

学病院に匹敵する規模の病院群を形成するに

至っている。

（３）シミュレーションクラスター

　最後に形成されたのがシミュレーションク

ラスターである。平成19年３月のスーパーコ

ンピュータ「京（けい）」の神戸立地決定（平

成24年９月共用開始）を契機として，産業界

専用スパコンである「FOCUS スパコン」，兵

庫県立大学シミュレーション研究科など，計

算科学分野の研究機関，企業等が集積してき

ている。

　「京」は，創薬をはじめ，ナノテクノロ

ジー，ものづくりなどの幅広い分野での活用

が期待されている汎用型のスパコンであり，

平成23年６月，11月の２期連続で世界ランキ

ング第１位を獲得した。平成26年11月に発表

された最新のランキングにおいても，世界第

４位と世界最高水準の性能を誇っている。

　また，国においては，「京」の後継機として

「京」の100倍程度の演算性能を目指した「エ

クサスケール・スーパーコンピュータ」の開

発に着手しており，神戸医療産業都市に立地

することが決まっている。

３　神戸医療産業都市のこれまでの

成果

（１）研究開発における成果

　神戸医療産業都市の研究開発分野における

成果のひとつとして，「再生医療の実用化」が

挙げられる。

　特に平成26年９月に実施された iPS 細胞を

用いた世界初の移植手術については，国内外

から大きな注目を集めたところである。

　この手術は，理化学研究所 CDB の髙橋政

代プロジェクトリーダーらの進める「滲出型

加齢黄斑変性に対する自家 i P S 細胞由来網

膜色素上皮シート移植に関する臨床研究」の

一環として行われたものである。加齢黄斑変

性（AMD）とは，加齢などにより，眼の網

膜機能が低下する病気で，視界の中央部がゆ

がんで見えたり，視力が大きく低下する。日

本における失明（ただし暗黒ではなく視力低

下）の約１割を占めているが，根治的治療法

は今のところ存在しない。そこで，悪くなっ

た網膜細胞を iPS 細胞で作成した細胞シート

と置き換えることで機能回復をはかることを

目指している。今後，iPS 細胞を用いた再生

医療の安全かつ迅速な実現により，この治療

を待つ日本のみならず，世界中の患者に貢献

していきたいと考えている。

　また，この臨床研究は，理化学研究所CDB，

先端医療センター，神戸市立医療センター中

央市民病院が共同で実施している。理化学研
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神戸医療産業都市施設配置図
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究所 CDB の基礎研究の成果を先端医療セン

ターで臨床応用し，それを中央市民病院がサ

ポートする。まさに神戸医療産業都市が構想

当初から目指してきた形であり，そういう意

味でも神戸医療産業都市の大きな成果である

と考えている。

　さらに，iPS 細胞を用いた再生医療以外に

も，下肢血管再生，膝軟骨再生，角膜再生，

鼓膜再生など，様々な再生医療の研究が進ん

でおり，実用化に近い段階まで来ている。こ

れは，まだ「再生医療」という言葉が一般的

でなかったプロジェクト開始当時から，「再生

医療」に取り組んできた神戸医療産業都市の

大きな強みであると考えている。【図表 】 細胞を用いた網膜再生臨床研究イメージ

iPS 細胞を用いた網膜再生治療のイメージ

（２）経済的な成果

　神戸医療産業都市は「神戸経済の活性化」

を目標のひとつに掲げており，経済効果（以

下，「生産額」で測る）は神戸医療産業都市の

成果をはかる重要な要素のひとつである。「神

戸健康科学（ライフサイエンス）振興ビジョ

ン」で，平成17年度末のデータをもとに平成

17年度経済推計と，平成22年度及び平成27年

度の予測を算出し，平成17年度経済効果推計

額は409億円，税収額13億円，平成22年度経済

効果予測額では822億円，税収額27億円，平成

27年度経済効果予測額は1,625億円，税収額50

億円と公表している。

　同ビジョンでは「構想を取り巻く環境変化

に対応し，適宜その見直しを行う」とあり，

定期的なPDCAサイクルによる検証が必要で

ある。そのため，その後の事業進捗に伴い推

計作業を行っている。

　まず，「神戸健康科学（ライフサイエンス）

振興ビジョン」での予測値を検証するという

ことで，平成22年度末のデータを基に改めて

推計作業を行い，その結果を平成24年６月に

まとめている。この検証では，推計対象とな

るポートアイランド内医療関連企業等に対す

るアンケート調査等から得られたデータをも

とに「市内直接効果」を推計し，産業連関表

を用いて「市内間接効果」を導き出した上で，

神戸市内への経済効果を推計している。その

結果，22年度経済効果推計額は1,041億円と

なっている。また，「税収効果」として，企業

の進出状況や，生産額と税収額との関係等か

ら，固定資産税・都市計画税，市民税，事業

所税を推計しており，22年度税収効果は35億

円となっている。

　平成22年度経済効果推計額の1,041億円の中

には，平成23年度に開設した国際医療開発セ

ンター（IMDA），神戸ハイブリッドビジネス

センター等の中核施設や，平成24年９月に共

用を開始したスーパーコンピュータ「京」，さ

らには中央市民病院移転をはじめとするメディ

カルクラスター形成による効果は含まれてい

ない。そこで，こうした状況を踏まえた直近

の数字ということで，平成24年度末のデータ

を基に改めて推計作業を行った。その結果，

24年度経済効果推計額は1,251億円，税収効果

は45億円となっている。

　このように神戸医療産業都市の経済効果は

順調に増加している。
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４　振興ビジョン策定以降の動きと

ビジョン改訂

（１）改訂経緯と改訂骨子

　神戸医療産業都市は，平成11年の「神戸医

療産業都市構想懇談会報告書」以降，平成19

年に策定された「神戸健康科学（ライフサイ

エンス）振興ビジョン」に基づきプロジェク

トを進めてきた。一方で，振興ビジョン策定

から８年余りが経過し，特区の指定，スーパー

コンピュータ「京」，ポスト「京」の立地決

定，高度専門医療機関等の集積，世界初の iPS

細胞を用いた臨床研究の進展など，神戸医療

産業都市を取り巻く環境や構成要素が大きく

変化している。

　こうした状況の変化を踏まえた振興ビジョ

ンの改訂が必要となったことから，産学官の

代表者で構成する「神戸医療産業都市推進協

議会（井村裕夫会長）」において，平成25年度

より改訂作業に着手することとなった。

　現在までの改訂作業の進捗状況は下記のと

おりである。

①ビジョン改訂のキーワードを探索するた

め，神戸医療産業都市に関わる有識者に

よるブレーンストーミングを２回開催

②ビジョン改訂の10年後のクラスター像と

それを実現するための取り組みの方向性

を検討するために，神戸医療産業都市推

進協議会のもとに「神戸健康科学（ライ

フサイエンス）振興ビジョン改訂検討ワー

キンググループ（WG）」を設置

③４回にわたるＷＧ委員会において，「10年

後の神戸医療産業クラスターの将来像」

及びその実現に向けた「取り組みの方向

性」について議論のうえ，WG としての

意見を骨子案として取りまとめ，神戸医

療産業都市推進協議会へ報告

（２）振興ビジョン改訂に向けて

　振興ビジョン改訂のとりまとめに向け，現

経済効果の推移

【別表4】経済効果推計の推移

1,251億円

45億円
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10年後のクラスター像の実現に向けた取り組みの方向性（骨子案）

（ビジョン改訂検討WGからの報告）

「最高水準の医療が最適に受けられる神戸」

　①世界最高水準のメディカルクラスターの形成

■グローバルに活躍する臨床医の集積をはかるための高度専門医療機関の誘致・整備

■領域別専門センターの体系的整備による中核病院の更なる充実

　（例）「（仮称）神戸アイセンター」の整備

■メガホスピタル機能を目指した病院群の一体的運営システムの整備

　②メディカルクラスターによる新たな価値の創造

■子どもから高齢者まですべての患者に対するリハビリテーションも含めた最適な医療

サービスの提供

■ IT を活用した医療情報の迅速・効率的な共有化による利便性の向上

■臨床現場のアイデアを新たな診断・治療法に結びつける「臨床研究支援システム」の

整備

■病院群の医療資源を活用した「医療ビジネス創造システム」の構築による多様な企業

ニーズへの対応

「先端医療でグローバルに貢献する神戸」

　①グローバル展開を見据えた新たな医療技術開発

■ iPS 細胞等を用いた再生医療実用化の推進

■ iPS 細胞やスパコン，次世代バイオ技術等を活用した創薬の推進

■臨床医の参画による国際競争力が高い医療機器の開発

　②グローバルな医療イノベーションシステムの強化

■医療イノベーションのための科学技術基盤の充実

■橋渡し人材（イノベーション・プロデューサー等）の育成

■グローバルな臨床開発・事業化のためのクラスターネットワーク及び拠点整備

　③神戸発の医療技術の国際展開

■メディカルクラスターを活用した国際医療交流の展開

■アジアをはじめとしたグローバルな医療人材の育成

■上質なホスピタリティをベースとした医療サービスの提供

「先制医療を活用した新しいパブリックヘルスを実践する神戸」

　①「個の医学」にもとづく先制医療の実現

■市民のライフコースデータに基づく，健康医療情報プラットフォームの構築と環境整

備

■新たなバイオマーカーの開発とビッグデータの活用による早期予測技術と介入手法の

研究・開発

　②市民参加による「神戸パブリックヘルスシステム」の構築

　③市民との協働による健康長寿のまちづくりの実践と国際展開
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在，WG における議論を踏まえた検討を行っ

ているころであるが，その中で以下の視点を

盛り込みたいと考えている。

　１つ目は，「集積」から「融合」への発展で

ある。

　神戸医療産業都市のクラスター形成過程は，

当初，医療機器やバイオテクノロジーの研究・

開発を核にしてスタートし，振興ビジョンで

メディカルクラスターの形成を加え推進して

きた。その後，振興ビジョンで想定していな

かった新たな分野として，シミュレーション

技術基盤の構築，また研究分野として先制医

療が追加され，その過程で研究施設や医療機

関の集積を図ってきた。今後は，神戸医療産

業都市の新たなステージとして，これまで集

積してきたバイオ，メディカル，シミュレー

ションの各領域が相互に連携し合って発展し

ていく姿を目指していく必要があると考えて

いる。

　２つ目は，市民や企業との関わりである。

クラスターが進化するためには，異業種・異

分野産業（リレーテッドバラエティ）の健康・

医療分野への参入，総合商社や金融機関といっ

た資金や販路などで力を有する産業（ブース

ト産業）の取り込み，さらには神戸医療産業

都市の成果の市民への還元と同時に市民の神

戸医療産業都市への関わりの促進が不可欠で

あると考えている。

　３つ目は，産業領域と展開エリアの拡大で

ある。医療産業という産業領域については，

従来の狭義での医療だけではなく，介護・健

康分野はもちろんのこと，ウェアラブル端末

を活用したスポーツ産業，健康食品に代表さ

れる食料品産業などの分野にも，神戸医療産

業都市の領域を広げることが可能と思われる。

また，医療産業の展開エリアについては，情

報コミュニケーション技術の進展に伴う時間

的距離の短縮と，地域医療機関に根差した施

策を展開していくことにより，ポートアイラ

ンドだけにとどまらず，神戸市内全域へ広げ

ていくことが必要であると考えている。

５　新たな取り組み（27年度新規事

業など）

　神戸医療産業都市のさらなる発展のために

は，新たな取り組みに積極的にチャレンジし

ていく必要がある。27年度においても数々の

新規事業を実施しているが，その主なものに

ついて紹介させていただく。なお，他の寄稿

文において紹介されている事業については，

本稿においては割愛させていただく。

（１）アイセンターの整備支援

　国家戦略特区プロジェクトとして，基礎研

究から臨床応用，リハビリまでをトータルで

対応する「（仮称）神戸アイセンター」の整備

を支援し，iPS 細胞を用いた世界初の網膜治

療をはじめとする再生医療の実用化等を加速

する。

　神戸医療産業都市の基盤施設等の整備を行

う「神戸都市振興サービス株式会社」を整備

運営主体として，現在，具体的な整備内容に

ついて検討を行っているところである。

（２）先進的介護・リハビリロボット機器開

発企業の誘致

　介護・リハビリロボット分野は，超高齢化

社会を背景に市場の拡大が見込まれており，

国においても「ロボット革命実現会議」が開催

されるなど，ロボット産業が国家をあげた成

長産業として，戦略的に位置づけられている。

　こうした状況に基づき，介護・リハビリロ

ボット機器分野を企業誘致の新たなターゲッ

トとして位置づけ，介護福祉機器分野展示会

への出展やコーディネータによる産業化支援
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などを行うことにより，同分野の企業集積を

はかることとしている。さらには，神戸医療

産業都市で開発された介護・リハビリロボッ

トを，いち早く市民に提供することで，神戸

医療産業都市の成果を市民生活に還元したい

と考えている。

（３）メディカルクラスター（高度専門病院

群）の連携推進

　平成28年度に兵庫県立こども病院が開設す

ることで1,400床を超える病院群となるメディ

カルクラスターの集積のメリットを最大限発

揮し，市民への最適な医療の提供，新たな治

療方法や医療機器の開発を促進するためには，

クラスターにおける連携が重要である。その

ため，メディカルクラスターを構成する各医

療機関の代表者が参画する「メディカルクラ

スター連携推進委員会」を開催し，臨床研究

（治験）推進のための基盤整備支援や ICT シ

ステム連携など，クラスター内の連携や役割

分担の検討・具体化を行うこととしている。

（４）国際医療交流（インバウンド）の受入

れ窓口の設置

　神戸医療産業都市の目的のひとつである「ア

ジア諸国の医療水準の向上による国際貢献」

の実現のため，国際医療交流（インバウンド）

の一環として，人道的な見地から海外の医療

では治せない患者を受け入れ，質の高い安心

な医療を提供することとしている。外国人患

者を受け入れる場合は，複数の言語に対応し

た医療通訳などを確保する必要があるが，個

別病院では対応が困難なことから，メディカ

ルクラスター全体で外国人患者を受け入れる

ワンストップ窓口を設けることを検討してい

くこととしている。

６　おわりに

　神戸医療産業都市は，平成10年の構想開始

から17年目を迎え，日本を代表する医療産業

クラスターに成長した。それは，他都市に先

駆け，医療関連産業という分野に着目し，チャ

レンジを続けてきた結果であると考えている。

　今後は，わが国トップレベルの研究機関・

病院・医療関連企業の集積を活かし，世界最

先端の研究や革新的な医療技術を生み出す様々

プロジェクトに積極的に取り組み，世界の医

療産業の拠点となるよう挑戦を続けていきた

い。

「（仮称）神戸アイセンター」の整備イメージ

世界初のiPS細
胞を用いた網膜
治療など、眼科
領域における最
先端の医療

基礎研究から臨床応⽤、
治験、リハビリまで同じ
建物で一気通貫で対応

細胞培養

基礎研究

臨 床

リハビリ
（ロービジョン
ケア）

世界初のiPS細
胞を用いた網膜
治療など、眼科
領域における最
先端の医療

iPS細胞を用い
た再⽣医療など
眼科領域にお
ける最先端の研
究再⽣医療で用

いる細胞などを
クリーンルームで
培養

ロービジョンケア
に関する情報
発信やリハビリ
など

（P23 図7） 「（仮称）神⼾アイセンター」の整備イメージ
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関連図書紹介

医と人間	 井村裕夫編

世界が驚くニッポンの医療産業力	 泉谷渉著

　日本の科学技術において指導的役割を果たされている編者が，研究から臨

床における最前線の医療・医学について，これも最前線の医師，研究者によ

る寄稿をまとめられたものである。同時に編者は冒頭で，医師には「病気を正

確に判断して的確に治療する冷徹な手」と「温かく患者を包み込むもう一つ

の手」をいつの時代にも求められ，それが科学としての医学が進むほど難しい

ことに言及している。その相克を新しい視点から考え直す機会としたいという

気持ちをタイトルに込めている。

　ノーベル賞受賞者である山中伸弥京都大学iPS細胞研究所長によるiPS細胞

の展望のほか，がん医療やロボット治療など最先端の話題がわかりやすくまと

められている。そこからは，遺伝子，情報科学といった先端的な科学技術が，

どのように医学・医療として私たちに関わっているのかを知ることができる。

その一方，チーム医療やホスピス，死生学といった現場からの報告や研究も掲載され，感情を持っ

た「人間」として，その科学技術とどのように向き合い，受け入れいていくか―医療関係者の視点

からも，患者の視点からも―考えさせられる。

　編者自ら筆を執った「先制医療」では，個人差に対応し，病気は「治すもの」ではなく「ならな

いようにするもの」という方向性をうちだしている。そのためには，医者がコミュニティに入って

みんなと一緒に健康を守るという医療の能動的な姿勢が求められていることを指摘すると共に，健

康な長寿社会が成立するために，医療を提供する側だけでなく，国民全ての参加が必要であると呼

びかけている。

　世界の医療産業における医療機器・医薬品などのハードマーケットは，現状

で25兆円であり，これは，現状の世界の半導体産業と同水準の金額であると

いわれている。世界の医療産業は，今後爆発的に成長して，2020年段階で医

療機器40兆円，医薬品100兆円，トータル140兆円の巨大産業になるという推計

がなされている。これは，IT産業の120兆円を大きく上回るものである。その

成長に着目して，「医療」は，安倍晋三首相が抱えるアベノミクス成長戦略の

目玉の一つとして位置づけられている。

　本書は，上述のように医療産業が世界的に高成長することが予想される中

で，日本の産業が，今，猛烈な勢いで医療産業への産業変換を目指している

姿や，医療産業がもつ経済的影響力の大きさを描いている。著者は，日本の

医療産業の現状について，MRIやCTスキャナーなどの高額な大型医療機器の

分野でGEやシーメンスなど欧米の有力メーカーの厚い壁に阻まれているため，世界シェアは高く

ないととらえている。その一方で，その現状に対して，日本メーカーはついに，「がん治療器」な

どのお得意のIT技術を駆使した大型商品を生み出すことに成功したことを取り上げて，日本メー

カーによる反撃のノロシは上がったと唱えている。このような知られざる日本の医療産業力を10章

にわたって紹介する。

　また，医療産業の成長の経済効果は，単に，治療機器などの製造業にとどまらず，病院経営など

の医療産業や，治療ツアーなどの観光業にも及び，大きな経済的インパクトを与えることを説明し

ている。医療産業の成長を都市の発展戦略に掲げている先駆的な事例として，本号の特集テーマで

ある神戸市の「神戸医療都市産業都市プロジェクト」を取り上げて，進出企業・団体をレポートし

ている。

　本書は，医療産業への産業変換を図っている日本の医療産業の技術開発最前線を知るうえで，注

目すべき１冊である。

岩波新書

本体800円＋税

東洋経済新報社

本体1500円＋税
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次世代スパコン『エクサ』が日本を変える!：『京』は凄い，“その次”は100倍凄い	 辛木哲夫著

iPS細胞　不可能を可能にした細胞	 黒木登志夫著

　今から５年後，2020年の完成を目標に，“エクサ”級のスーパーコンピュー
タの開発計画が進行している。2012年９月に共用を開始し世界一の座を2011年
６月と11月に２期続けて獲得したスーパーコンピュータ「京」の後継機とし
て，京の100倍規模の計算速度（１秒間に１エクサ回）をもつ「エクサ」が間
もなく実現する。
　エクサを利用すれば，大地震の際の津波や，近年増えているゲリラ豪雨，
竜巻などについてより精密で迅速な予測ができると期待されている。また，新
薬開発の期間・コストの削減，低燃費で安全な自動車開発，さらには暗黒物
質など宇宙の謎の解明にも大きく貢献すると言われている。
　本書は５章で構成されており，第１章はスーパーコンピュータがなぜ重要な
のか，どうして世界一を目指す必要があるかについて論じている。次に，第２

章では，これまでのスーパーコンピュータと比べて「京」が高い能力を持つことと，スーパーコン
ピュータの開発の難しさについて論じている。第３章では，京の100倍の能力をもつ「エクサ」が
開発できれば，どのようなことが可能になるかについて論じている。第４章では，スーパーコン
ピュータによるシミュレーションの意義を述べるとともに，各分野における様々なシミュレーショ
ンの事例を紹介している。最後に，第５章ではスーパーコンピュータをめぐる今後の課題について
論じるとともに，スーパーコンピュータの未来の可能性について紹介している。
　本書は，専門家ではない一般の読者を対象に書かれたものであり，一読すれば，「エクサ」級スー
パーコンピュータによって，近い将来の我々の生活がより安全・快適なものになることをイメージ
できるだろう。

　iPS細胞やノーベル賞受賞者である山中伸弥京都大学iPS細胞研究所長の名
前を聞いたことがないという人は少ないだろう。しかし，そのiPS細胞とは何
か，また，iPS細胞が医療に与える影響はどのようなものなのかを答えられる
人はどれぐらいいるだろうか。
　本書は，長年，がん研究に携わってきた著者が，専門家ではない一般の読
者を対象に，iPS細胞やそれを使った最新の研究内容などを分かりやすく解説
した科学啓蒙書である。
　第１章では体を構成する細胞のルーツである幹細胞について，第２章から第
６章ではiPS細胞が発見される前の先人の業績やiPS細胞が発見される経緯，
そしてiPS細胞とは何かについて解説がなされている。また，山中氏の生い立
ちやノーベル賞受賞に至る経緯も掲載されており，興味深い。

　第７章から第９章では，再生医療の分野などにおいて，iPS細胞の具体的な研究事例について紹
介している。特に驚かされるのは，iPS細胞を使って，病気のメカニズムを解明しようという試み
である。iPS細胞を用いることで，「人生の後半になって発病するような病気も１ヶ月ぐらいでシャー
レの中に再現できる」という。これにより，これまで不可能であった多くの研究を可能にし，個人
差に対応した医療や将来的には病気が起こる前に病気を抑える「先制医療」も将来可能になると論
じている。
　本書は，著者が研究の基になった原著論文を読むだけでなく，現場で研究者から直接話を聞くこ
とにより執筆されており，内容の正確さもさることながら，臨場感あふれる内容になっている。ま
た，随所に映画や研究者のエピソードなども盛りこまれ，高度な内容にも関わらず，一気に読了で
きる。
　また，巻末には「iPS細胞を理解するための基本のキ」として，本書の理解をするのに必要な専
門用語の解説もされている。本書は，iPS細胞について知りたいが予備知識がないという人にもお
勧めできる１冊である。

小学館新書

本体720円＋税

中公新書

本体900円＋税
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戦後復興の道を拓いた　中井一夫市長

元神戸市震災復興本部総括局長　辻  　 雄 史

　神戸市の歴史の中で就任から公職追放で辞

任するまで任期１年半という短時日に偉大な

足跡を残した市長は，中井一夫氏（以下人物

は敬称略）のほかにはいない。前々回の「歴

史コラム」の主役野田文一郎が市長を辞任し

たのは，太平洋戦争末の大混乱期，昭和20年

７月であった。そこに引っぱり出されたのが

中井である。神戸の市街地は空襲で家屋の３

分の２が焼失し焦土と化していた。ポツダム

宣言の対応で混迷を極める中，勅裁の辞令が

下りたのは８月11日（土）であり，新市長が

登庁したのは13日（月）であった。その２日

後が終戦日で，中井の市会や職員に対する挨

拶は就任時とは極端に異なるものであった。

戦後初の『神戸市民時報』（第181号）「神戸

市民に告ぐ」は「大詔は下りました」に始ま

り，「市民諸君」と呼びかけながら「神戸市は，

大楠公忠霊の鎮める処　此地こそ，新日本の

光でなければなりませぬ　願くば更に立上り

戦災者，出征死傷の軍人並にその家族に対し

深き同情をそそぐと共に，皇国復興，港都再

建のために一致結束，全力を尽されんことを

切望致します」（８月15日付）とある。

　まず人事で助役は中学時代の先輩で神戸経

済大学（現神戸大学）の滝谷善一教授に依頼

した。宮崎辰雄の『私の履歴書』，原忠明の『回

想録』でも述べられているが，「復興は原口，

民生は阪本」と二人の人物を三顧の礼で迎え，

一切を任せた。実に人使いの上手い人であっ

た。そして11月には復興本部を設置し，原口

忠次郎を副本部長（実質本部長）に起用した。

その諮問機関として復興委員会を設け，勝田

銀次郎元市長をかつぎ出した。復興委員は各

界のトップが就任し，その中には国の出先機

関で佐藤栄作大阪鉄道局長もいた。翌年３月

には神戸市復興基本計画要綱が決定され，21

年新年度予算から復興事業がスタートした。

この復興基本計画が今日のマスタープランの

原点である。

　終戦の年は大凶作で，海外から多くの将兵

等日本人が引き揚げてきて，神戸市でも食糧

確保が最重要課題であった。鈴木商店の焼打

ちを経験している神戸で再び米騒動を起して

はならないと，中井市長は職員を食糧買出し

部隊に出し，阪本勝民生局長（後の兵庫県知

事）は周辺町村に肥料として喜ばれる人糞を

配って回った。これが後の町村合併による市

域拡大に寄与することになる。中井自身は市

の顧問であった賀川豊彦の紹介で GHQ に赴

き，マッカーサー元帥に食糧危機で直訴して

いる。元帥は中井の人柄に好意をもち，「市

長のいう通りだから，そのまま本国に伝える。

急いで日本人のこの飢餓の状態を救うことに

尽力しよう」と述べている。
（注１）

　戦後新憲法制定にからみ地方自治のあり方

が問題になり，大都市制度も対象となって，

旧５大市は特別市制の実現をめざすように

なった。そのためには市町村合併を進め，神

戸市の人口を増やす必要があり，隣接する町

村と協議を重ねていった。そして，昭和22年

２月26日（公職追放で辞任する２日前）市会

は山田村，有馬町，有野村，伊川谷村，玉津

村，平野村，櫨谷村，押部谷村，神出村，岩

岡村など北，西部10か町村との合併議案を可

決し，３月に合併が実現している。

　中井市長の功績は数多いが，特筆すべき事

項を２～３説明しておきたい。「神戸が国際

都市として栄えるには，外国語に堪能な若者

歴史コラム
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を養成しなければならない」
（注２）

というのが

中井の持論であった。この専門学校の必要性

を唱えていたのは，経済学博士の滝谷助役も

同じであり，一方の復興本部長でのち助役に

なる原口工学博士はまず街の復興を急ぐべし

と，二人はよく論争していた。文部省や

GHQは当時の情勢からみて当然原口説であっ

た。しかし，中井は長年のキャリアを生かし

て，文部省，GHQ と強力に折衝した結果，

21年３月例外的に設立が認可され，６月に兵

庫区・大開小学校（仮校舎）に「市立外事専

門学校」として開校し，３年後に神戸市外国

語大学となった。

　昭和20年11月17日この年最後の臨時市会が

開かれ，復興本部副本部長・原口の紹介があ

り，就任の挨拶が行われた。その後再び中井

市長が登壇し，武庫離宮（公簿面積約48,000

坪）と将来広大な後背林が神戸市に下賜され

る旨恭しく報告している。
（注３）

中井はいずれ

駐留軍が接収するであろうから，その前に地

元に下賜されるよう，親交のあった宮内大臣

を通じて強く申し入れていたのである。武庫

離宮はその後花と緑いっぱいのヨーロッパ風

の大庭園に再整備され，神戸須磨離宮公園と

して市民の憩いの場となっている。この公園

の片隅に中井が「平和」と自然石に大書した

記念碑とともに，「名誉市民　中井一夫先生

百寿像」（新谷英夫作）が建立されている。

　生来無欲で質素な生活を旨とした中井は，

晩年須磨の私邸を売却して得た5,000万円を

市に寄贈し，自らマンション住まいに甘んじ

た。寄付金は，東山魁夷画伯の「桂林」のタ

ペストリーと柳原義達作の彫刻「平清盛像」

となって，市立博物館の１階ロビーを飾って

いる。

　中井は大日本帝国憲法が発布され，神戸市

制が施行された，明治22年大阪・船場に生れ

た。東京帝大を出て京都地裁の判事となり，

神戸地裁に異動後判事を辞して，神戸で法律

事務所を開いた。弁護士をしながら県会議員

を経て衆議院議員を５期（戦後通算８期）務

めた大政治家であった。元々法律家らしく曖

昧なことを嫌い常に筋を通し，ユニバーシアー

ド神戸大会（昭和60年）開催の際には発砲事

件が続発していた暴力団山口組と一和会に直

接抗争中止を申し入れるなど辣腕を発揮して

いる。

　最後に法曹人中井らしい逸話を披露して本

稿を締めくくりたい。

　「昭和20年８月12日，突如聯隊区司令部か

ら使者が来て，市の持っている壮丁名簿を焼

けと言う。新任早々の中井市長に事の重大さ

（終戦の匂いがした）を告げると，『司令部の

印のすわった念書をとり，憲兵隊の責任者の

立ち会いを求めてから焼け』と言われた。」

そして，翌日夕刻に市長指示のとおりこの壮

丁（兵員）名簿が焼却されたという。
（注４）

（注１）君本昌久「終戦市長・中井一夫訪問記」『歴史

と神戸』第３号　昭和38年

（注２）『神戸市長　14人の決断』　神戸新聞社編　平

成６年

（注３）『百年を生きる　中井一夫伝』　昭和60年

（注４）荒尾親成「とっておきの秘話」　『百年を生き

る　中井一夫伝』

須磨離宮公園　中井一夫記念碑
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■ 東日本大震災新たな復興枠組閣議決定 　 　

■ スポーツ庁　 　

　復興庁は，2015年６月３日に，東日本大震災の

被災地での復興予算について，2016年度から５年

間の方針を示した。2015年度までの５年間は，特

別交付税による補填で自治体負担を実質ゼロとし

てきたが，これを改め，一部の事業で被災自治体

にも負担を求めることを柱としている。

　政府は，東日本大震災が発生した2011年３月か

ら10年間を被災地の復興期間と定めた。特に，前

半の５年間を「集中復興期間」と位置づけ，その

期間の復興予算を，2011年７月29日に決定された

復興基本方針で，19兆円程度と見積もった。その

復興事業はすべて国が負担することした。その財

源として，復興目的の増税などを実施した。この

ように，国の財政措置が，阪神・淡路大震災時よ

りも手厚くなったのは，東日本大震災の被害額が，

阪神・淡路大震災の被害額を大きく上回ったこと

によるものである。また，災害対策基本法で災害

対応の第一次対応主体として位置づけられている

被災自治体の多くは小規模で，財政力が弱く，行

政機能に甚大なダメージを被ったことによるもの

である。政権交代後，安倍政権は復興を加速させ

る狙いから，復興予算の総枠を25兆円へ拡大した。

2015年度予算案までの計上額は6.3兆円になって

いた。

　復興庁は，2016年度から2020年度の東日本大震

災の復興事業について，2015年度までの集中復興

期間は延長せず，「被災地を地方創生のモデルに」

と位置づけて，「復興・創生期間」と名付け，さ

らに６兆円前後が必要と見込んでいる。その財源

について，新たな増税による財源確保が難しいと

いう判断のもとに，景気の回復で税収が増加した

分や予算の使い残しなどで対応することに加えて，

一部は，被災自治体に負担を求める方針を出した。

津波被災地での高台移転や被災者の生活支援，除

染など原発事故への対策は引き続き国が全額出す

一方で，地域振興や防災など全国に共通する事業

には地元負担を導入するとしている。

　地元負担に対し，地元からは復興の足踏みを危

惧する声が挙がっている。国の方針を巡る復興庁

と県内自治体の意見交換会が６月７日，仙台市内

で開催された。自治体側は，「事業の進み具合で

支援に違いが出れば，復興格差が生じる」と指摘し，

防潮堤整備や雇用創出事業などで全額国費負担の

継続を要望した。その一方で，復興の進展と事業

内容に応じて，地元にも段階的に負担を求めてい

くべきだという意見や財政規律の観点から一定の

地元負担を求めるべきだという意見などがある。

　負担を導入する事業の選別について，現在，国と

県，市町村での協議が行われており，６月下旬に正

式決定される予定である（本稿は６月上旬に作成）。

　今年５月の文部科学省設置法の一部改正により，

文部科学省の外局として今年10月１日にスポーツ

庁が設置される。

　背景の一つには，スポーツ振興法を50年ぶりに

全部改正したスポーツ基本法が，平成23年８月か

ら施行されていることがある。スポーツ振興法制

定後，国民のスポーツへのニーズの増加，またトッ

プスポーツ振興の観点などからスポーツ振興，ス

ポーツ立国の議論が続けられ，平成21年の教育再

生懇談会第４次報告などでスポーツ庁の設置やス

ポーツ基本法の検討が挙げられていた。国会にお

いても超党派で議論が行われ，平成23年６月にス

ポーツ基本法は可決，公布された。

　そのスポーツ基本法は，スポーツに関し，基本

理念を定め，並びに国及び地方公共団体の責務並

びにスポーツ団体の努力等を明らかにするととも

に，スポーツに関する施策の基本となる事項を定

めているが，その附則においてスポーツ庁を含む

行政組織の在り方の検討と，その結果に基づいて

必要な措置を講ずることを求めている。

　もう一つの背景としては，2020年にオリンピッ

ク・パラリンピック大会が日本で開催されること

がある。開催国として，国際貢献や国民全体への

オリンピズムの普及，日本の競技力の向上，健常

者・障碍者のスポーツの一体的な推進など政府一

丸となった準備が必要である。

　スポーツ庁は，そのような背景を受けて，文部

科学省のスポーツ・青年局を母体とし，他府省か

らの再配置を含めて，スポーツ庁長官のもとに組

織される。長官の下には，次官，審議官が置かれ，

５課２参事官の体制が予定されている。また，有

識者が政策方針を議論するスポーツ審議会も設け

られる。

　スポーツ庁は，文部科学省が従来行ってきたス

ポーツ振興に加えて，健康増進に資するスポーツ

の機会の確保や，2013年９月に IOC（国際オリ

ンピック委員会）総会において安倍首相が発表し

た，スポーツ分野における国際貢献策である

Sport for Tomorrow プログラムの実施，産業界

との連携によるスポーツ普及と競技力強化，スポー

ツを行える多様な場の創出など，厚生労働省など

他省庁とも連携して多様なスポーツ行政を総合的

に推進することが求められている。

潮　　流
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■ 大阪都構想住民投票否決 　 　

■ 公営住宅の暴力団排除条例合憲最高裁判決 　 　

　大阪市を廃止して５つの特別区を新設する「大

阪都構想」への賛否を問う住民投票が，平成27年
５月17日，大阪市民の有権者約210万人を対象に

実施された。結果は賛成が69万4,844票，反対が

70万5,585票で，わずか１万741票差で反対が賛成

を上回り，大阪都構想は否決された。それを受け

て大阪都構想を強力に推進してきた大阪市の橋下

市長は，平成27年12月までの現在の任期を務めた

うえで退任する考えを表明した。

　大阪市は人口約269万人の政令指定都市である

が，都構想を推進する日本維新の党と地方政党で

ある大阪維新の会は，大阪府と大阪市による「二

重行政」の弊害を都構想によって解消しなければ

ならないと主張してきた。二重行政を解消するた

めに大阪市を廃止して特別区を設置し，市の仕事

のうち福祉など身近な住民サービスは特別区が行

い，広域的な仕事は大阪府が担当するようにする

というのが大阪都構想であった。東京都と東京23
区の関係がモデルとされた。

　これに対し，都構想に反対する自民党，公明党，

民主党，共産党などは，大阪市が廃止されて特別

区になると市の税金が府に吸収されて財源が不足

し，現在の住民サービスが維持できなくなること

などを理由として都構想を批判し，与野党の垣根

を越えて連携し反対運動を行った。

　今回の住民投票の投票率は66.83％であり，有

権者の３人に２人が投票した。４年前の大阪市長

選が60.92％であったことを考えると，有権者の

関心は高く投票率も高かったといえる。

　住民投票の結果を分析すると，市内24区のうち

反対が多数であったのは13区で，賛成が多数であっ

たのは11区であった。反対が多かったのは大正区

や平野区など大阪市南部の区であり，中小企業や

住宅街が広がっているエリアである。一方，賛成

が多かったのは大阪市北部の区で，JR 大阪駅周

辺のオフィス街や繁華街を抱える北区，北区に隣

接する福島区や中央区などは賛成多数であった。

同じ大阪市内の南部と北部で，地域による投票行

動の違いが鮮明に表れたといえる。

　また，当日の出口調査で年代別の投票行動をみ

ると，世代別の投票先は20代から50代までで賛成

が多く，60代と70代以上では反対が多かった。高

齢者を中心に，都構想が実現すれば現在の住民サー

ビスが削減されるのではないかという不安が大き

かったとみられる。

　大阪都構想の住民投票は，大阪市民を大きく二

分する結果となった。一方で，東京一極集中によ

る地域経済の低迷など，大阪が解決しなければな

らない課題は多い。都構想での対立を収拾して大

阪をどう活性化させていくのか，住民投票否決後

の大阪のこれからに注目が集まっている。

　市営住宅から暴力団排除を定めた西宮市の条例

が憲法に反するかどうかが争点となった市営住宅

の明け渡し訴訟で，最高裁第２小法廷は平成27年
３月27日，条例は「合憲」との初判断を示し，被

告の男性側の上告を棄却する判決を言い渡した。

西宮市の請求を認め，当該男性に立ち退きを命じ

た二審判決が確定した。

　平成19年に東京都町田市の都営住宅で起きた暴

力団員の立てこもり事件を受けて，国土交通省は

各自治体に暴力団の排除措置を促す通知を出して

おり，西宮市においても，同年に市営住宅におい

て暴力団を排除する内容の条例改正を行っていた。

　判決によると，西宮市は平成17年に当該男性に

市営住宅への入居を許可していたが，平成22年に

指定暴力団組員と判明したため，条例に基づき明

け渡しを求め提訴していた。

　一方，当該男性は，西宮市の条例の規定は合理

的な理由のないまま暴力団員を不利に扱っており，

憲法14条１項（法の下の平等と不合理な差別の禁

止）に違反する。また，同条例は必要な限度を超

えて居住の自由を制限するものであり，憲法22条
１項（居住，移転及び職業選択の自由）に違反する。

さらに，当該男性は近隣住民に危険を及ぼす人物

ではないし，実際に当該住宅に居住しているのは

身体に障害を有している当該男性の家族であるから，

本件規定を適用することは憲法14条１項に違反す

るとして上告していた。

　最高裁は，「組員が市営住宅に入居し続ければ，

他の住民の平穏な生活が害される恐れがある」と

指摘し，排除規定は不合理な差別には当たらない

と判断した。暴力団員が居住することによる個別

具体的な危険性を問題とせず，一般的かつ抽象的

に市営住宅の他の入居者等の生活の平穏が害され

る恐れがあると認定したことの意義は大きい。

　また，判決では，暴力団員は「自らの意思」に

より暴力団を脱退することができ，そうすること

で暴力団員でなくなることが可能であることを，

同条例が憲法違反とならない理由の一つとしている。

最高裁は自らの意思での選択可能性があることに，

憲法判断の重きをおいていると言える。

　今回の判決により，各分野において地方自治体

が暴力団を排除する条例を定めることの合憲性を

認める流れが定着することが予想される。
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■ 北陸新幹線開業 　 　

■ 同性パートナーシップ条例 　 　

　2015年３月14日，北陸新幹線の長野－金沢間

（228キロ）が開業した。

　東京－金沢間（450.5キロ）は，これまでより

約１時間20分短縮され，最速２時間８分で結ばれ

た。東京－長野間は1997年に開業しており，18年

ぶりの延伸となり，これまで通称として使われて

きた東京－長野間を走る「長野新幹線」は，延伸

開業に伴い，「北陸新幹線」に統一された。

　東京－金沢間は，最速型の「かがやき」の定期

列車が１日10往復，停車駅が多い「はくたか」が

14往復する。また，富山－金沢間は「つるぎ」が

運行している。列車は JR 東日本と JR 西日本が

共同運航し，最高時速260キロの新型車両「E7系」

「W7系」を使用している。外観には，北陸の空を

表す青や伝統工芸をイメージした銅色をあしらっ

ている。

　北陸の各都市は地域の活性化に期待が膨らんで

おり，日本政策投資銀行は，首都圏からの観光客

が増加し，誘発生産額でみると石川県で年間124

億円，富山県で年間88億円の経済波及効果がある

と試算している。

　関西の自治体や経済界は，北陸と首都圏が時間

的に近づくことへの危機感を抱いている。

　大阪から金沢までは特急「サンダーバード」を

利用すれば，２時間半程度で到着でき，これまで

は首都圏に比べて有利だったが，北陸新幹線の延

伸で同等となる。JR 西日本は関西と北陸の自治

体や経済団体の関係者らの交流会を主催するなど

して，両地域のつながりの維持を図っている。

　国は1972年，北陸回りで東京－大阪間を結ぶ基

本計画を決め，1973年には整備計画として決定し

た。1997年には高崎－長野間が開業し，18年を経

て今回の金沢延伸が実現した。

　金沢－敦賀間の開業は2025年を予定していたが，

政府・与党は今年１月，開業時期を３年前倒しす

ると決定し，福井までの区間はさらに早めること

を検討している。なお，敦賀－大阪間のルートや

開業時期は未定である。

　今年３月に東京都渋谷区議会で，異性との婚姻

と同様の効果を同性同士の場合についてもできる

だけ制度的にも認められる社会を目指すという主

旨の条例が可決された。正式名称は，「渋谷区男

女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例」。

　渋谷区の条例では，男女の別を超えた多様な個

人を尊重しあう社会の実現を図ることを前文で謳っ

たうえで，性的少数者（同性愛者，両性愛者及び

無性愛者である者並びに性同一性障害を含め性別

違和感がある者）の人権の尊重と区及び公的団体，

区民，事業者の責務について記載している（第３

条から第７条）。具体的な施策としては，男女平

等・多様性社会推進行動計画の策定（第９条）の

ほか，パートナーシップ（男女の婚姻関係と異な

らない程度の実質を備える戸籍上の性別が同一で

ある二者間の社会生活関係）を区長が証明する

「パートナーシップ証明」の発行（第10条）が主

な内容となっている。

　パートナーシップ証明を得るためには，①当事

者双方が相互を任意後見人の一人とする任意後見

契約を締結し，その公正証書を作成し，かつ登記

を行うこと，②区規則で定める事項についての合

意契約が公正証書により交わされていること，ほ

か区規則で定める手続きをとる必要がある。パー

トナーシップ証明を得ると，区営住宅の入居者資

格の緩和（親族として扱われる可能性）や民間住

宅における同様の扱いが期待できる。また，家族

要件を課している福利厚生面での緩和（家族手当

等）も期待される。

　もっとも，渋谷区のパートナーシップ条例は，

相談，苦情対応や区の指導のほか，指導に従わな

い場合は是正の勧告を，勧告に従わない場合は関

係者名等の公表を行うなどの手段も定めている（第

15条）が，具体的に何が違反行為なのか明瞭では

なく，法的強制力が弱い点は否めない。また，相

続の場合のように，男女の婚姻に比べて同様の効

果が得られるというところまでは，まだまだ至っ

ていない。しかしながら，婚姻とは別にパートナー

シップという制度を日本で初めて導入した意義は

小さくない。

　世界的には，1989年にデンマークで初めて同性

カップルの登録が法制化されたのをはじめ，今世

紀には同性婚を認める国（オランダなど）も現れ

ている。性的少数者（ＬＧＢＴ）の人権尊重につ

いては，2007年３月に国連人権理事会で承認され

たジョグジャカルタ原則などがある。
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■ ドローン規制 　 　

■ 機能性表示食品制度　 　

　東京都千代田区の首相官邸屋上で平成27年4月

22日，小型無人機「ドローン」が落下しているの

が発見された。同機は機体が黒く塗装され，搭載

されたプラスチック製容器から放射性物質のセシ

ウムが検出された。その後，容疑者が「反原発を

訴えるためにやった」と福井県警に出頭し，威力

業務妨害容疑で逮捕された。

　ドローンとは，無線や衛星利用測位システム（Ｇ

ＰＳ）を使い，遠隔操作で飛ばす小型の無人飛行

機のことである。もともとは偵察や空爆といった

軍事目的で開発されたもので，長距離の自動飛行

も可能である。その後，複数のプロペラを持ち操

縦が簡単な小型のタイプが登場し，１機数千円か

らという安さもあってビジネスや趣味へと利用が

急速に広まった。国内では現在，約２万機が保有

されていると言われている。従来のラジオコント

ロール機との違いは，姿勢や高度，速度をコン

ピュータで制御しているため操縦がより簡単なう

え，姿勢が安定しているため空撮に最適なことで

ある。

　ドローンは，ヘリコプターなどの有人飛行では

困難な災害現場の調査，雑踏警備などに活用され

る反面，事故や犯罪への悪用が懸念されていた。

小型飛行機の飛行を制限する航空法などによると，

ドローンは航空機が飛ぶ航空路などを除き，地上

250メートルより低いところは自由に飛ばすこと

ができる。250メートル以上や航空路の地上150メー

トル以上は，国への通報や国の許可が必要である。

ドローンは操縦免許も必要ではなく誰でも飛ばせ

ることから，現状は「無法状態」であるとの指摘

もある。

　海外では，米国で通販大手のアマゾン・ドット

コムがドローンによる配達実験を始めるなど商業

利用に向けた研究が行われている。その一方で，

ドローンの落下による事故や盗撮によるプライバ

シー侵害などの問題も発生しており，欧米の一部

の国では一定の法規制が始まっている。

　今回の首相官邸の事件を契機として，我が国に

おいてもドローン規制の検討が始められている。

政府の航空法改正案では，密集市街地の上空など

に飛行禁止区域を設定するとともに，夜間飛行の

禁止や違反者への罰金を科すことなどにより，ド

ローンを規制することが検討されている。過度な

規制は経済活動や技術革新を阻害しかねないとの

懸念もあり，今後の法規制においてバランスを考

慮した判断が求められている。

　2015年４月１日から「機能性表示食品制度」の

届出が始まった。

「機能性表示食品制度」は「体のどこにどう良い

のか」などの表示を食品の包装などに記載できる

制度であり，事業者が消費者庁に効能の科学的根

拠を示した論文や臨床研究結果などを提出し，受

理されれば，届け出てから60日後に販売が可能に

なる。生鮮食品や加工食品を含むすべての食品が

対象だが，アルコール類は除外される。根拠が曖

昧な表現が散見される健康食品の効能を明確にさ

せて，消費者が食品を選ぶ際に疑問が生じること

のないようにすることが狙いである。

　これまで健康効果を表示できるのは，ビタミン

とミネラルの機能に限定した「栄養機能食品」と，

消費者庁が許可した「特定保健用食品（トクホ）」

の２種類であった。トクホは国による審査，許可

が必要で審査に費用や時間がかかることから小規

模事業者には利用しづらいと指摘されていた。こ

れに対し，「機能性表示食品」については，論文

などの科学的根拠があれば国の審査は不要であり，

小規模な事業者にとっても参入しやすくなる。こ

れにより，市場拡大の起爆剤になる可能性もある。

　但し，「機能性食品」は健康維持と増進の効能

を表示でき，例えば「肝臓の働きを助けます」「目

の健康維持に適しています」など体の特定部位へ

の効果も記載してもよいが，「美白効果があります」

など健康維持の範囲を超えたり，病気の予防・治

療に有効と思わせたりする表現は認めない。また，

容器には「消費者庁長官の個別審査を受けたもの

ではない」旨が明記される。

　国の審査を経ないことで，曖昧な根拠で効果を

表示する事業者もでてくるのではないかという懸

念が根強い。そこで，消費者庁は，正しく表示さ

れているか監視するため，届け出をした事業者が

提出した資料をホームページに公開しているほか，

小売店などで販売されている商品を買い取り，抜

き打ち検査を予定しており，不適切な表現があれ

ば改善を指導し，信頼確保に力を入れる方針であ

る。
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■ ネパール地震 　 　

■ コミュニティ施策の方向性に関する提言 　 　

　2015年４月25日現地時間11時56分に，ネパール
の首都カトマンズ北西約77km（ガンダキ県ゴル
カ郡サウラパニ付近）の深さ約15km を震源とす
る大規模な地震が発生した。その地震の規模は，
アメリカ地質調査所（USGS）によればマグニ
チュード7.8（Mw）と推定されている。この規
模はネパール国内で発生した地震としては1934年
ビハール・ネパール地震（マグニチュード8.1
（Mw））に次ぐ２番目の規模となっている。筑波
大の八木勇治准教授の解析では，震源の断層はカ
トマンズを含む周辺一帯東西150km，南北120km
に及び，4.1m 以上ずれた地域もある可能性があ
ることが判明したことを示している。これは同じ
都市直下型地震である阪神・淡路大震災の約30倍
に及ぶ。この地域は，ヒマラヤ山脈の南縁からイ
ンド亜大陸含むインドプレートがユーラシアプレー
トに衝突・沈み込んでいる衝上断層が形成されて
いるために，世界的に地震活動が活発な地域の一
つであるといわれてきた。
　この地震の強震によってネパールでは建物の倒
壊，雪崩，土砂災害などにより甚大な被害が発生
した。またインドや中国のチベット自治区，バン
グラディッシュの周辺の国々でも人的被害が生じ
た。ネパール当局は６月８日に，大地震以降の死
者が計8773人に達したことを明らかにしている。
インドや中国など周辺国も含めた死者は計約8900
人となった。また，ネパール当局は，全壊家屋は

50万棟以上と見積もっている。カトマンズのダル
バール広場，スワヤンブナート，ダラハラ塔，マ
ナカマナなど歴史的な建造物や世界遺産の寺院な
どの多くが修復不可能な損傷を受けた。アメリカ
の情報調査会社 IHS は４月28日，地震によるネ
パールの経済損失を50億ドルと推定した。これは
ネパールの2014年における GDP193.5億ドルの約
４分の１の額に相当する。さらに，５月12日０時
50分に，マグニチュード7.3（Mw）の余震が発
生した。ネパール当局による５月12日の発表によ
れば，ネパール国内で少なくとも36人が死亡した。
　このように甚大な被害が発生した要因としては，
次の点が指摘されている。一つは，建物はレンガ
積みの耐震性のない脆弱な構造のものが多かった
ことである。二つは，山岳地帯では地すべりも発
生しやすいなど被害が大きくなりやすいことであ
る。三つは，特に人口が集中しているカトマンズ
は，数千年前までは湖だった堆積・沖積層で形成
されており，きわめて地盤が軟弱な土地である上，
プレート境界断層の上盤側に存在していることで
ある。
　今回ネパールで発生した地震を受けて，神戸市
は，見舞状を送付し，見舞金として100万円を寄
贈した。また，市議会は，見舞状を送付するとと
もに見舞金として30万円を寄贈した。さらに，神
戸市社会福祉協議会は，５月１日から被災者支援
の募金を実施している。

　阪神・淡路大震災から20年，「協働・参画３条例」
制定から10年が経過し，社会・経済情勢の変化と
ともに，神戸市民のライフスタイルや地域コミュ
ニティにも大きな変化が生じている。このような
転換期を迎え，神戸市地域活動推進委員会におい
て，コミュニティ施策の課題や今後の方向性につ
いて検討・議論が重ねられてきたが，「コミュニ
ティ施策の方向性に関する提言」がまとまり，平
成27年４月28日に市長に対して提言書が提出され
た。提言の概要は次のとおりである。
　現状の課題として，①地域活動の担い手不足，
②高齢化の加速や局地的な人口減，地域活動と疎
遠な単身世帯の増加などにより，市民同士の助け
合い（共助）が難しくなること，③いわゆる縦割
り行政の弊害などが挙げられる。
　地域コミュニティのめざすべき将来像として，
地域で孤立しがちな人たちをどう支えていくかと
いう難題も含めて，多様性やプライバシーも尊重
した新しい「顔の見える地域社会」づくりが求め
られている。
　地域に求められる姿勢として，①広報・きっか
けづくりの工夫やＮＰＯ・個人ボランティアとの
連携等による「新たな人材発掘」，②高齢化率な
ど地域の実情が分かる客観的データによって危機

感や地域課題を「共有」し，将来計画づくりにつ
なげていくための「合意形成」の仕組み，③専任
人材の配置など地域活動のカギを握る「事務局機
能の強化」が必要である。
　今後の神戸市のコミュニティ施策の方向性を示
すため，「神戸市地域コミュニティ基本方針」の
策定が急務であり，策定にあたっては，①「地域
コミュニティの総合力強化」を目指した各部局の
施策や事業の体系化・総合化（補助金の統合化や
窓口の一本化など）と「協働の原則に基づいた庁
内体制の整備」が重要である。
　さらに，②地域の実情に合わせた多様な取り組
みと展開を認め，どんな施策を選ぶかは各地域の
判断に委ねる「地域特性の重視」も基本原則とす
べきである。
　今後の課題としては，地域活動が活発な地域と
不活発な地域の差に対応した施策の開発や，オー
ルドニュータウンから超高層マンションまで総合
的なマンション対応政策の確立などが求められる。
　なお，神戸市では提言を受けて，基本指針づく
りに着手するとともに，「コミュニティ行政のあ
り方プロジェクトチーム」を設置して検討を進め
ることとしている。
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■ 神戸市プレミアム付商品券「神戸ときめき商品券」 　 　

■ 「神戸市公安９課」プロジェクト 　 　

　神戸市では，国の「地方への好循環拡大に向け

た緊急経済対策」を踏まえ，地域の消費喚起，地

域経済の活性化を図るため，市内の小売店・飲食

店等において共通して使用できるプレミアム付商

品券「神戸ときめき商品券」を発行する。

　神戸ときめき商品券は市内の小売店や飲食店等

で利用できる１冊12,000円分の商品券を10,000円

で販売するもので，平成27年８月17日（月曜）か

ら９月13日（日曜）の間，店頭販売を行う（完売

次第終了）。利用期間は８月17日（月曜）から11

月30日（月曜）までで，「好きだから神戸の街で

お買い物」をキャッチフレーズとして，できるだ

け地元での消費喚起を促している。

　神戸ときめき商品券の特徴としては，まず一つ

目に，商品券を１冊購入するごとにスクラッチカー

ドを１枚配布し，当選すれば商店街や小売市場の

店舗で使える限定商品券（1,000円分もしくは500

円分）と交換するというものがある。これはでき

るだけ地元の商店街・小売市場での利用促進を目

的としている。

　二つ目に，商品券のネーミングとキャッチフレー

ズを一般公募し，人気投票及び選考により決定し

たことである。これはより市民のみなさまに親し

みを持っていただくためである。

　三つ目は，子育て世帯への支援策として，18歳

までの子どもが３人以上いる多子世帯及びひとり

親等世帯に対して，商品券１冊を8,000円で購入

できる割引券を３枚送付し，一般よりも早く８月

７日（金曜）から先行割引販売することにより，

確実に割引券を利用いただけるよう配慮している。

　神戸市ではこのような神戸ときめき商品券をで

きるだけたくさんの人に購入していただき，市内

で利用してもらうことで，地域の消費喚起を促進

し，地域経済の活性化につながることを願ってい

る。

　平成27年５月１日，神戸市はＳＦアクション作

品「攻
こう

殻
かく

機
き

動
どう

隊
たい

」の最新作となる，「攻殻機動隊 

新劇場版」との公民連携ＰＲプロジェクトを，「神

戸市公安９課」と銘打ちスタートさせた。

　「攻殻機動隊」は，1989年に兵庫県出身の漫画

家 士
し

郎
ろう

正
まさむね

宗氏によって発表されたＳＦ漫画。そ

の後，映画化やＴＶアニメ化を重ね，現在も国内

外で熱烈なファンを集めている。科学技術が飛躍

的に進歩した近未来において，主人公が所属する

「公安９課」のメンバーが，近未来の神戸を想起

させる架空都市，ニューポートシティを舞台に活

躍する。

　神戸市では，平成27年度予算の主要施策として，

オープンデータ・ビッグデータの利活用による新

たな市民サービスの創出や，ＩＴを活用した成長

型起業家の集積と成長促進に向けた事業の実施を

予定している。

　これらをはじめ，ＩＴ先進都市をめざす神戸市

の取り組みを発信し，ＩＴ産業の振興をはかると

ともに，作品中に登場する神戸をモデルにしたと

思われるシーンを活用した観光振興を行うことが

本プロジェクトの目的である。「作品の世界観が

神戸のめざすＩＴ先進都市のイメージに似ている」

「神戸にゆかりの深い作品である」など，ＩＴ関

連事業者からの声をきっかけにプロジェクトが実

現した。

　プロジェクトチームには，神戸市からは企画調

整局情報化推進部のほか，産業振興局経済企画課

や観光コンベンション課，市長室広報課などが参

画。公民大学連携推進室が事務局となり，「攻殻

機動隊 新劇場版」製作委員会，地域 ICT 推進協

議会ら民間事業者と公民連携でプロジェクトを推

進。神戸ポートタワーが描かれた，近未来の神戸

を想起させる描きおろしイラストを使ったポスター

掲出や，専用サイト立ち上げによるＰＲ活動を展

開する。
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１．趣旨

　市民ニーズの複雑化・多様化，地方分権の進展や深刻な財政状況など自治体を取り巻く状況が変化する

中で，国際的視野に立った政策形成，施策の企画・立案の必要性が高まっている。

　そのため , 神戸市では，「国際戦略形成・人材育成プログラム」制度を創設し , 研究員を広く職員から募

集して , 国内外の先進事例を調査・研究し , 国際感覚・識見を持った人材を育成するとともに , 当該研究成

果の市政への還元を図っている。

　神戸都市問題研究所では，神戸市より委託を受け，同プログラム研究員の研究活動支援からなる調査研

究事業を行った。

　本号では，13テーマのうち，９テーマの概要について紹介する。残りのテーマについては，次号で紹介

する予定である。

２．研究員・研究テーマ

＜課題研究型：５テーマ，15名＞　市政課題を抱える部局から研究テーマを募集

河原　康生
企画調整局企画調整部企画課
都市政策係長

人口動態及び関連施策に関する実例調査
山本　章生

企画調整局企画調整部調整課
事業調整担当係長

加納　尚剛 垂水区まちづくり推進部まちづくり課長

内藤　利幸 行財政局主税部垂水市税事務所長 「ユネスコ・デザイン都市」等の市民への浸透や創
造都市を実現するための方策
（オーストリア，カナダ，フランス）魚山　純子

市民参画推進局参画推進部区政振興課
指導係

武田　裕行
行財政局主税部課税企画課
課税指導担当係長

マイナンバー導入がもたらす地方自治体への影響及
び活用

小嶋　崇行
市民参画推進局参画推進部区政振興課
業務改善担当係長

中川　尚子
東灘区まちづくり推進部市民課
住民基本台帳担当係長

野口　千晶
東灘区保健福祉部こども家庭支援課
こども福祉係長

田中雄一郎
中央区まちづくり推進部保険年金医療課
国保収納担当係長

福原　宣人
兵庫区保健福祉部保護課
保護東部第２担当係長

上野　　大
長田区保健福祉部健康福祉課
障害担当係長

田村　　誠 環境局資源循環部環境貢献都市室 新たなエネルギーの利活用による環境貢献都市
KOBE の実現
（オーストリア）平山　智徳 水道局事業部浄水管理センター設備係

大籔　智久 水道局事業部配水課配水係長
水道におけるポリエチレン管の漏水防止・漏水調査
技術に関する研究

平成26年度　国際戦略形成・人材育成プログラム事業研究報告
（概要・その１）

平成27年３月

（公財）神戸都市問題研究所
［問い合わせ先：TEL　078-252-0984］

行政資料
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＜自主研究型：８テーマ，25名＞　将来的な市政課題に対して，職員自らが発案する提案型

奥田　隆則 企画調整局大都市・広域連携担当部長

オープンデータの推進による新しい市民サービスの
創出とＩＴ産業の振興
（英国，米国）

秋定　敦
企画調整局情報化推進部
ＩＣＴ計画推進担当課長

宮田　善章
企画調整局情報化推進部
ＩＣＴ計画推進担当係長

瀬合　達也
市民参画推進局参画推進部
広報メディア企画担当課長

橋本　暁彦
市民参画推進局参画推進部広報課
メディア企画担当係長

多名部重則 産業振興局経済部雇用・調整担当課長

衣川　俊明 産業振興局経済部経済企画課調整係長

安部　良丞 建設局総務部庶務課庶務係
人材活用・登用制度の調査・研究

神﨑　晃平 建設局総務部庶務課庶務係

野口　彰子 環境局資源循環部施設課環境調査係

自然共生型排水処理システムの構築について
尾崎　基文 環境局資源循環部施設課環境調査係

三室　敏博 環境局資源循環部施設課環境調査係

福田　　崇 環境局資源循環部施設課環境調査係

橋本　知宜
水道局事業部浄水管理センター
送水管理担当課長

神戸水道における膜ろ過浄水設備の拡大導入に向け
た調査研究
（ドイツ，オランダ）

北山　良男 水道局事業部浄水管理センター係長

長縄　太郎 水道局事業部浄水管理センター設備係

坪内　伸介 水道局事業部水質試験所係長

藤田　修司
産業振興局観光コンベンション部
観光コンベンション課インバウンド・観
光プロモーション担当係長

神戸の都市ブランディング
（英国，フランス，イタリア）

岩尾　幸一
企画調整局
医療産業都市・企業誘致推進本部
企業立地課医療関連企業誘致担当係長

アジア№１のクラスター実現のための国際的バイオ
クラスター調査
（米国，シンガポール）

武田　　卓
企画調整局
医療産業都市・企業誘致推進本部調査課
医療産業都市担当係長

白井　裕幸
企画調整局
医療産業都市・企業誘致推進本部調査課
医療産業都市担当係長

村上　一徳
企画調整局
医療産業都市・企業誘致推進本部調査課
医療産業都市担当係長

出口　幸治
企画調整局
医療産業都市・企業誘致推進本部調査課

鷲尾　真弓
住宅都市局住宅部住宅政策課
住宅計画係長

公平性を確保した住宅セーフティネットのあり方検
討（フランス）

清水　　陽 建設局西部建設事務所係長

うまく使われ，まちとともに育つ「みち・みず・み
どり」
～事業効果を最大化する公共空間デザイン施策～（米
国）

※所属は平成26年９月１日現在
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３．研究報告

「ユネスコ・デザイン都市」等の市民への浸透や創造都市を実現するための方策

行財政局主税部垂水市税事務所　内　藤　利　幸

市民参画推進局参画推進部区政振興課　魚　山　純　子

【関係局】企画調整局

１．はじめに

（１）研究の背景と目的

　　神戸市は，平成20年10月ユネスコ創造都市ネットワークのデザイン都市に認定された。デザイン都市

の認定は，神戸の今と未来をデザインしていくことで，神戸の魅力に磨きがかかり，新たな活力を作り

出してきた。しかし，デザイン都市等の市民への浸透やデザイン思考で日々のくらしの中で市民一人ひ

とりが人間らしいしあわせを実感できるかなど，今後の課題も抱える。

　　今回，ユネスコ創造都市ネットワークのデザイン都市の認定を受け，発展し続けるオーストリア・グ

ラーツ市，カナダ・モントリオール市，フランス・サンテティエンヌ市を訪問し，調査研究を行った。

　　本研究では，３都市の先進事例を考察しながら，本市が，「ユネスコ・デザイン都市」等の市民への浸

透や創造都市を実現するための提案について説明する。

（２）調査の手法

　１）調査対象（インタビュー実施日）

　　①オーストリア・グラーツ市【11/18～20】

　　　Creative Industries Styria（民間企業）

　　　FH ヨアネウム専門大学デザイン学科

　　　グラーツ市　経済観光部門デザイン都市担当

　　②カナダ・モントリオール市【11/24，25】

　　　モントリオール市　経済都市開発部デザイン局

　　③フランス・サンテティエンヌ市【11/27，28】

　　　デザインセンター

　２）主なインタビュー項目

　　①デザイン関連の重点的な取組み

　　②市民向けデザインを可視化する

　　　プロジェクト

　　③デザイン都市を地元住民へ浸透

　　　さす方策

　　④子どもたちが創造力を育む

　　　ためのデザインプロジュクト

【グラーツ　FH 専門大学内】

【サンテティエンヌの中心地】

【グラーツの名門百貨店内】
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２．調査結果とその特徴

グラーツ市 モントリオール市 サンテティエンヌ市

・デザイン都市2011年認定

・人口約30万人，州都

・面積約128㎢

・中世の旧市街と現代のモダンを兼

ね備えるコンパクトシィティ

・活気溢れる学生の街（工業都市か

らの転換）

【中世の旧市街地の全景】

ユネスコ世界文化遺産

　 　

・デザイン都市の企画立案実施は，

州・市・商工会議所が出資した民

間企業が担当

・代表するデザインイベント

　デザイン月間，最大のイベント，

市内外に広くプロモート

・デザインを可視化する広報戦略

　「Graz UNESCO　City of Design」

ロゴが高級ホテルやカフェ等のウ

インドウに書かれ，多くの市民が

気付く

・＋ Design の取組み

　州内の工場でデザインの付加価値

で「製品の安全性の可視化」を実

現，紹介パンフレットやガイドツ

アーを実施

・デザイン科学を大学で学べ，デザ

イン都市の発展に繋がる

・デザイン性に満ちたアーキテク

チャー

・デザインの力で付加価値を付ける

ための取組み

・経済との繋がり強化

・デザイン都市2006年認定

・人口約165万人の大都市

・面積約432㎢

・フランス系カナダ人を中心とした

フランス語圏，多民族都市

【街中にあるアート】

　 　

・モントリオール市役所がデザイン

都市の取組みを主導

・可能性を秘めた都市

・市役所の取組み

　公共物コンペで，地元デザイナー

の活躍の場を提供し，地元デザイ

ナーとクリエイターの集積に繋げ

る

　市民向けワークショップを積極的

に開催，市役所職員向けにはデザ

イナーが作った商品を展示販売す

るマルシェを開催し，デザインの

理解を図る

・代表するデザインイベント

　「カルティエ・デ・スペクタル」

　光のイベント「ルミノセラピー」

　「４　政策提案」にて詳細

・CODE　SOUVENIR

　市が認定した地元デザイナー製作

のお土産品カタログ，マルシェ

（マーケット）で市民とデザイナー

が触れ合う場の提供

・デザイナーと市民の距離が近い

・デザイン都市2010年認定

・人口約18万人

・面積約80㎢

・スモールシティ　パリから500㎞

・歴史的にはフランス国王 ルイ16世

時代は武器の街，産業革命時は炭

鉱の街

【駅舎とトラム】

　 　

・デザイン都市の取組みは，

　シティ・デュ・デザイン（州・市

からの補助で運営）設立

・デザインセンター （近代的建物）

　デザイン戦略拠点，常設展示

　「４　政策提案」にて詳細

・デザイン（芸術）学校 （旧武器

　製造工場を改築）

　高等教育を重視したデザイナーの

養成

・MIXEUR（デザイナー，クリエイ

ター育成と起業支援）

　広大な敷地内（33,000㎢）に３つ

の建物を併設

　この　三位一体の取組みがデザイ

ン　による好循環な発展を促す

・代表するデザインイベント

　国際デザインビエンナーレ（1998

年～３年毎開催）世界規模

・デザイン性のあるトラムや建築物，

まちのいたる所でデザインが見え

る



62
・

３.　神戸市の現状

　本市のデザイン都市の取組みは，デザイン・クリエイティブセンター神戸（KIITO）を「デザイン都市・

神戸」の推進拠点施設として行う。「KOBE デザインの日」記念イベントをはじめ，クリエイティブゼミ

やワークショップなどの活動を行う。特に「ちびっこうべ」は，神戸の子どもたちとクリエイターがいっ

しょに夢のまちをつくるワークショップで，次世代を担う子ども向けのイベントとして，有意義なもので

あり，高い評価を得ている。

　その他には，プラスデザインの促進や社会課題解決プロジェクト「issue ＋ design」への参画をすすめ

る。また，実用化例としては，自殺予防対策としてのウェブサイト「ストレスマウンテン」がある。

４.　政策提案

　調査結果から，現在の神戸市のすすめるデザイン都市の取

組みと調査都市の取組み事例には，特に市民への広がりや市

民の巻き込み等の方策に差異があることが判った。その都市

の歴史的な生い立ちやデザイン都市を推進する理由の違いに

もよるが，創造都市を実現して，「神戸が選ばれるまち」にな

るために，以下の調査事例等の取組みを踏まえ，本市では，

次の４つの政策提案を推進することを提言する。

（１）デザイン都市 KOBE への気付き

　　本市がユネスコ・デザイン都市だということに市民が気付くために，グラーツ市での広報戦略の取組

みを基に，デザインの可視化を行い，分かりやすく伝わりやすい，視覚で気付きへのアプローチを行う。

　　具体的には，ホテルやショップのウィンドウ，市役所，区役所，バス，地下鉄等，街のいたる所に

「UNESCO City of Design KOBE」書かれたロゴを掲げていく。

（期待される効果）

　　可視化により気づきの機会が増えれば，まちへの愛着，誇り（シビックプライド）に繋がり，協力企

業が集まれば，街に一体感が生まれる。

【調査事例】グラーツ市では，高級ホテルやカフェ，PC ショップなどのウィンドウに「Graz 

UNESCO City of Design」と書かれている。

　また，ロゴを印刷したコースターを飲食店に広く配布している。このロゴを活用した広報

戦略で市民への浸透を図る。

【写真：グラーツ市のロゴの活用例】
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（２）市民の・職員の創造力を育む

１）デザインを身近に感じる教育

　　サンテティエンヌ市では，デザイナーが学校に出向き，子どもたちの創造力を育むデザイン・ワーク

ショップを開催している。モントリオール市の市民向けワークショップの積極開催等から，次の提案を

行う。

　・次世代を担う子どもたちに，デザインを楽しく学び，デザインの必要性や効果を伝える。

　・小学校や中学校で若手クリエイターによるワークショプ方式の授業を行う。

　・親子で参加するクリエイティブなイベントを探しやすくする。例として，イベントカレンダーを神戸

市ホームページのトップにアップする。

　・職員向けには，朝礼等を利用し，他課の職員に対してデザインに関する知識を提供する。

（期待される効果）

　・デザインを楽しく学べ，将来のクリエイターを育む

　・予定に合わせてイベントを探すことができ，イベントの広報になる。

２）市民とデザイナーが触れ合える場を作る

　・モントリオール市とサンテティエンヌ市の以下の調査事例から，＋デザインにより問題解決した商品

の紹介が，デザインの必要性や効果を有効に伝えることが判った。

　・本市のデザイナーによる＋ Design の商品開発（CODE SOUVENIOR）を行い，商品カタログ化す

る。市民向け，職員向けマルシェの開催により，デザイナー自身が商品のコンセプトを PR する。市

民と直接触れ合え，双方向の楽しいコミュニケションが生まれる。

　・商品カタログ化，HP 掲載，SNS を利用し，販売＆コンセプトを伝えるのが有効である。

（期待される効果）

　・市民には身近なものからデザインを知ってもらえる。

　・デザイナーが活躍できる場となる。経費がからないため若手デザイナーも活躍できる。

【調査事例】モントリオール市は CODE SOUVENIOR のカタログ化とマルシェの開催でデ

ザイナーと市民が触れ合う場を提供する。デザインの必要性や効果を伝える場となる。

【調査事例】サンテティエンヌ市は，

　地元デザイナーと地元企業の共同開発商品の成功例を展示する。

　この成功例から，企業や市民がデザインに興味を持つ。

【写真：モントリオール市の CODE 

SOUVENIOR の商品例】

：モントリオール市公式 HP 引用
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（３）クリエイティブなことが起こるまち

　　モントリオール市では，以下の調査事例のとおり市民がわくわくするイベントが多数開催される。そ

の原動力は地元デザイナーとクリエイターの集積であることが調査から判った。クリエイティブな力は

まちを活性化する。まちにクリエイティブなことが起これば，神戸は魅力ある，わくわくする街となる。

そのためには，本市にクリエイターが集う環境づくりが必要である。

　１）クリエイターが活躍できる場を提供し，地元クリエイターを積極起用する。

　２）イベント，公共建築物の新改築等を公開コンペにより，デザイナーを決定する。その選定理由やコ

ンセプトを知る機会として，授賞式も一般公開で行う。

　３）三宮南のウォーターフロントをクリエイティブエリアとし，KIITO への人の流れを作る。

　４）三宮駅前周辺の点と KIITO の点を繋ぐことを考える。具体的には，神戸の都心の「未来の姿」（将

来ビジョン）の考え方を踏まえ，次の実施企画を提案する。

・神戸らしい佇まいとデザインを感じながら歩くエリアを作る

・フラワーロードから続くライトアップ　

・音楽イベントの開催（音楽で空間を演出）

・コンセプトが各々違うカフェを誘致する

・移動手段は回遊性のある LRT を導入する

・街とウォーターフロントを分断している国道を地中化する

　（期待される効果）

　　・地元のクリエイターが活躍できる場を提供できる。

　　・まちに活気があふれ，市民の憩いの場となる。

　　・KIITO を知るきっかけが作れる。

【調査事例】モントリオール市では，「カルティ

エ・デ・スペクタル」の場所などで，年間40以上

のフェスティバルが開催され，年間1,000万人以上

が来場する。メイン道路がトータルで１㎢の歩道

に変わる。

　光のイベント「ルミノセラピー」（光の療養）は，

カナダの厳しい冬でも，市民が外出したくなる。

【写真 : サンテティエンヌ市　デザインセンター内展示場の状況】

【2014年作品　回すと音が出る仕組み】

：モントリオール市公式 HP 引用
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（４）デザイン都市間の連携強化

　　　調査都市と本市の間には以前から交流がある。創造都市が共に発展するには，コネクション強化が

望まれる。例えば，デザイナー等の一月以上の相互派遣により，イベントを積極開催する。デザイナー

は海外での体験を日本に持ち帰れる。イベント等参加者は国外の人から学ぶことで，特別な体験にな

りデザインについて興味が湧く。本年２月には，フランス・サンテティエンヌ市からデザイナー２名

を招き，「こどもデザイン・ワークショプ」がデザイン・クリエイティブセンター神戸（KIITO）で

開催された。さらに，同年３月に神戸市から職員らが，サンテティエンヌ国際デザインビエンナーレ

に出向き，参加した。

　（期待される効果）

　　　市民には世界のデザイン都市と神戸が繋がることで，神戸のグローバル化を PR できる。都市間の

人材，情報の交流を促し，共通の社会課題に向け，切磋琢磨できる。　

５.　最後に

　本稿では，デザイン都市の市民への浸透やデザインプロジェクトに焦点を当て，ユネスコ創造都市ネッ

トワークのデザイン都市の取組みを本市の取組みに照らし合わせて研究した。以下に本研究のまとめを示

す。

（１）まとめ

　１）デザインの可視化によるデザイン都市 KOBE への気づきによるまちへの愛着と誇り（シビックプラ

イド）の向上

　２）「デザインを身近に感じる教育」・「市民とデザイナーが触れ合える場の提供」による市民・職員の創

造力の育成並びにデザイナーと市民の距離感の接近に貢献

　３）「クリエイターの活躍や積極起用」・「三宮から KIITO を繋ぐクリエイティブエリア」の創出による

まちの活性化の推進

　４）デザイン都市間の連携強化による「共に持続的に発展する枠組み」の構築

〈参考文献〉
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・MONTREAL UNESCO CITY OF DESIGN IN ACTION AND BY THE NUMBERS 2006-2012 Report 

・QUARTIER DES SPECTACLES MONTOREAL

・CODE SOUVENIR MONTREAL Catalogue 2014-2015

 ・Synthesis of annual report 2010-2014
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マイナンバー導入がもたらす地方自治体への影響及び活用

行財政局課税企画課　武　田　裕　行

市民参画推進局区政振興課　小　嶋　崇　行

東灘区市民課　中　川　尚　子

東灘区こども家庭支援課　野　口　千　晶

中央区保険年金医療課　田　中　雄一郎

兵庫区保護課　福　原　宣　人

長田区健康福祉課　上　野　　　大

【関係局室区】企画調整局・行財政局・市民参画推進局・保健福祉局・危機管理室

１．マイナンバー制度の概要

　マイナンバー制度は，複数の機関に存在する個人情報を同一人の情報であるという確認を行い，社会保

障・税制度の効率性・透明性を高め，国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会

基盤（インフラ）であり，地方自治体においては，異なる分野の情報照合に活用し効率的な情報管理・利

用が行われ，他の行政機関との間で情報提供ネットワークによる迅速な情報の授受が可能となる。

２．マイナンバー制度の導入による神戸市への影響と活用（区役所業務を中心に）

（１）区役所業務の現状とマイナンバー制度による影響

　　マイナンバー制度導入が，神戸市の業務と市民サービスにどのような影響を与えるか明らかにするた

め，区役所各課の申請や必要書類について洗い出しを行った。その中で情報連携によって添付書類不要

となるもの，個人番号カードを活用した電子申請が可能と考えられるものを分類した。【図表１参照】

　　結果，区役所で受け付ける多くの申請と添付書類がマイナンバー制度導入により省力化・削減が出来

ることが明らかとなった。添付資料は制度導入後速やかに削減可能な項目が43％，法整備などにより将

来削減可能と思われる項目を含めると58％に及ぶことが分かった。

　　しかし，現状では図表１にあるように，区役所業務の多くで，申請行為に付随して様々な添付書類の提

出があり，市民には書類収集の負担を強いる一方，職員も提出書類の審査に膨大な時間を割き，公用照

会にかかるコストも大きく，事務処理に多くの人手や時間が取られ，相談業務に十分対応できていない。

【図表１】
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（２）目指すべき理想の区役所窓口と実現の方策

　　先に述べた現状を改善するために，本来あるべき理想の区役所窓口について議論を行った。窓口業務

は，定型的な業務を少ないコストで処理し，職員でしか対応できない相談業務に労力を投入することが

理想である。【図表２参照】

現在の区役所窓口における課題

戸籍・住民基本台帳

保険年金 市民税

保健福祉

（対象者）

少ない

多い

（市民）時間をかけて詳しく相談しにくい
（職員）個別の相談対応が必要だが、手続きが

複雑で書類確認に手間をとられる

（市民）できれば窓口に行かずに手続きしたい
（職員）定型的な窓口応対に追われ、
困難ケース・新たな課題への丁寧な対応困難

理想の区役所窓口では

戸籍・住民基本台帳

保険年金 市民税

保健福祉

（対象者）

少ない

多い

（市民）丁寧に相談にのってもらえる
（職員）届出等の確認作業の簡素化で余裕ができ、
相談が必要な市民への専門的・個別対応が可能に

（市民）区役所に行かずに、または１回で手続き完了
（職員）来庁者減少により、より丁寧な対応や

新たな課題への取り組みが可能に

【図表２】

　　そのため，「住民の利便性向上」・「公正な給付と負担」を実現するためには，以下のような窓口を目指

すべきとの結論に至った。

　　（理想の区役所窓口）

　　　　・来庁しなくても用件が完了する

　　　　・来庁時は，ワンストップで迅速に手続きが完了する（１ヵ所で１回）

　　　　・複雑な届出や相談は専門的に対応してもらえる

　　理想の区役所窓口を実現するためマイナンバー制度という基盤を最大限に利用して，その上に以下の

ような新たなサービスや仕組みが必要と考えた。

１）電子（郵送）申請の活用【図表３】

　　マイナンバー制度において添付書類が削減され，個人番号カードが普及すれば，電子申請や郵送申請

が可能な届出が増え，来庁しなくても手続きが完結する。これにより，外出困難な市民に対しても迅速

にサービスが提供できる。

【図表３】
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２）総合窓口の導入【図表４】

　　マイナンバー制度における情報連携を活用し幅広い申請を受け付けることが出来る総合窓口の導入が

有効であると考える。

　　添付書類が減少すれば受付にかかる確認項目が減るため，熟練した職員でなくても対応が可能となる。

また，総合窓口は定型的な届出等の受付に特化することにより，審査・判断業務を行う職員との分業に

より民間委託が可能になるだけでなく，定型的な届出は総合窓口，専門的な相談や届出は個別窓口と分

離が可能となり，来庁した市民は待ち時間の短縮が見込まれ，職員は専門的な知識を必要とする相談や

届出に集中して取り組むことができる。

（３）マイナンバー制度導入によるメリットを具体化するために必要な条件

　　電子申請の活用と総合窓口の導入を実現し，職員が専門的な相談や届出に集中する環境を整備するた

めには，以下の業務改善が必要である。

　１）業務の見直し

　　　電子申請や総合窓口の導入を実施するためには既存の業務を見直し再構築することが必要になるが，

そのためには現在の業務フローを整理することが重要となる。

　　　業務の見直しは他の提言を実行・実現するために必ず必要となるものであり，最優先で取り組むべ

きである。また，電子申請・総合窓口ともに業務フローの見直しが必要となることから，見直しは同

時に実施することが効率的である。

　２）番号条例の整備

　　　情報連携を行っていない事務についてはもちろん，すでに一定の情報連携を行っている事務につい

てもマイナンバー制度を契機に神戸市で保有する様々な情報を洗い出して，活用できる情報を点検し，

必要であれば番号条例を整備して独自に連携・利用する方法を検討すべきである。また，その際には

市民の個人情報を守る立場として，安全に適正に対応していかなければならない。

　３）システムの整備

　　　マイナンバー制度の導入により情報の統一や業務フローの整理を行う中で，標準的な事務処理方法

にあわせて業務の見直しを行えば，共通のシステム導入が行いやすくなり，コストと職員負担を低減

させることが可能となる。

【図表４】
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３．マイナンバー制度によって近づく理想の区役所像

（１）マイナンバー制度がもたらす市民サービスへの影響

　　上記の提言が市民サービスへどれだけのインパクトを与えるものかを知るため，ライフイベントごと

に区役所が関わる業務と，その中で添付書類の削減や電子申請により来庁不要と出来るものについて時

間軸に沿って整理した。【図表５参照】

　　図表５により，人生の転機においては多くの窓口へ足を運び，申請を行うとともに様々な添付書類も

用意する必要があることが分かる。

　　情報連携による添付書類の削減で，人生の中で用意が必要な添付書類は大幅に減り，それに伴い来庁

回数も減る。さらに，電子申請活用と総合窓口導入により来庁回数や手間はさらに減少する。

　　図表５にあるように，離婚や生活保護申請等，真に支援が必要な時ほど手続きの負担が重くなってい

るが，新たな仕組みによってその負担は軽減され，さらに職員が専門的に相談に乗ることで十分な対応

が可能となる。

（２）情報連携によるプッシュ型サービスの展開と積極的なサポート

　　上記の提案を実施することで削減できる職員の労力を活用することが期待されているのが，市民サー

ビスの向上に大きく役立つ，行政が持っている多様なデータを活用したプッシュ型サービスの実施であ

る。

　　転入時連絡付せんの活用や，福祉五法システムにおける福祉施策や住民・税情報の確認で，一定程度

のプッシュ型サービスの提案を行っているが，各職員の経験に頼る部分も依然として大きい。

　　今後は，マイナンバー制度を利用し，番号条例の整備や情報連携を活用することで，職員の経験に頼

らず確実に必要な情報を市民に届けることが可能となる。どのような情報を，どのような目的で連携す

るかについては条例整備の段階で全市的に議論が必要であるが，現在，様々な部署で対応が困難となっ

ている社会的な課題に組織的・システム的に対応することが考えられる。具体的には，滞納世帯の世帯

状況を情報連携により把握し，福祉制度の利用勧奨を含めた対応を速やかに行うことや，乳幼児の健診・

予防接種・利用サービスのデータを連携して管理することでハイリスク児をピックアップすること，住

基情報や国保・税・福祉情報を連携させることにより，住民・保険制度における無戸籍・所在不明児や

ＤＶ，無保険世帯の把握や発生抑止などが想定される。

（３）理想の区役所像を目指して

　　上記のとおり，マイナンバー制度による情報連携に加えて電子申請の活用と総合窓口の導入により効

【図表５】ライフイベント抜粋
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率化された区役所窓口においては，職員は窓口で困難や問題を抱えた支援の必要な市民の来庁を待つだ

けでなく，データを活用し課題解決を目指し積極的に現場へ赴くことが出来る。それが目指す理想の区

役所像である。

４．神戸市における個人番号カードの活用

（１）個人番号カードの汎用的な利用方法について

　　マイナンバー制度によるメリットをフル活用するため，個人番号カードの普及も欠かせない。そのた

めには，個人番号カードの幅広い活用による利便性向上も重要である。

（２）防災分野における活用（費用は行政負担，場合に応じて他都市負担も）

　　避難所運営やり災証明の発行について，マイナンバー制度の活用が期待できる。

　　現在本市においても導入が進められている生活再建支援システムでは，特定個人情報の取り扱いに関

する課題解決を図ったうえでマイナンバーを活用し，広域連携を推進することで迅速な復旧復興のため

の備えとすべきである。

（３）健康・医療分野における活用

　　各種健康・医療情報をネットワークでつないだ「健康ポータル」を作り，個人番号カードの公的個人

認証を利用してアクセスできるようにする。市民は，現在はバラバラに管理されている自分の情報を一

括して把握でき，必要に応じて医療機関，薬局等との情報共有も可能になる。神戸市としても，「健康

ポータル」を通じて，個別に適切な支援や積極的な情報提供を行い，データに基づいた効果的な施策を

実行できる。

（４）その他の利用方法（活用案のみ記載）

　１）教育分野における活用（費用は大学負担）

　　　個人番号カードのＩＣチップに新たなアプリケーションを搭載することによりを大学等における学

生証とする（参考：FCF キャンパスカード）ことが可能。

　２）安全・安心への活用（費用は行政負担：阪神電鉄とのデータ連携費用のみ）

　　　番号カードの情報を読み取る各種のタイミングで，子供や老人等の位置情報を補足し，家族に通知

することにより，見守りサービスとして利用する。

　３）Ｏ２Ｏ（オンライン　ＴＯ　オフライン）への活用（費用は広告収入で補う）

　　　・店舗等の広報媒体や来店割引への利用など

５．まとめ（提言）

（１）マイナンバー制度を活用して新たな仕組み（サービス）を導入する。

　　　①　電子（郵送）申請の活用　　②　総合窓口の導入。

（２）①業務の見直し（簡略化・標準化）　②番号条例の整備（情報連携）

　　　③システムの整備（クラウド等）により効率の最大化とコスト削減を徹底する。

（３）業務フローの見直しと電子申請の活用により生み出した余力を，審査や相談などの職員が担うべき

業務に振り向け社会的課題の解決に取り組む。

（４）個人番号カードの機能を活用して新たな市民サービスを創造するとともに，官民連携や民間利用を

促進し身近なカードとなるよう汎用的な利用方法の普及を促す。
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新たなエネルギーの利活用による環境貢献都市 KOBE の実現

環境局資源循環部環境貢献都市室　田　村　　　誠

水道局事業部浄水管理センター　平　山　智　徳

【関係局室区】企画調整局，産業振興局，建設局，水道局，環境局

１．はじめに

　本市は，人口150万人を超える大都市である一方で，緑豊かな六甲山や田園地帯など，多種多様な自然環

境を有する。

　森，川，里山，田園といった自然は，気候の安定や水質浄化などの調整機能，レクリエーションや精神

的な恩恵を与える文化的機能，栄養循環や土壌形成，光合成といった基盤機能などにより，人々に大きな

恵みをもたらす。しかし同時に，水害や土砂災害など，時に人々に災いをもたらすものでもある。

　人々と身近な自然が良好な関係を保つためには，人の手でその状態を管理していくことが必要である。

　本研究では，自然が供給する木材や水，光などの経済価値を引き出すしくみを構築することを通じて，

身近な自然の適切な管理を促進し，金銭価値では計れない自然の豊かさを次世代に引き継いでいくことを

目指す。

２．里山保全，防災に資する木質バイオマスの利活用

（１）現状

　　生活様式や産業構造等の社会経済の変化に伴い，里地里山に人の手が入らなくなり，荒廃が進んでい

る。その結果，人の手が入ることによって維持されてきた里地里山の環境を好む動植物も減少している。

　　六甲山各所において，市民団体や事業者が里山保全，森林整備活動を行い，発生材をイベント等で使

用しているが，全体の木質バイオマス量に対し，その活用量は十分ではない状況である。また，活動団

体以外の団体がその発生材を購入し活用するケースは少ない。

（２）先進事例視察

　１）岡山県真庭市バイオマスタウン視察所見

　　　本市で木質バイオマスを活用するには，里山保全や防災を主眼においた物質循環及び経済循環の仕

組みを検討するのが現実的と考える。真庭市はもともと林業が盛んな地域で，原木市場，製材所，製

品市場など木材の流通体系が整っているほか，製材所副産物の端材も多く発生する。

　２）オーストリア国視察所見

　　　オーストリアでは当初，現地の実情に即した小規模な取組から始まり，成功事例を積み重ねた結果，

世界中から注目を集めるまでになっている。本市でも地域の実情に応じ，比較的導入が簡単な薪やチッ

プの小規模な利用から施策展開することで，より多様な施策の実施可能性を引き出せるものと考える。

（３）提案施策

　１）速やかに実施する施策

　　　集客施設や農産物直売所に「ピザ窯」，「バウムクーヘン調理施設」，「パン窯」等を設置し，周辺の

里山からの薪を購入。グルメの観点から木質バイオマス利用を展開し，継続的に活用する。

　　［効果］米粉などを調理し，神戸の農産物の魅力をアピールするとともに，里山保全や再生可能エネ

ルギーについて，市民の方に親しみを持っていただく。里山保全の重要性や木質バイオマスに

ついての啓発効果。

　２）検討後実施する施策

　　　市の施設や農業用ハウスへの木質バイオマスストーブ，ボイラー等導入実証事業を行う。里山から
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の発生材のうち，現在活用されていないものを購入することにより，里山保全活動に経済効果を生む。

木質バイオマス利活用を拡大するとともに，里山保全をさらに促進する。

　　［効果］ モデル施設で木質バイオマス利用効果の検証。

　３）十分な検討の後，実施する施策

　　　民間施設への木質バイオマスボイラー，ストーブ等導入への補助制度により，木質バイオマス利用

をさらに拡大する。

≪設備設置補助額案≫

ａ）ペレットストーブ 導入費用の２分の１以内，上限20万円。
（10～20畳用のペレット・薪兼用ストーブの導入費用（一例）：約40万円。）

ｂ）ペレットボイラー 導入費用の２分の１以内，上限150万円。
（約500㎡の農業用ハウス加温ボイラーの導入費用（一例）：約300万円。）

　　　なお，木質バイオマス利用設備が増えても，他地域から安価な木質バイオマス燃料が流入すれば，

市内の里山保全促進につながらない。市内発生材の流通が芳しくない場合は，木質バイオマス燃料購

入補助を行う。

≪燃料購入補助額案≫

ａ）ストーブ用ペレット 10㎏あたり100円，年間上限１万円。

ｂ）ボイラー用ペレット 100㎏あたり1,000円，年間上限10万円。

　　市内発生材由来のものに限る。購入しない年度を除き５年度分。

　　［効果］木質バイオマス利用の全市展開。

４）実現可能性を検討する施策

　　伐採木の加工場までの集材・運搬等コストを上回る額の収入が森林所有者に発生する仕組みがあれば，

森林整備をより促進するものと考える。

　　森林所有者に収入が発生する仕組みとして，ペレット製造所を設立し伐採木を買い取る。

　　［効果］伐採木買取りにより森林整備を持続的に促進する。

（４）効果

　提案施策１）～４）に共通する効果は次のとおり。

　　１）里山保全や森林整備の推進。

　　２）神戸の農産物の魅力をアピール。

　　３）再生可能エネルギーの普及促進。

　　４）土砂災害の発生抑制。

　　５）木質バイオマスを災害時暖房用などの燃料として使用（化石燃料と異なり，運搬に資格不要）。

（５）課題

　里山保全，森林整備活動団体以外の団体がその発生材を購入し活用する仕組みの構築。
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３．６次産業活性化に資する太陽光発電システムの普及促進

（１）現状

　　TPP による農産物貿易自由化の交渉が進むなど，日本の農業は岐路に立たされている。そのような状

況のなか，農林水産省の通知によって優良農地においても一時転用の許可を受けて，太陽光発電を設置

することが認められた（2013年３月末）。

（２）提案施策

　　太陽光発電設置にあたって厳しい条件（３年毎に農地の一時転用許可手続き，農作物収量が減った場

合にはシステム撤去）がある農地への太陽光発電システム設置を促進するため，下記の施設に補助を行

う。

　１）ソーラーシェアリング：耕作地の上に設置される太陽光発電。

　２）防草発電シート：防草シートと太陽光発電が一体となったもの。除草作業や薬剤散布が軽減できる。

　　≪補助額例≫　２万円 /kW（上限120kW まで）

　　（参考）神戸市住宅用太陽光発電補助金：１万円 /kW（上限３kW まで）

（３）効果

　１）売電収入により６次産業活性化に資する。

　２）再生可能エネルギー普及を促進する。

４．再生可能エネルギー事業者誘致に資するマイクロ水力発電の導入検討

（１）現状

　　本市における小水力発電（以下，小水力）は，これまで２件にとどまり，主に財政面等により新規開

発は見送られてきた。しかし，東日本大震災を契機に，再生可能エネルギー導入拡大への機運が高まり，

固定価格買取制度（以下，FIT）を始め，規制緩和や新たな補助制度などの施策が打ち出され，技術開

発も進展するなど，小水力導入にとって追い風となってきた。

　※　本稿では，出力1,000kW 以下の比較的小規模な水力発電設備を総称して「小水力発電」，そのうち，

出力100kW 以下のものを「マイクロ水力発電」（以下，マイクロ水力）とする。

（２）先進事例視察

　　市施設のうち，法律上必要な手続きのハードルが比較的低い水道施設への小水力設置を視野に入れ，

FIT を活用した売電事業を展開している水道事業体について，表１のとおり視察を行った。このうち４

事業体においては，水道事業体が土地・水力エネルギーを提供し，民間が発電事業を主体的に行う，共

同事業方式（通称・場所貸し事業方式，図１）を採用している。
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　　視察を行った中で，以下の知見を得た。

　（ア）複数箇所で同時に事業を行うとき，１箇所ごとではなく複数箇所トータルの採算が合えば事業と

して成立し得る。また，小水力を複数台以上製作・設置するとき，１台のみを製作・設置する場合

に比べ，一般的に１台あたりのコストは安価になる。

　（イ）FIT で定められた調達期間である20年間という長期にわたる共同事業を持続していく上で，水道

事業体・共同事業者間の信頼関係の構築が不可欠である。良好なコミュニケーションを保つために，

密な連絡体制づくりや定期的な情報交換の方法・ルールづくりについて，双方で充分に協議を行う

必要がある。

　（ウ）上水を水力として扱う上で水質上の安全対策は不可欠であり，各事業者において，水車接水部の

材質・塗装を水道規格に準拠させるなどの対策が施されている。また，当該設備故障時に水流を予

備系統管へ円滑に切り替える仕組みなど，送水管理上の対策も施されている。

表１　視察内容一覧表

水道事業体（共同事業者） 小水力の規模

さいたま市水道局（東京発電㈱） 尾間木配水場 64kW，深作配水場 63kW，他３箇所

仙台市水道局（東芝㈱） 上追沢沈砂池 199kW，他１箇所（視察時は建設中）

宮城県企業局（㈱アクアパワー東北） 馬越石（高区調整池）　250kW

生駒市上下水道部（市単独事業） 山崎浄水場  40kW

豊中市上下水道局（㈱関電エネルギーソリューション） 寺内配水池  129kW

●水道事業体の役割

　水道施設の管理・運用

●共同事業者の役割

　小水力の設置・運転管理

図１　共同事業方式のイメージ

（３）提案施策

　　　環境貢献を主目的として，水道施設におけるマイクロ水力導入を推進する。

（ア）FIT を活用した売電事業を民間との共同事業方式で行う。

（イ）本市の送水ネットワークにおいては，机上計算において，概ね出力50kW 以下程度の小水力設置を

見込める候補地が複数箇所存在する。また，１箇所あたりの製作・設置コスト低減をねらいとし，出

力100kW 以下であるマイクロ水力を複数箇所同時に設置・運用する。

（４）効果

　　事業効果は，「環境貢献都市としての効果」と「公営企業である水道局としての効果」に大別される。

　　前者としては，①公民連携による再生可能エネルギー普及促進の加速，②環境貢献の普及啓発，環境

教育の推進，③再生可能エネルギー関係事業者の誘致，以上が挙げられる。後者としては，①共同事業

者からのマイクロ水力設置場所施設利用料等の収益，②マイクロ水力建設・管理に係る水道局の投資を

大幅に削減，③マイクロ水力建設・管理に係る水道局事務量（人件費）を大幅に縮減，以上が挙げられ

る。

（５）課題

　１）小水力設置・運転管理についての，本市・事業者双方の責任分界の明確化

　２）小水力故障とそれに伴う送水事故発生防止策の検討，事故発生時の責任の明確化

水
道
事
業
体

水力エネルギー
土地・施設

施設利用料等
売電量に応じた収入

電力

売電収入

共
同
事
業
者

電

力

会

社
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　３）施設利用料等の設定及び適正な運用

５．農都交流に資するエコツーリズム

（１）現状

　　現在，本市において，東灘下水処理場のバイオガスやメガソーラーなどを巡るエコツーリズム事業を

実施している。

（２）提案施策

　　木質バイオマスや６次産業での太陽光発電，小水力発電の関連施設をエコツーリズムのコースに組み

込む。地元で採れた農産物を使った料理を提供する自然派レストランを食事場所にするとともに，本市

内の農産物加工品等を土産品としてツーリズム参加者に積極的に販売する。

（３）効果

　　・エコツーリズムを通じた農都交流

　　・土産品購入等による経済効果

６．まとめ

　　人間活動が地球規模で影響を与える時代となり，人間の行動に起因して自然環境の破壊や種の減少が

進行している。

　　また，平成23 年に発生した東日本大震災を契機に，市民生活の維持向上を担保するためのエネルギー

の在り方が今日の大きな課題となっている。

　　里山保全や森林整備，６次産業活性化，防災にも資することを視野に入れながら，現在十分に利用さ

れていないエネルギーを活かす仕組みを構築し，環境貢献都市 KOBE の実現を図っていくことが重要で

ある。
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水道におけるポリエチレン管の漏水防止・漏水調査技術に関する研究

水道局事業部配水課　大　籔　智　久

【関係局室区】水道局

１．はじめに

　神戸市では，昭和40年～50年代にかけて給水区域が急速に拡張し，併せて水道管も布設された。現在，

それらの管路の老朽化が進んでおり，今後更新を進めていく必要がある。神戸市の水道管の多くはダクタ

イル鋳鉄管であるが，限られた予算内でより多くの管路更新を実施するため，安価に布設できるポリエチ

レン管（以下，「ＰＥ管」という）の採用を検討している。

　しかし，ＰＥ管は，①大規模地震に対する耐震性能がオーソライズされていないこと，②ＰＥ管の漏水

調査技術が確立されていないこと等の課題があるため，ＰＥ管を採用するにあたって，これらの課題を解

決する必要がある。

　ＰＥ管は，国内の中小都市を中心に普及しているが，近年，大都市においても一部小口径で採用され始

めている。また，海外では古くからＰＥ管が採用され，特にヨーロッパにおいては，かなりの使用実績が

ある。ところが，漏水調査の手法に関しては十分に確立されていないのが現状である。そこで，国内では

事例が少ないＰＥ管の漏水防止・漏水調査技術を調査し，漏水調査手法提案を行う。

２．本調査により期待される効果

（１）神戸市における経年管の現状

　　　配水管の法定耐用年数は，地方公営企業法施行規則で40年と規定されており，経年化の目安として

用いられている。神戸市では，布設後40年以上経過した配水管が，平成25年度末現在で全体の約17％

程度であり，今後，高度経済成長期に大量に布設した管路が順次，法定耐用年数40年を迎えるため，

配水管の実使用年数を設定したうえで，管路更新計画を立案しているところである。

（２）ダクタイル鋳鉄管とＰＥ管の取替え費用比較

　　　管材料費（φ75mm～φ150mm）を比較すると，ダクタイル鋳鉄管の材料費はＰＥ管の概ね2倍程

度であるが，掘削費や舗装費などを加えた取替工事全体で比較すると，ダクタイル鋳鉄管で取替えた

場合はＰＥ管の約1.1倍程度であり，削減が見込まれる。

３．漏水調査手法について

（１）水道管路での主な漏水検知方法と課題

　　　一般的に水道管の漏水箇所を特定する技術として，

漏水箇所から発生する「漏水音」を探索する方法が

知られている（図１）。漏水音の検出には，水道管か

ら地表に到達する漏水音を「漏水探知機」により聞

き取る方式（写真１）と水道管やバルブ類に伝達さ

れる漏水音を「音聴棒」により聞き取る方式（写真

２）がある。

　　　これらの漏水探知技術は，さらに技術開発が進み，

漏水音を増幅して聞き取りやすくする「電子音聴器」

や２地点に水道管を伝わる漏水音の時間差から，漏水箇所の特定を行う「相関式漏水探知器」などがあ

る。

　　　しかし，一般的に樹脂管（ＰＥ管，塩化ビニル管）の漏水音は，金属管（ダクタイル鋳鉄管，鋼管）

と比較して発生周波数が低く，地表に到達する漏水音は「漏水探知機」などでは聞き取りが難しい。

さらに金属管と比較して音の伝搬率（音の伝わり方）が低く，減衰しやすいため，「音聴棒」を使って

図１：漏水音のメカニズム
（＊１）
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漏水音を聞き取ることも難しい（図２）。また水圧が低い場合は，漏水音が小さくなるため，漏水の発

見がより困難である（図３）。

　　　そのため，ＰＥ管などの樹脂管において漏水を発見するためには，漏水音が減衰しない範囲内で，

つまり漏水している箇所の近くで調査を行う必要があり，漏水エリアがある程度わかっていなければ，

非常に効率の悪い作業になると言える。

（２）神戸市水道局における漏水調査について

　　　神戸市では，約4,800km もある配水管の漏水調査を効率的に行うため，属具（仕切弁，消火栓など）

に設置しておけば漏水の有無が判定でき，調査範囲の絞り込みが出来る「自動漏水音検知器」を導入

している（図４）。

　　　この自動漏水音検知器は，内部に搭載された高感度受振センサーが水道管を伝搬してきた漏水音を

検知すれば，赤色に点滅するため，特殊な技術を必要としないで，目視確認により一定範囲内に漏水

が存在することを判別できる。漏水エリアを絞り込んだ後は，その周辺のみを調査することで，効率

よく漏水箇所を特定し，修理を行うことができている。

【第一段階】

　①概略調査（漏水エリアの絞り込み調査，スクリーニング）

　　・自動漏水音検知器による漏水調査

【第二段階】

　②詳細調査（漏水箇所を特定する調査）

　　・相関式漏水探知器や音聴棒を使用した漏水調査

図４：自動漏水音検知器を利用した漏水調査
（＊２）

図２：漏水音圧と伝搬距離との関係
（＊１）

図３：漏水音圧と水道管の水圧との関係
（＊１）

  

写真１：漏水探知機による路面音聴調査 写真２：音聴棒による弁栓音聴調査
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４．樹脂管における漏水調査の先進的な取組み

（１）水中漏水音収集用マイクを活用した取組事例

　　　インドネシア国北スマトラ州メダン市（水圧0.04MPa）では，水中漏水音収集用マイク（以下，「水

中マイク」と呼ぶ）を消火栓に設置し，水道管体を伝搬する漏水音ではなく，水道管内の水道水を伝

搬する漏水音を検知することで，塩化ビニル管（φ75mm）の漏水箇所の特定をしている。さらに，神

戸市内のＰＥ管が布設されたエリア（水圧0.28MPa）でも，従来法では漏水音検知が困難であったも

のが，水中マイクを活用することで，漏水箇所の特定が可能となり，水を伝搬する漏水音を検知する

ことが有効であることがわかった（図５）。

　　　しかし，漏水箇所の絞り込みができていない

状況で，この装置だけで漏水調査を実施するこ

とは，非常に多くの作業手間・時間を要するた

め，効率良く漏水の発見ができないことが懸念

される。

　　　そこで，ＰＥ管などの樹脂管においても，水

道管内の水道水を伝搬する漏水音を検知できる

よう，自動漏水音検知器の改良を行なった（以

下，「新型自動漏水音検知器」と呼ぶ。（写真３））。

　　　今後，神戸市においてフィールドテストを行って改良を重

ねていき，効率の良い漏水調査の手法を確立したいと考えて

いる。なお，漏水エリアを絞り込んだ後は，水中マイクと相

関式漏水探知機との組み合わせた漏水調査などを実施し，漏

水箇所を特定する。

（２）スマートメーターを活用した配水管の漏水監視事例

　　　スマートメーター （Smart Meter）は，内蔵されている通

信機能を利用し，メーター指示数などを電子データとして取

得できる次世代電子式メーターである（図６）。イギリスの

大手水道事業者であるテムズ・ウォーターは，レディング

（READING）地区において，スマートメーターと主要配水

管に高性能ブロックメーターを設置し，鋳鉄管と樹脂管が混在（鋳鉄管；

80％，樹脂管；20％）する配水管の漏水監視を行う実証実験を行ってい

る。

　　　各戸メーターに設置されたスマートメーターの合計流量とブロックメー

ターの流量の差が，そのエリアから漏水している水量となることから，

それぞれのメーターでリアルタイムに精度良く計量し，水量データを解

析することで，漏水監視を行っている。

５．水道におけるＰＥ管の漏水防止・漏水調査技術及び課題

（１）ＰＥ管の漏水防止・漏水調査技術（漏水調査手法の提案）

　　　配水管の漏水調査を効率的に行うためには，現在も神戸市が実施しているスクリーニング作業（第

一段階）として漏水調査エリアの絞り込み（概略調査）を行い，その後に第二段階として，絞り込ん

だ漏水エリアを詳細に漏水調査し，漏水位置を特定するというステップ分けが必要だと考えている。

　　　本稿では，ＰＥ管などの樹脂管での漏水調査技術を用いて，ダクタイル鋳鉄管と PE 管が混在する

区域においても，効率の良い漏水調査が可能な手法を提案する（図８）。

図５：相関式漏水探知機と水中マイクによる漏水調査
（＊３）

写真３：新型自動漏水音検知器
（＊２）

消火栓

自動漏水音検知器

︷

図６：スマートメーター
（＊４）
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【第一段階】概略調査（漏水エリアの絞り込み調査，スクリーニング）

・新型自動漏水音検知器による漏水調査技術

・スマートメーター，ブロックメーターを活用した漏水監視技術

【第二段階】詳細調査（漏水箇所を特定する調査）

・水中漏水音収集用マイクと相関式漏水探知器との組み合わせた漏水調査技術

・漏水探知器や音聴棒を使った漏水調査技術

図８：ＰＥ管における漏水調査の概念図

（２）実施にあたっての課題

　①消火栓口径について

　　日本の消火栓口径はφ65mm（マチノ式）だが，海外の消火栓口径と異なることが考えられる。ベト

ナム国では同じ口径であったが，口径が異なる場合は，口径の合うカップリングとする必要がある。

　②漏水音検知範囲について

　　日本における消火栓設置間隔は約100m であるが，ベトナム国では約150m であるように，設置間隔が

日本ほど密ではない国も考えられる。そのため，新型自動漏水音検知器により漏水音検知できる範囲を

調査し，消火栓間隔と比較し，消火栓の設置間隔の方が漏水音の検知距離よりも長ければ，漏水を検知

できない可能性がある。

　③水中マイクの検知感度について

　　神戸市内の実験では，水中マイクの検知感度が良すぎるため，現行の自動漏水音検知器では，検知し

なかった電柱のトランス音も検知してしまうことがわかった。今後，漏水音のみを検知し，漏水を発見

できるよう，ノイズキャンセリング技術の開発や特定周波数範囲の水中マイクを開発するなどの検討が

必要と考えている。

　④スマートメーター価格について

　　現時点では，スマートメーターは日本のアナログ式水道メーターよりもかなり高価であるため，検針

業務の簡素化以外に漏水調査などの付加価値が無ければ，スマートメーターはなかなか普及が進まない

と思われる。

６．さいごに

　今後は，新型自動漏水音検知器のフィールドテストを行いながら，漏水発見精度を高めていくことで，

安価なポリエチレン管を使った管路更新計画の立案だけでなく，国内の中小事業体で多用しているＰＥ管

の漏水調査にも有用であると考えている。

　また，現在進めているベトナムなどでの「水インフラ海外支援」業務にも活用でき，さらには漏水が多

くなっている欧米諸国にも技術提供できると期待している。

参考文献

＊１：公益財団法人水道技術センター：平成25年１月漏水防止マニュアル2012～計画的な漏水管理に向けて～

＊２：フジテコム株式会社からの資料提供

＊３：リクチ株式会社からの資料提供

＊４：センサスジャパンからの資料提供
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オープンデータの推進による新しい市民サービスの創出とＩＴ産業の振興

企画調整局企画調整部　奥　田　隆　則

企画調整局情報化推進部　秋　定　　　敦

宮　田　善　章

市民参画推進局参画推進部広報課　瀬　合　達　也

橋　本　暁　彦

産業振興局経済部経済企画課　多名部　重　則

衣　川　俊　明

【関係局室区】企画調整局，市民参画推進局，産業振興局

１．はじめに

　行政機関等が保有する情報を二次利用可能な形式で公開する「オープンデータ」の取組みが国内外で進

められている。2013年英国ロックアーンで開催された G8サミットででは，「オープンデータ憲章」が発表

され，各国において，2015年末までにオープンデータ及びその技術的な施策を実施すること，国別行動計

画を2013年末までに策定し，2014年会合において進捗をレビューすることとされた。

　国内では，政府レベルでは「高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部（IT 戦略本部）」において，

平成24年７月に「電子行政オープンデータ戦略」をまとめ，政府全体で取組方針を決定した。その後，同

本部において「電子行政オープンデータ実務者会議」が設置され，オープンデータに関する技術，利用ルー

ルや普及方法について検討が行われた。平成25年６月に閣議決定された「世界最先端ＩＴ国家創造宣言」

及び「日本再興戦略 -Japan is Back-」では，平成25年度及び平成26年度を集中取組期間と位置づけ，デー

タカタログサイト（試行版）を立ち上げるとともに，平成27年度中に世界最高水準の公開内容（データセッ

ト１万以上）を実現することなどを決定し，取り組みが進められている。

　また地方公共団体は，国民に身近な公共データを保有していることから，データの提供を主体的かつ積

極的に行なうことにより，国民にメリットを実感する機会を提供するとともに．自らの業務の効率化・高

度化を実現させることが期待されている。

　このような中で，神戸市においても，国内外のオープンデータにかかる現状や展開内容を十分研究の上

で，市内ＩＴ事業者等との連携に裏打ちされた事業計画案を策定し，オープンデータの推進による新しい

市民サービスの創出及びＩＴ・創造型産業の集積及び成長促進を進めていく必要があると考えられる。

２．調査の概要

（１）国内事例調査

　　国内で既にオープンデータの取り組みを先端的に行っている自治体である福井県鯖江市をはじめ複数

の自治体，オープンデータの取り組みを支援・活用している民間事業者及び学識経験者へのヒアリング

を行った。本節では調査方法と調査結果について述べる。

１）調査方法

　　調査手法は，ウェブサイトなど公開されている資料を調査するとともに，ヒアリングは，大阪市，鯖

江市，千葉市などに対して実施した。

２）調査結果

　　鯖江市は，オープンデータの取組みを全国で最初に始めた自治体である。鯖江市長が地元ＩＴ事業者

の提言を受け，平成22年にデータシティ鯖江を推進していくこととなった。具体的には，XML，RDF

など二次利用しやすい形式で行政データを公開しており，2015年５月現在，データシティ鯖江（http://

data.city.sabae.lg.jp/）では59データが公開されている（公園のトイレ位置，災害時の避難所，AED の
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設置施設の位置，無料の無線 LAN（Wi-Fi），アクセスポイントの位置，コミュニティバスの位置情報

など）。また，ハッカソン，WEB アプリコンテストなどによる民間のアプリケーション開発を促進し，

現在提供されているアプリは，市内のトイレ検索，コミュニティバスの運行状況，図書館空席情報，観

光マップなど，約30種類となっている。

　　大阪市では，平成26年1月に大阪市オープンデータサイトを公開するとともに，グランフロント大阪に

ある大阪イノベーションハブにおいて，平成25年度は３回のハッカソンを開催した。また，平成26年10

月～平成27年３月に『大阪から考える CivicTech』と題し，多様な市民の参加を得ながら，オープンデー

タを活用し，市民ニーズや地域課題の解決に役立つアプリや Web サービスの開発を進める取組みを展開

している。さらに，シリコンバレーへの若手人材派遣プログラムを平成24年度から実施している。

（２）海外事例調査

　　海外の先進事例の調査としては，米国ではニューヨーク，サンフランシスコ，英国ではロンドンにお

いて，オープンデータを先進的に推進している行政機関やＩＴ事業者などに関して，現状把握と課題認

識を深めるために，オープンデータ関連業務に従事する部署などへヒアリング調査を行った。本節では

調査方法と調査結果について述べる。

１）調査方法

　　平成27年９月10日～21日まで，ニューヨーク，サンフランシスコ，英国ではロンドンに職員を派遣し，

行政機関やＩＴ関連事業者に直接ヒアリングを行った。訪問先は以下のとおりである。

都市名 訪問先

ロンドン 英国政府内閣府（ＯＤ担当），英国オープンデータ協会，レッドブリッジ特別
区，ロンドン交通局

ニューヨーク ニューヨーク市情報管理局，ニューヨーク市経済開発公社，BetaNYC，Ontodia

サンフランシスコ サンフランシスコ市，TUMML，米国 Esri 社

　　　また，ヒアリングにおける質問項目は以下のとおりである。

行政機関への調査項目 １）行政オープンデータを推進する組織体制
２）資金収支予算・決算
３）民間ＩＴ事業者との連携手法
４）アイデアソンやハッカソンの実施方法

ＩＴ関連事業者への調査項目 １）行政オープンデータへの要請
２）オープンデータを活用したサービス提供
３）アイデアソンとハッカソンの開催手法

２）調査結果

　　英国・米国のいずれの都市の自治体においても，オープンデータの取組みを推進していく際には，トッ

プの強力なリーダーシップの下に推進されている事例が多かった。また，オープンデータ施策の推進・

進捗管理を行う統括的な役職と，各部局でデータのオープン化に責任を持つコーディネーター的役職を

設置されている事例が多く見られた。各都市例外なく，トップの強力なリーダーシップが不可欠との見

解を示した。

　　行政機関などに，オープンデータの推進による経済的な効果について聞いたところ，いずれの団体に

おいても経済効果があるという認識は一致していた。新産業・新サービスの創出，雇用機会の拡大，行

政の事務の効率化，市民参画の推進，行政の透明性の向上がオープンデータの効果としてあげることが

できる。

　　行政機関がオープンデータを進めていく上での問題点について聞いたところ，いずれの団体でも，当

初は各部署からの抵抗があったが，経済効果や業務の効率化（市民からの問い合わせ対応の減少）等を

訴えることで丁寧に説得していった事例が多かった。一方で，ニューヨークでは条例化によりオープン

データの推進を行政機関に義務付ける珍しい取り組みが行われていた。
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　　ＩＴ産業の振興とオープンデータの関係では，行政がオープンデータを通じて，若きアントレプレナー

をうまく行政の領域に引き込みながら，ＩＴ技術やインターネットサービスを使い，新たなアプリケー

ションやサービスを創出している姿が浮き彫りになった。そのような地域では，若い人材の集積，雇用・

ビジネスの創出，まちの活性化，市民・行政協働プロジェクトの推進，行政事務の効率化，行政への信

頼度の向上などの好循環が生まれていることが判った。オープンデータを活用したアプリ開発では，位

置情報と行政情報を組み合わせた，安全（治安）・交通・不動産活用等の分野にかかるアプリケーション

が人気であった。また，アプリ開発に当たっては，各都市において，アイデアソン・ハッカソンを実施

していた。また行政は，オープンデータを活用して，都市開発や交通・モビリティなど都市課題の分析

にも注力し，政策立案に生かしている事例も見られた。

　　ロンドン及びニューヨークでは，ＩＴ事業者の集積に注力しており，税制優遇措置や行政との橋渡し

事業を実施していた。いずれもサンフランシスコを含むシリコンバレーのようなＩＴ関連産業や起業家

の集積を目的としていた。

　　サンフランシスコを含むシリコンバレーは，若きアントレプレナーを育て，イノベーションを起こす

気運があり，それを実現するためのスタートアップ・エコシステムがうまく機能しているなど他都市と

一線を画す存在であった。投資マネーと人材が集積し，イノベーション創出がこの地域の命題となり，

行政機関としてもオープンデータを強力に推進することで，それを支えていた。

３．神戸市における施策展開の方向性と事業の効果

　調査結果より，行政オープンデータを推進することは，行政の透明性・信頼性確保，アプリの開発など

による市民サービスの創出や経済効果が期待されている。また，将来性のあるＩＴ関連産業の集積・成長

促進は神戸経済の成長の鍵を握っていることが明らかとなった。このような中で，神戸市では平成27年度

からの新規事業として「オープンデータやビッグデータの利活用による新たな市民サービスの創出」及び

「社会にイノベーションを創出するＩＴを活用した「成長型起業家」の集積と成長促進」に取り組んでいく

こととした。

（１）オープンデータやビッグデータの利活用による新たな市民サービスの創出

　○オープンデータサイトの構築・運用（平成27年度予算：14,730千円）

　　民間事業者によるアプリ開発を促進していくために，神戸市オープンデータサイトを新たに構築する。

　○産学官連携によるオープンデータ活用実証事業（平成27年度予算：5,000千円）

　　防災や観光分野などにおけるオープンデータ，ビッグデータを活用した先進的な実証実験を行い，新

たな市民サービスの創出を目指す。

　○アイデアソンとハッカソンの開催（平成27年度予算：6,000千円）

　　アプリ開発に向けたアイデアを競う「アイデアソン」とアプリの出来栄えを競う「ハッカソン」を開

催する。特に優秀アプリのブラッシュアップによる実用化に向けた取り組みを行う。

　○ウエアラブル先進都市を目指す実証事業（平成27年度予算：3,000千円）

　　ウエアラブルデバイスを使用した市民参加型の実証事業を民間事業者との連携により実施する。

　○ SIGGRAPH Asia 2015への出展（平成27年度予算：7,000千円）

　　平成27年11月に開催される米国計算機学会が主催する「SIGGRAPH Asia 2015」に出展等を行うこと

で，ＩＴ関連産業の活性化や神戸のＰＲを行う。

（２）イノベーションを創出するＩＴを活用した「成長型起業家」の集積と成長促進

　○神戸スタートアップオフィス（平成26年度２月補正：20,000千円）

　　国内外の優秀な起業家（スタートアップ）の活動拠点として「神戸スタートアップオフィス」を開設

する（平成28年１月開設予定）。また，当該オフィスでは，初期段階の起業家候補に対して，民間支援事

業者（アクセラレータ）が有するノウハウを活用した６ヶ月間の重点的な支援を実施することで，資金

や顧客の獲得により，次の段階への成長を促していく。

　○グローバル・スタートアップ・ゲートウェイ神戸（平成26年度２月補正：10,000千円）
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　　国内外の優秀な起業家候補を神戸に呼び寄せ，成長させていくために，ビジネスプランコンテストを

実施する。コンテストの選考過程にはメンタリング（対話や助言を通じた成長支援）を組み込み，ビジ

ネスプランの具体化をはかるほか，成績上位者には神戸スタートアップオフィスで重点的な支援を実施

する。

　○キャリア教育起業家派遣プログラム（平成26年度２月補正：2,500千円）

　　国内外で活躍するＩＴ分野の技術を活用した成長志向の起業家を市内の高専・大学等に派遣する。起

業家と学生・生徒との交流をはかるプログラムを実施することで，学生・生徒の起業に対する意識改革

を促し，起業家候補の裾野拡大をはかる。

　○シリコンバレーへの派遣交流で学ぶ若手ＩＴ人材育成（平成26年度２月補正：5,500千円）

　　世界的なＩＴイノベーションの中心地であるシリコンバレーに，神戸での起業を志す学生や起業家候

補を派遣する。現地の起業家や民間支援事業者（アクセラレータ），ベンチャーキャピタリスト等と交流

するプログラムを実施し，若者の起業家マインドの醸成をはかり，神戸での起業につなげていく。

　○「神戸の強み×ＩＴ」＝イノベーション創出事業（平成26年度２月補正：18,480千円）

　　東京をはじめとした全国のＩＴベンチャーに加え，シリコンバレー等で活躍し，日本での新たなビジ

ネス展開を希望するＩＴベンチャーを招請し，神戸が強みを有する医療・ライフサイエンス産業やファッ

ション産業の企業等とのビジネスマッチングを行い，新たなビジネスの創出を目指す。

　○シアトル拠点を活用した経済交流（平成27年度予算：6,000千円）

　　神戸の産業に新たな活力を呼び込むため，世界のイノベーションをリードする，米国西海岸（シアト

ル，サンフランシスコ・シリコンバレー等）とＩＴ分野などでの経済交流を行う。神戸市シアトル事務

所を発展的に改組した神戸シアトルビジネスオフィスにおいて，若手ＩＴ人材の派遣交流やＩＴベン

チャーの招請，さらに起業家支援団体との連携などにあたっての現地窓口機能を強化する。

　これらの事業を展開することによる効果としては，オープンデータやビッグデータの利活用による行政

の透明性・信頼性の確保，市民サービスの向上，オープンデータやＩＴ分野における産学官連携による新

たな市民サービスの創出，ＩＴを活用した成長型起業家の集積と成長の拠点になることによる神戸経済の

活性化を挙げることができる。これらの分野は，他の行政分野に比べて日々の進歩が著しい施策分野とい

え，常に最新の情報を持ち，絶えず見直しながら進めて行くことが，事業効果を高めていくための鍵を握っ

ているといえる。

サンフランシスコの起業家支援団体「TUMML」 英国で開発されたアプリ「ウォークノミクス」
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自然共生型排水処理システムの構築について

環境局資源循環部施設課　野　口　彰　子

尾　崎　基　文

三　室　敏　博

福　田　　　崇

【関係局室区】環境局

１．はじめに

　廃棄物埋立処分場は，その名のとおり，廃棄物を埋め立てて最終処分する施設である。

　埋め立てられた廃棄物は，土中で長い時間をかけて，無害化，安定化する。この過程で，雨水がごみの

層を通過しながら，汚れや分解物を洗い出して浸出する。こうした「浸出水」は，周辺水域の水質汚濁の

原因となる。

　本市の長尾山埋立処分地は，昭和56年に埋立を終了したが，浸出水の処理は，現在まで排水処理施設に

より継続している。浸出水の汚濁は，埋立当時より低減してきているが，無処理放流が可能なレベルには

達していない。その一方で，排水処理施設は老朽化してきている。このため，長尾山埋立処分地の浸出水

を対象に，電力や薬剤の使用を極力制限した自然共生型排水処理システムの構築を検討した。

２．長尾山埋立処分地の現状

　○開設：昭和43年　　　○埋立終了：昭和56年

　○六甲山系西部の北側斜面，標高300ｍから450ｍの山林内。（図１）

　○浸出水の汚濁物質濃度は，埋立終了直後に比較して大幅に低減し，現在では窒素のみが高い状況であ

るが，近年横ばいで推移し，改善は十分ではない（図２）。

 

0

100

200

300

400

S4
9

S5
2

S5
5

S5
8

S6
1 H1 H4 H7 H1
0

H1
3

H1
6

H1
9

H2
2

H2
5

60

図１　長尾山埋立処分地の位置 図２　浸出水中の窒素濃度の推移

　○浸出水処理のため，昭和51年に10億円をかけ，排水処理施設を設置した（図３）。現在は老朽化してお

り，改修・延命化の検討時期にきている。処理には，電力や薬剤などを使用し，年間4,000万円以上の

維持管理費用が必要である。処理の概要を図４に示す。
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図３　排水処理施設

図４　排水処理の概要

３．長尾山埋立処分地の課題と解決方法

　長期化する浸出水処理と埋立後の跡地利用は，埋立処分地共通の課題である。

　「自然共生型排水処理」は，省エネルギー・低コストで処理が可能である反面，広大な土地が必要であ

る。長尾山埋立処分地の広い土地を排水処理に活用すれば，薬剤やエネルギー使用量の低減化，ランニン

グコストの削減が図られる。さらに，長尾山埋立処分地は，六甲山系の豊かな生態系に囲まれており，こ

の排水処理により生物の生息空間が再生・創造されるため，生態系保全拠点としても活用できる。

４．処理方式の検討

　「三尺流れれば水清し」と言われるように，自然環境には水質を浄化する機能がある。生態系の機能や

重力など，自然環境を活用した排水処理は，パッシブトリートメント（Passive treatment；受動的な処

理）と呼ばれ，プラント等によるアクティブトリートメント（Active treatment；能動的な処理）に対し，

用地確保や水質・水量の変動に対応しにくい等の問題はあるが，低コスト・省エネルギー・省メンテナン

スで自然的景観を創り出せる排水処理として注目されつつある。

　パッシブトリートメントのうち，欧米各国で用いられている排水処理技術に，「人工湿地法」がある。人

工湿地法は，自然の湿地が持つ沈殿，吸着，ろ過，微生物による汚濁物質の分解などの水質浄化機能を，

人工的に高めた水質浄化法である。欧米では1960年代より実用化されはじめ，1990年代後半からアジアで

も採用されている。日本国内でも畜産排水の処理等に実用化されている。そこで，日本国内の人工湿地法

実用化事例を視察し，長尾山埋立処分地への適用可能性を検討した。

竣工当時

アンモニアを硝酸に（硝化） 硝酸を気体窒素に（脱窒）

浮遊物を沈殿で除去
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５．視察の結果

（１）視察した人工湿地水質浄化施設

　　・東北大学川渡フィールドセンター（畜産排水）

　　・宮城県塩釜市水産加工場（魚のアラ等のメタン発酵廃液）

　　・北海道江別市牧場（酪農排水）

　　・北海道千歳市養豚場（養豚尿液）

　　・北海道豊富町サロベツ湿原センター（面源負荷対策）

　　・鹿児島県鶴田ダム水質浄化施設（河川水浄化）（図５）

（２）視察の結果

　　・人工湿地の形式や広さによっては，養豚尿液など非常に

高濃度の排水でも継続的に安定して処理できることを確

認した。

　　・地形を有効に活用する（自然流下）ことで，エネルギー

を使わず処理を行うことができることを確認した。

　　・処理水質や水量は湿地の規模や段数により調整できる。

地下４層化により，省スペース化を図ったケースもあっ

た。

６．長尾山埋立処分地に合ったシステムの検討

　既存の施設を視察した結果，人工湿地法を長尾山埋立処分地に応用できる可能性はあるが，水質や水量

等の特性に合わせて，独自の方式を検討する必要があることが分かった。

（１）課題

　　長尾山埋立処分地で主に問題となるアンモニア性窒素の処理には，「硝化」と「脱窒」という条件の異

なる２つのプロセスが必要である。

①硝化　（ＮＨ４
＋　→　ＮＯ２

－　→　ＮＯ３
－）

　　硝化細菌が，好気的な（酸素が多い）環境で，酸素を用いてアンモニアを亜硝酸，硝酸に酸化する。

図５　棚田を利用した鶴田ダム水質浄化施設

（鹿児島県）

（参考）人工湿地法の主な処理方式

　１．表面流式

　　・湿地の表面に水を通して水質浄化を図る方式。

　　・造成は比較的簡単だが，面積当たりの浄化能力は低い。

　２．伏流式・横型（浸透流式）

　　・湿地の表面から10～15㎝の深さを水が流れる

　　　方式。

　　・ヨーロッパ等で生活排水や工場排水の浄化方法として普及。

　　・有機汚濁が多いと目詰まりしやすい。

　３．伏流式・縦型

　　・湿地の表面に水を散布して，縦方向に水を浸透

　　　させる方式。

　　・好気的（酸素が多い環境）で，アンモニアや有機物の処理に適している。
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②脱窒　（ＮＯ３
－　→　ＮＯ２

－　→　ＮＯ　→　Ｎ２Ｏ　→　Ｎ２↑）

　　脱窒菌が，嫌気的な（酸素がない）環境で，有機物を栄養源として硝酸を還元し，無害の気体の窒素

として大気に放出する。

　　畜産排水等は，固形成分が多く，汚濁物質濃度も高いが，長尾山埋立処分地では，処理の対象は主に

溶存態のアンモニア性窒素で，濃度もそれほど高くない。処理する水量は，かなり多い。こうした特性

に合わせた処理方式を検討する必要がある。

　　また，敷地に傾斜があることから，これを有効活用すれば，省エネルギー化できる。

（２）長尾山における水質処理方式案

　　上記の課題に対応し，また，長尾山埋立処分地の既存の地形や構造物を活用する，以下の水質処理方

式を提案する。

長尾山埋立処分地で導入する排水処理方式

既存の地形 湿地の形式 処理形式

浸出水貯留池 湿原と池 浅い所で硝化を促し，中心部の深い部分で脱窒を促す構造を工夫する。

水　　路 河川（瀬と淵） せせらぎと淵を交互に繰り返す。

平 坦 部 水路と湿原 長い水路や，伏流式の人工湿地で硝化と脱窒を行う。

（３）導入にあたっての課題

　ア．目標水質の達成

　　　下流の河川で農業用水基準を満たすには，最大窒素濃度60～70㎎ /L の浸出水を30㎎ /L 程度にまで

浄化したい。パッシブトリートメントでは，処理能力が，気象条件，自然環境等に影響されるため，

きめ細かい実験と，それに基づく設計が必要である。また，急激な水量・水質の変動に対応するため

には，ダムによる処理水量の調整や，小規模な水質処理プラントの併設が望ましい。
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　イ．導入コスト

　　　薬剤費・電気代の削減，無人化によりランニングコストはかなり抑えられる。設置費用は，型式や

設計にもよるが，プラントの建設費用に比較し，非常に小さいことが予想される。

　ウ．メンテナンス体制の確立

　　　排水処理施設として一定の処理性能を維持するため，日常点検や異常発生時の対応について，チェッ

クリストやマニュアルを整備する必要がある。

　エ．湿地的環境の創造

　　　湿地的環境が再生・創造されるが，導入生物による生態系や遺伝子の攪乱に注意する必要がある。

また，有害生物の繁殖防止など，生態系を維持するため，定期的な管理が必要である。

７．研究成果の拡大

（１）廃棄物処理施設の発展的利用

　　　敷地内の緑地や埋立後の土地を活用し，生態系保全や環境教育に活用する例が全国にある。神戸市

環境局でも，希少な植物を移植し20年以上里山環境を維持管理してきた施設がある。廃棄物処理施設

は，環境創造施設として発展できる。

（２）まちづくりへの応用

　　　土地や目標水質に余裕がある場合は，排水処理を自然共生型にすることにより，省エネルギー化・

低コスト化できる。海外では排水処理用の人工湿地を，庭園や野鳥の楽園として利用している例があ

る。災害時に汚水の簡易処理に活用できる人工湿地を設置し，平常時はビオトープや湿性植物園とし

て活用することも可能であろう。

　　　グレーインフラとグリーンインフラのバランス良い組合せは，安心・安全のまちづくりに欠かせな

いものであり，自然共生型排水処理システムは環境貢献都市にふさわしい技術である。
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アジア№１のクラスター実現のための国際的バイオクラスター調査

企画調整局医療産業都市・企業誘致推進本部企業立地課　岩　尾　幸　一

企画調整局医療産業都市・企業誘致推進本部調査課　武　田　　　卓

白　井　裕　幸

村　上　一　徳

出　口　幸　治

【関係局室区】企画調整局，産業振興局，みなと総局

１．はじめに

（１）研究の背景と目的

　阪神・淡路大震災の復興プロジェクトとして始まった神戸医療産業都市は，16年の経過の中で，基礎研

究施設やインキュベーション施設などが整備され，基礎から応用，そして事業化までの「橋渡し機能」の

充実に注力してきた。この結果，進出企業は2015年３月末現在で292社を数え，高度専門医療機関等の立地

も進み，優秀な研究者や臨床医が一定のエリアに集積する，我が国最大級のバイオメディカルクラスター

に成長したと言える。しかし一方で，医療分野をターゲットにした域内経済の推進政策を掲げる地域は，

国内外において数多く存在する。激化するクラスター間競争に打ち勝ち，「アジア No.1のクラスター」と

して神戸医療産業都市が発展し続けるためには，どのような戦略の下に推進していくべきか。神戸医療産

業都市の現在の立ち位置やポテンシャルについて客観的に検証した上で，他地域のクラスターとの比較を

行い，今後，取るべき展開について提言を試みたい。

（２）調査の手法

　自らの客観的な評価について，SWOT 分析による洗い出しを行った（表１）。

表１　神戸医療産業都市の SWOT 分析

好影響 悪影響

内
部
環
境

Strength（強み）
・基礎研究と臨床の現場が近い
・優秀な研究者・臨床医の存在
・交通アクセスが良い（都心に近い，空港・新幹線
が近い）

・世界最高水準の研究基盤（京・SACLA 等）

Weakness（弱み）
・世界的に注目を集める成功事例が少ない
・クラスター内の資金調達に幅がない
・クラスター運営の先導役が地方自治体（国や大企
業との比較）

外
部
環
境

Opportunity（機会）
・国家戦略特区の指定
・国における外国人患者受入れの検討
・製薬企業の中国離れ

Threat（脅威）
・アジア諸国におけるクラスターの発展（シンガ
ポール，韓国など）

・国内の医療関連産業クラスターの勃興（川崎キン
グスカイフロントなど）

　国内外のクラスター調査に関しては，企業の集積状況から比較対象とすべき地域や，神戸医療産業都市

の構想検討時に参考にした地域を調査対象に選定し（表２），①企業の集積状況，②推進母体，③運営資

金，④推進分野，⑤成果の５つの観点から調査・分析を行った。

　その中で，神戸医療産業都市のアジアにおける最大のライバルと思われるシンガポールと，クラスター

の運営方法や資金調達の仕組みが大きく異なるアメリカ（サンディエゴ・サンフランシスコ）については

現地調査を実施し，その他の地域については文献調査を行った。
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表２　調査対象地域（下線：現地調査実施地域）

医療産業都市構想検討時に参考にした地域
・メディカルアレイ（国：米国ミネソタ州　主要機関：メイヨークリニック）
・リサーチトライアングル（国：米国ノースカロライナ州　主要機関：デューク大学）
・バイオテックベイ（国：米国カリフォルニア州　主要機関バイオコム）

現在の企業集積状況などから比較対象とする地域
・バイオポリス（国：シンガポール　主要機関：A*STAR）
・ボストン（国：米国マサチューセッツ州　主要機関：Mass Ventures）
・フランダースバイオ（国：ベルギー　主要機関：VIB）
・大邱（国：韓国　主要機関：大邱慶北財団）
・キングスカイフロント（国：日本　主要機関：実験動物中央研究所）

２．現地調査

（１）シンガポール

　①概況

　　シンガポールは，国土が狭隘なため物的資源に乏しく，そのため建

国以来，人材に着目し，かつイノベーションを核とした成長モデルを

実践してきた。1998年のアジア通貨危機により経済的な打撃を受けた

ことから，金融を中心とした産業構造から他の新しい産業への投資を

模索し，その結果，医療関連分野での産業化が計画されるようになっ

た。こうした背景から，科学技術政策は経済成長の視点が強く，また，

研究開発資金の予算は，基礎研究よりも出口に近い開発研究に配分さ

れている（図１）。

　　シンガポールの科学技術政策は５ヶ年計画にお

いて推進され，1991年から５か年の予算規模が20

億シンガポールドルであるのに対して，2011～2015

年の予算は160億シンガポールドルと大きく増加し

ている（図２）。2001年からの５ヶ年計画では，基

礎研究に重点を置き，次の５ヶ年でトランスレー

ショナルを重視し，病院との連携を進め，いかに

企業を誘致していくかに目標を定めた。そして2011

年からの５ヶ年では，健康分野も含め，産業化を

意識した展開を図っている。

　　バイオメディカルに関する研究開発の拠点とし

て，バイオポリス（Biopolis）が整備され，国立

大学や公的機関，民間企業などの研究施設が集積

し，シンガポール最大の研究開発機関である科学

技術研究庁（Agency for Science, Technology 

and Research　以下「A*STAR」）も立地している。A*STARは，シンガポールの科学技術政策の立案，

産業科学技術分野の研究機関への支援，人材の育成等を主たる機能とし，企業との連携・共同研究を促

すことで，基礎研究から産業化に向けた取り組みを進めている。

　②現地調査

　　現地調査では，A*STAR，シンガポール総合病院などを訪問し，関係者と意見交換を行った。その中

で，各訪問先で強調された点としては，イノベーションを創出するため，基礎から出口まで，流れを見

据えた行動を重視している点であった。バイオポリスは A*STAR を中心に，基礎研究の推進及び企業

との連携強化といったバイオメディカルの研究開発の拠点として作用しており，さらに試薬など製造過

程に発展する場合は，トゥアス・バイオメディカルパークなど他の産業団地に移行するなど，シンガポー

ル全体としてバイオ関連産業が成り立つよう戦略的に取り組んでいる。バイオポリスには臨床現場がな

図１　シンガポールにおける研究

　　 開発予算の構成（2012年）

出典：自治体国際化協会シンガ

ポール事務所　　

図２　シンガポール政府の研究開発予算（５ヶ年ごと）

出典：理化学研究所シンガポール事務所資料
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いが，シンガポール総合病院を中心としたクラスター（Outram Campus）が補完し，臨床ニーズを製

品化に結び付ける取り組みも実施されている。また，バイオ関連産業を単体として取り扱うのではなく，

バイオポリスに隣接したフュージョノポリス（Fusionopolis）と呼ばれる物理化学・エンジニアリング

の研究開発拠点を置き，アプローチの幅を広げることで，イノベーションの創出機会の拡大を図ってい

る。

　　ただ，シンガポールにおいてバイオ関連産業の育成が本格的にスタートしたのは，1998年のアジア通

貨危機以降であり，これまでは，主に研究開発インフラの整備に力点を置き，顕著な成果はまだ出てい

ない。その意味で神戸医療産業都市との共通点が多く，それだけに今後，シンガポールがアジアにおい

て強力な競合相手になる可能性が高い。大きな成果は少ないものの，シンガポールがバイオ関連産業で

進んでいるイメージが先行しているのは，中央政府による研究資金の投入や税制面などでのインセンティ

ブのみならず，打ち出し方も含めた強力な推進体制があり，これがシンガポールのエコシステムの中核

を形成していると考えられる。

（２）アメリカ（サンディエゴ・サンフランシスコ）

　①概況

　　アメリカ西部カリフォルニア州に位置するサンディエゴは，年間を通じて温暖な気候で，美しい自然

に囲まれた公園や魅力的なビーチが点在しており，東海岸を始め他の地域からの移住も多い。

　　かつては軍需産業に依存し，その他観光産業が盛んであったが，民間主導で多角化を進め，現在はラ

イフサイエンス・IT 産業が主産業となっている。多くのライフサイエンス企業とカリフォルニア大学サ

ンディエゴ校（The University of California, San Diego　以下「UCSD」）等の大学，教育機関に加え，

ソーク研究所，スクリプス研究所，ラホヤ研究所などの世界的な研究所が存在する。

　　サンフランシスコは IT 産業の世界的集積地のシリコンバレーを含むサンフランシスコベイエリアの

北部に位置しており，アメリカ西海岸を代表する都市の一つである。観光・IT 産業に加え，近年，カリ

フォルニア大学サンフランシスコ校（The University of California, San Francisco　以下「UCSF」）を

中心にバイオテクノロジー分野の研究も進んでいる。

　②現地調査

　　サンディエゴの現地調査では，コネクト（CONNECT）やバイオコム（BIOCOM）などの連携組織や

製薬企業，大学などを訪問し，意見交換を行った。サンディエゴには UCSD を始めとする大学やソーク

研究所など世界的研究機関が存在し，これら研究機関と連携を図るため，多くの企業が進出している。

これらの研究機関にはアメリカ国立衛生研究所（National Institutes of Health　以下「NIH」）など政

府から巨額の研究資金が投入されており，充実した研究機関の存在がバイオテクノロジー産業の発展に

大きく寄与している。

　　また，研究機関や大手企業からのスピンオフといった形での起業も多く，その企業数も年々増加して

いる。起業にはコネクト，バイオコムといった連携組織が重要な役割を果たしているが，両連携組織と

も会費やサービス提供による事業収入などにより自律的な運営をしており，現在は公的資金には頼って

いない。

　　コネクトは1985年にUCSDの起業支援プログラムとして設立された非営利組織であり，2005年にUCSD

から独立し，アメリカ国内のみならず海外にも活動の場を拡大している。主にベンチャー企業や起業家

を支援するサービス（スプリングボードプログラム等）を提供しており，スタートアップ企業に対して，

指導者やパートナーを紹介する人的支援や，ベンチャーキャピタル等を紹介する財政面での支援も行っ

ている。

　　バイオコムはコネクトから独立した組織であり，会員のバイオテクノロジー関連企業等に様々な支援

プログラムを提供している。主なサービスとしてネットワーキング活動やセミナー開催，会員企業への

資金調達支援などを行っているほか，人材育成にも力を入れている。

　　サンディエゴの起業を資金面においてサポートする仕組みとして，エンジェル（個人投資家）の存在

も大きく，成功を収めた経営者等が積極的に起業支援を行っている。
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　　サンディエゴのクラスターは十数 km 四方の範囲に多くの関連施設があり，連携組織によるネットワー

キング活動も盛んなことから，顔の見える関係でのコミュニケーションが可能となっており，このよう

な関係がクラスター内での連携意識を高め，クラスターの成長を支える一つの要因となっている。

　　また，サンディエゴのクラスターでは優秀な人材を確保するため，世界有数の研究機関や美しい自然・

温暖な気候といった環境を積極的に PR している。さらに人材育成として，UCSD 等の教育機関が様々

な研修プログラムを提供しており，今後，プログラム修了生が地域の産業の発展に寄与することが期待

されている。

　　サンフランシスコでは UCSF メディカルセンター 幹細胞研究所，グラッドストーン（Gladstone）研

究所を訪問し，意見交換を行った。

　　UCSF メディカルセンターは全米有数の研究所としても知られており，脳，神経，循環・糖尿病，血

液，筋肉・骨等の領域で研究が行われている。

　　グラッドストーン研究所は心臓・循環器疾患の研究機関として設立され，2007年にミッションベイに

移転し，創薬研究，再生医療研究も行われている。グラッドストーン研究所には優秀な研究者が世界中

から集まっており，京都大学 iPS 細胞研究所所長の山中教授も研究室を構えている。

　　サンフランシスコは再生医療等の次世代技術に強く，ベイエリアには大企業が進出していることに加

え，優良なベンチャー企業も数多く育っている。IT 産業などバイオテクノロジー以外の様々な分野でも

最先端の研究，技術開発が行われており，今後，デバイスの小型・高性能化が進むなど技術の進歩に伴

い，バイオテクノロジー分野も含めた異分野技術の融合が進むと考えられる。

３．各クラスターとの比較を踏まえた神戸医療産業都市の現状分析と提言（今後の戦略と戦術）

（１）米国型クラスターとアジア型クラスターの違い

　　今回の国内外のクラスター調査にて，米国型のクラスターとアジア型とでは，形成過程やアプローチ

の手法について違いが見られる点が把握できた。すなわち，前者は，もともとクラスター形成の素地と

して大学や民間ベースの基盤が存在し，そこに公的部門が資金的・技術的にてこ入れをしているのに対

し，後者は中央または地方政府といった公的部門がイニシアティブを取り，クラスター形成を主導する

手法となっている。

　　具体的には，米国型のクラスターでは，大学を中心としてアカデミア発のシーズを元にビジネスが展

開される傾向が強いのに対して，アジア型では公的研究機関が推進役となり，研究当初から民間企業と

共同で進められるものが多い。クラスターの推進母体では，米国型は，概して自立した運営体制が構築

されているケースが多く，参加企業から会費を徴収し，その財源をもってクラスターの運営組織を組成

するとともに，経営のアドバイスから法務的な支援まで，充実した企業支援を展開している。一方で，

アジア型は，公的部門が全体をコントロールする傾向が強く，財団法人などの形態で推進母体を組織す

るか，公的部門を中心に民間の団体とコンソーシアムを組んで運営体制を組成するなどの方式が取られ

ている。資金調達においても，米国型では，NIH など公的部門からの研究資金も大きな役割を果たす一

方で，ベンチャーキャピタルや株式公開（IPO）といった民間ベースでの資金調達オプションが充実し

ているが，アジア型では，主として公的部門からの資金により賄われているケースが多い。

（２）神戸医療産業都市の現状分析

　①運営手法

　　米国型クラスターでは，企業が研究段階のシーズを買う仕組みが，ベンチャーを始めとした企業の集

積を促し，集積した企業から拠出される資金がクラスターの運営を支えている。神戸医療産業都市にお

いても，将来にわたり持続可能なクラスターの運営を目指すには，基本的には，公的部門の資金に大き

く依存せず，ビジネスベースで運営資金が賄えるような体制が望ましいと考える。

　②推進分野

　　概して，欧米では創薬をターゲットにしたものが多く，一方で，シンガポールや韓国などは創薬にも

力を入れつつ，モノづくりの技術を活かした医療機器開発にも重点を置いている。ただ，各クラスター
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に共通する傾向として，基礎研究の成果を迅速に事業化・製品化に繋げていく仕組みを重視している点

と，IT 関連の参入が今後の発展に大きな要素となっている点があげられる。

　　神戸医療産業都市は，①再生医療等の臨床応用，②医療機器等の研究開発，③医薬品等の臨床研究（治

験）支援を重点分野に掲げ，これまで取り組みを進めてきた。このうち，再生医療については，iPS 細

胞を用いた世界初の臨床研究が開始されたほか，下肢血管再生治療や難治性骨折の再生医療など，実用

化に向けた研究が進んでいる。医療機器開発についても，高度専門医療機関等の集積により，臨床ニー

ズに近い医療機器の開発が促進され，「医療機器等事業化促進プラットフォーム」を中心に優良案件を事

業化に繋げる仕組みも構築されている。また，創薬では，臨床研究（治験）支援に留まることなく，スー

パーコンピュータ「京」を活用したインシリコ創薬や iPS 細胞を用いた創薬，次世代抗体医薬品の研究

開発など，基礎研究から開発，実用化まで事業展開が図られる素地が整ってきた。

　　今日のバイオメディカルサイエンスは，従来の基礎研究の可能性を広げるものとして IT が大きな鍵

を握っていることは前述のとおりであるが，神戸には「京」の後継機の立地も決まり，ライフサイエン

スとシミュレーションの融合を進めることが，今後の発展には不可欠であると考えられる。

（３）提言（今後の戦略と戦術）

　　世界的なクラスターを比較し，その成長の要因をみると，そのエコシステムの鍵となっているのは，

①次々と新たな技術開発を行う主体の存在（大学，研究所，ベンチャー企業など），②技術開発を行うた

めのニーズ，患者の集積（病院），③国などによる資金・規制緩和の獲得，企業への投資環境の３つであ

ると考えられる。

　　①の例としては，米国のサンディエゴ，サンフランシスコ，ベルギーのフランダースなど，②の例と

しては，米国のメディカルアレイ，③の例としては，シンガポールや韓国が挙げられる。特に米国のボ

ストンは，①ハーバード大学やマサチューセッツ工科大学，②マサチューセッツ総合病院やブリガム・

アンド・ウイメンズ病院の米国を代表する病院，③ NIH などからの巨額な研究費，個人や企業からの投

資環境というすべての要素を備えており，世界でも上位のクラスターを形成していると言える。

　　神戸医療産業都市が世界的なクラスターと肩を並べることを目指し，今後も事業を推進していくため

には，この３つの要素を強化していかなければならないと考える。その上で，神戸が取り得る戦略とそ

れに対応した戦術についての提言を以下のとおりまとめる（表３）。

表３　提言（神戸医療産業都市の今後の展開戦略と戦術）

戦略 戦術

①　基礎部門への公的資金の集
中投下と開発部門への民間
資本の投資促進

・ポートアイランドの研究機能と内陸部の産業用地をセットにした展開（新た
なインセンティブの創設）

・バイオコム（サンディエゴ）との連携によるベンチャーキャピタルレースへ
の参加

②　経営人材・専門人材の育成
基盤の確立とエリア内の人
材流動性の促進

・UCSD や UCSF などの人材育成プログラムへの派遣
・大学，研究機関，民間企業間での人材交流センターの創設

③　企業支援メニューの拡大 ・治験支援，物品調達，弁護士・会計士などのディスカウントメニューの創設
（クラスターでの一括契約）

④　再生医療の拠点形成 ・京都大学 CiRA，グラッドストーン研究所（サンフランシスコ）との連携
・再生医療国際シンポジウムの神戸での定期開催

⑤　メディカルクラスターの潜
在力の顕在化

・クラスター全体での臨床研究中核病院化
・薬剤，備品などの一括発注，設備の供用
・国内の病院，海外の政府・病院との連携による医療従事者の交流促進及び患
者紹介の制度化

　プロジェクトがスタートして16年が経過したが，推進分野を始め，神戸医療産業都市の方向性は大きく

軌道修正することなく，様々な研究開発基盤や企業進出が進んできたこと自体が，神戸として特色と強み

を形成してきた。

　これまでの集積を糧として，次のステップに進むためには，上記の提言を実践するとともに，今後も時

代の要請に応じて，柔軟に対応していく必要がある。
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公平性を確保した住宅セーフティネットのあり方検討

住宅都市局住宅部住宅政策課　鷲　尾　真　弓

【関係局室区】住宅都市局

１．はじめに

　経済の長い停滞による雇用・所得の不安定化は「居住の安定」をも脅かし，ネットカフェ難民や違法貸

しルーム（脱法ハウス）などが大きな社会問題となった。こういった状況は住宅だけでなく，雇用や社会

保障など複合的な問題に起因するものであるが，住宅政策の担うべき役割としてどういった住宅困窮者支

援（住宅セーフティネット）が必要なのか，そのあり方があらためて問われていると言える。そこで本研

究では，住宅困窮者の現状と課題について整理した上で，先進事例の調査等を参考に，公平性の確保と今

日的な課題に対応した住宅セーフティネットのあり方について検討，提案したい。

２．住宅困窮者を取り巻く現状と課題について

（１）住宅困窮者を支える現行制度と課題

　　社会保障としては「生活保護制度における住宅扶助」が挙げられるが，住宅扶助のみで支給されるも

のではなく，あくまで最低限度の生活を維持できない生活保護受給者を支援するメニューの１つとなっ

ている。

　　一方，「公営住宅制度」は制度対象者が一定所得以下の住宅困窮者と広く設定されているが，都市部で

は募集に対する倍率が極めて高く（神戸市で平均20倍程度），社会保障のように要件を満たせば受けられ

る制度とはなっていない。また神戸市では震災の影響もあり，現在約５万２千戸（政令市で３位）にの

ぼる市営住宅を管理，全世帯に占める割合も7.5％（同２位）と非常に高く，戸数の縮減や健全な市営住

宅会計の確保を図ることが課題となっている。

（２）各種調査から見える住宅困窮者の現状

①　民間賃貸住宅居住者の実態調査（H25 神戸市）

対象 市内の民間賃貸住宅入居者8,732世帯へのアンケート（有効回答率12.5％）

概要 ・半数以上が年収300万円未満であり，「市営住宅にあたらない」という自由回答意見が多く見られた。
手すりや段差解消などバリアフリー化も遅れている。

・一人親世帯や学齢の高い子育て世帯，子などと同居する高齢者世帯の住宅費の負担感が大きく，特に
一人親世帯では約６割が収入のうち住居費が占める割合（住居費負担率）が３割以上の「高負担世帯」
であった。

②　市営住宅入居世帯の住宅困窮状況調査（H25 神戸市居住支援協議会）

対象 平成24年に市営住宅に新たに入居した873世帯の従前の住宅困窮状況調査

概要 ・年齢に大きな偏りは見られないが，収入200万円以下の低所得者が全体の65％を超えており，特にポイ
ント方式や常時募集でより低所得の傾向であった。

・従前居住民賃90件を抽出調査したところ，震災前建築が８割を超え，最低居住面積水準を満たしてい
ない割合が市内民賃全体と比べて２倍にのぼった。

③　若年・未婚・低所得層の住宅事情調査（H26 NPO 法人ビックイシュー基金）

対象 首都圏・関西圏の年収200万円未満の20～39歳1,767名へのネットアンケート

概要 ・親との同居が77.4％にのぼり，うち73.5％は親の持家に住んでいる。無職39.1％・パート等38％と雇用
形態は安定していない。

・収入なしが26.8％で，住居費を自ら負担しているのはわずか３割。親との同居理由として「住居費が
負担できない」や「家事負担の軽減」の回答が半数超。
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④　民間賃貸住宅所有者の実態調査（H26 神戸市）

対象 市内の民間賃貸住宅10,023件の所有者へのアンケート（有効回答率22.4％）

概要 ・空き家の発生は55％となっており，増えてきたと感じているのは21％。
・障害者世帯で51％，外国人世帯で38％，高齢者夫婦世帯で34％，高齢者世帯で33％，母子・父子・子
育て世帯で約３割が「受け入れ困難」と回答。

・家賃補助により母子世帯で38％，高齢者世帯で35％が「受け入れやすくなる」と回答。

（３）住宅困窮者支援において検討が必要な課題

　１）深刻な住宅困窮状況

　　　（２）の調査概要で示すとおり，住居費負担率が高い状況であったり，面積や設備など居住環境が

不十分な状況で，公営住宅にも入れずに民間賃貸住宅に居住する住宅困窮世帯が多数存在している。

とりわけ一人親世帯や多子世帯などの困窮状況が厳しく，親同居の若年困窮者の存在も近い将来大き

な問題となる可能性がある。

　２）市営住宅における公平性やコミュニティ等の問題

　　　公営住宅では応能応益家賃の導入により，家賃が低い第１階層が急増，民間家賃との乖離が大きく

なることで不公平感が生まれているほか，抽選による入居者の決定が本来確保すべき水平的公平性を

損なっている。さらに低所得者や高齢者など特定の入居者層の集中と居住の長期化により，自治会な

ど入居者による互助や空間管理が難しくなりつつある。

　３）震災の影響と民間賃貸住宅の空き問題への対応

　　　阪神・淡路大震災により低所得者層が多く入居していた低廉な木造民間賃貸住宅が一気に失われ，

復興住宅が低所得者層の主な受け皿となった経緯が神戸市の賃貸住宅ストックの構成に影響を与えて

いる。また，民間賃貸住宅では，空き家が増加傾向であると所有者の２割が回答，今後はさらなる増

加が懸念されるが，それでも住宅確保要配慮者に対する入居拒否意向が依然として見られている。

（４）検討の方向性

　　住宅困窮者がおかれている厳しい状況に対し，公営住宅は住宅セーフティネットの中核として役割を

果たす必要があるが，公営住宅で全ての住宅困窮者を受け入れることは現実的に困難である。そこで空

き家問題も見られる民間賃貸住宅をうまく活用しながら，公営住宅とあわせて広く住宅困窮者の受け皿

として整備することがこれからの支援の方向性と考えらえる。

３．住宅セーフティネットの再構築に資する家賃補助制度に関する調査

　民間賃貸住宅を低所得層の受け皿として活用するにあたっては，住居費負担率を一定以下に抑えつつ入

居できる工夫が必要である。しかし神戸市には低廉な民間賃貸住宅ストックが少ないことから，その差を

カバーするために間接補助（家賃補助制度）の可能性を検討する必要がある。そこで国内外の家賃補助制

度について先行事例調査を行った。

（１）海外における家賃補助事例調査

　　下表のとおり，欧米では家賃補助制度を実施している国が多数存在する。今回は中でも一番手厚いと

言われるフランスについて，CNAF 等の関係機関にヒアリングを実施した。



96
・

表１　欧米主要国における家賃補助制度

フランス イギリス ドイツ アメリカ

制度対象 全持家・借家 全借家 全持家・借家
民間賃貸とアフォーダ

ブル住宅

対象
所得要件等満たす者に
必ず給付

資産要件等を満たす者
に必ず給付

世帯人数，収入，家賃
額により決定

所得要件等を満たす者
に予算内で給付

受給世帯数比率 24.0％ 17.6％ 2.2％ 2.8％

家賃平均支給額 23,700円 43,300円 14,400円 52,000円

住宅の要件
面積，安全性等の

適正基準あり
なし なし

衛生，断熱等の品質基
準あり

（参考：財団法人日本住宅総合センター，『欧米主要国における家賃補助制度および公共住宅制度等に関する調査研
究』，2012年12月）

　１）フランスの家賃補助制度

　　①住宅手当の種類

ⅰ 応能住宅手当　APL
（Aide personnalisée au logement） 開始 1977年

対
象

社会住宅等の入居者，住宅建設・購入・改修のために融資を受
けてローンを支払っている人

ⅱ 家族住宅手当　ALF
（Allocation de logement familiale）

開始 1948年

対
象

子ども等扶養家族がいる人又は結婚５年以下で配偶者のどちら
かが40歳前に結婚した人

ⅲ 社会住宅手当　ALS
（Allocation de logement sociale）

開始 1971年

対
象

APL にも ALF にも対象にならない扶養家族のない若者や学生，
身体障害者など

　　②住宅手当の背景・概要等

　　　・フランスはそもそも「国が国民の居住を最低限度保障する」という考え方が基本にある。住宅手

当は戦後の住宅不足の中での住宅政策として打ち出されたもので，フランスの住宅財政制度の２

本柱（「石への援助：社会住宅の建設に必要な資金を助成・融資」，「人への援助：住宅手当」）の

１つとして実施されている。

　　　・フランスの社会保障のうち家族部門（※）を担っている機関（CNAF）が政府との契約に基づい

て実施。全世帯の1/5（600万世帯）が住宅手当を受けている。

　　　・住宅手当の予算は GDP の0.85%（2013年支給額は168億ユーロ）を占めている。

　　　・目的は①住居アクセス　②排他防止　③衛生面の水準を守ること 

　　　（※）家族部門には30の制度（子育て手当，住宅手当，障害者手当，積極的連帯手当（RSA：生活

保護にあたる）など）があり，受給世帯数は1,150世帯の3,200万人（フランス人口の約半数）に

及ぶ。

　　③住宅手当の効果

　　　・最大の効果は，家計に占める家賃の割合が19.2％未満（手当がなければ40.4％になる）で収まっ

ていることであり，家庭部門の他の制度と組み合わせて実施することで，貧困世帯（平均所得水

準の60% 以下）が20％→10％と半減できている。

　　　・世帯属性別の平均家賃と手当額を見ると，カバー率は全体で57.1％である。

タイプ別の給付平均額（2013年）

タイプ 平均額（月）

APL 238 €（約3.6万円）

ALF 279 €（約4.2万円）

ALS 189 €（約2.8万円）

※１€＝約150円とする

資金調達の状況（2013年）
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表２　フランスにおける世帯属性別の平均家賃・平均住宅手当（2012年）

平均家賃 A 平均住宅手当 B カバー率（B/A）

単身 343 € 180 € 52.3%

夫婦＋子ども１ 443 € 231 € 52.2%

一人親＋子ども３ 481 € 379 € 78.7%

全体 401 € 229 € 57.1%

　　④住宅手当がフランス国内に与える影響（【　】内はフランスにおけるヒアリング先）

　　　・住宅手当が家賃を引き上げる要因となっているという指摘はある。学生向けに制度を拡充したと

きに住宅所有者が年々家賃を上げてしまった。【CNAF】

　　　・本当に困っている人への配分が少なくなっている。ステップアップのための制度のはずが，一度

もらったらずっともらおうとする人も少なくない。【不動産会社】

　　　・家計に占める住居費の割合を一定割合に落ち着かせている（※）実績は評価でき，代替策は今の

ところ他にない。ジャンピングボードとしての制度なら，「時限的であることを定義する」「対象

を明確化する」ことが重要。【住宅困窮者支援団体】

　　　　（※）団体によると，公営では25～26％→15～16％，民間でも20％程度におさまっているとのこ

と。

（２）国内事例調査（住宅セーフティネットの観点の事例に限る）

　　茨城県ひたちなか市や岐阜県多治見市などでは，用途廃止した市営住宅と同じ戸数分の民間賃貸住宅

（耐震性など一定要件を満たすもの）について，公営住宅階層世帯を対象にした家賃補助（例：補助額

15,000円／月，最長５年間など）を実施している。

４．住宅セーフティネットの再構築に向けた施策提案

（１）市営住宅において取り組むべき改善

　　法による制約はあるが神戸市として取り組めるものとして，市営住宅ですでに導入しているポイント

方式（困窮度という指標で入居者を決定）の拡充等を進め，真に困窮する者が入居できるようさらなる

工夫を行うとともに，学生向けシェアハウスの整備や一部郊外住宅で若年の単身入居を可能にすること

等によって，共助による安心な居住環境形成とコミュニティミックスが図られると考える。

（２）民間賃貸住宅を活用した新たな取組

　　民間賃貸住宅については，特に困窮度の高い若年・子育て世帯を対象に，雇用や教育等の他施策とも

連携しながら「家賃補助制度」を導入することで，住居費の負担軽減を図り，現在の困窮状況の改善や

将来的な貧困連鎖の防止が可能になると考えられる。

表３　民間賃貸住宅を対象とした家賃補助制度提案

目的 対象 期間 主な要件

【提案１】
困窮度の高い子
育て世帯を支援
する家賃補助

特に住宅に困窮
している世帯へ
の優先的支援

・一人親世帯
・子どもが３人
以上いる世帯

子どもが高校を
卒業するまで

・収入要件（市
営住宅の収入
基準を参考）

・住宅要件（広
さ，設備等の
基準を設定）

住宅に困窮して
いること

【提案２】
単身若年者の自
立を支援する家
賃補助

単身若年困窮者
の自立支援，地
域活性化や少子
化抑制

独立して世帯を
新たに設ける若
年者

３年
（収入状況で最
長５年間まで延
長）

家計が親と別で
あること
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　【提案１　困窮度の高い子育て世帯を支援する家賃補助】

　　目的：低所得の一人親や多子世帯など，特に住宅に困窮している世帯への優先的支援

　　提案理由：

　　　・子育て世帯は収入に比して養育費や教育費の支出，住居規模が大きくなるために負担も大きくなっ

ており，特に高負担なのは一人親世帯と多子世帯である。

　　　・負担が大きい時期は一時的であることから，期間を区切った支援が可能。

　　　・家主にとっても母子世帯や子育て世帯は家賃補助により「受け入れやすくなる」という割合が高

く，家賃補助の効果が高いことが期待できる。

　【提案２　単身若年者の自立を支援する家賃補助】

　　目的：単身若年困窮者の自立支援，ひいては地域活性化や少子化抑制

　　提案理由：

　　　・親同居の低所得の若者の自立を促すことが，今後生活保護に陥らないようにするために必要だが，

親元を出て自立する場合に住居費負担が大きく家計を圧迫する。

　　　・若年単身者は公営住宅の主対象でないことや勤労環境との兼ね合いから，立地選択のできる民間

賃貸住宅を活用した対応が必要である。

　　　・若年単身者の自立支援により世帯形成や少子化抑制への効果が期待できる。

５．最後に

　家賃補助については，生活保護など他制度との関係整理やモラルハザード・家賃上昇など住宅市場への

悪影響が発生しないよう配慮しながら，補助期間や補助額，住宅要件の設定を行う必要があるほか，規模

の大きな支出となるため，既存施策の見直しなど財源確保についても慎重に検討を進める必要がある。課

題はいくつもあるが，将来を見据えた住宅セーフティネットの形成に必要な取り組みとして，引き続き検

討していきたい。

公平性を確保した住宅セーフティネットのあり方

深刻な住宅困窮状況 公営住宅との不公平感 高い公営住宅率

低廉木賃の不足 民間賃貸住宅の空き問題

公営住宅での改善
著しく困窮する世帯への供給
コミュニティミックスの推進

今後の主な課題：
①他制度との関係整理
②モラルハザードや市場へ
の悪影響に対する配慮

③財源の確保

民間賃貸住宅の活用（家賃補助）
【制度案のイメージ】

目的 対象
①困窮度の高い子
育て世帯を支援
する家賃補助

特に住宅に困窮し
ている世帯への優
先的支援

・一人親世帯
・子どもが３人以上
いる子育て世帯

②単身若年者の自
立を支援する家
賃補助

若年単身困窮者の
自立支援、地域活
性化、少子化抑制

独立して世帯を新た
に設ける若年者

民間賃貸住宅を活用した住宅セーフティネット
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うまく使われ，まちとともに育つ「みち・みず・みどり」

～事業効果を最大化する公共空間デザイン施策～

建設局西部建設事務所　清　水　　　陽

【関係局室区】企画調整局，建設局，住宅都市局，みなと総局

１．研究の目的・背景

　近年，道路や広場，公園，水辺などの公共空間の質を高め，市民や来街者の満足度を向上させることに

より，都市のブランド力向上，経済活性化を図る事例が増えてきている。空間の質を高めるためには，デ

ザインが重要であり，ポイントになるのは人にとっていかに居心地よくなってもらうかというヒューマン

スケールの考え方だと言われている。ハード・ソフト両面の取り組みにより，人の視点にたった公共空間

デザインを行い，居心地のいい空間を都市の中に創っていく「プレイスメイキング」という考え方が広がっ

ている。公共空間の魅力が，選ばれる都市になるための重要な要素となっており，各都市が大胆で戦略的

な公共空間施策を実施している。

　一方神戸市では，「デザイン都市・神戸」により，景観形成施策をはじめデザインの視点で神戸の魅力に

磨きをかける取組を総合的に推進している。また現在，『神戸の都心の「未来の姿」』や「神戸２０２０ビ

ジョン」など，神戸の将来に向けたビジョンづくりを行っている。それらを受けて，次は実際にまちを具

体的に形にするデザイン行為を行う重要なステップになる。

　そこでハード・ソフト両面の公共空間デザイン施策について内外事例の調査研究を行い，神戸市の公共

空間デザイン施策の方向性を提案した。

　海外事例調査：ニューヨーク，ポートランド，サンフランシスコ

　　　　　　　　　行政機関，地元組織，NPO，民間デザイン会社等　13主体

　国内事例調査：文献調査

２．調査結果

（１）ニューヨーク

　１）プラザ・プログラム（ニューヨーク市交通局　DOT：Department of Transportation）

　　①概要

　　　　環境にやさしく魅力的な都市へ転換し人口増加を目指すため，ニューヨーク市は2007年に環境都

市計画「PlaNYC」を作成した。市民が10分以内に公園緑地にアクセスできることを目標とし，以

来大胆な公共空間施策を実施している。

　　　　それを受け，DOT は2008年に総合戦略「Sustainable Street」を策定した。その中の「World 

Class Street」という政策で，道路を人々の社会的，経済的活動を促し，憩いの機能をもった場と

位置づけ，世界第一級の魅力あるストリートをつくって市民のクオリティ・オブ・ライフを高めて

いくことを目指している。その象徴がプラザ・プログラムである。

　　②内容

　　　・道路内の自動車のための空間を人のための空間に転換し，プラザ（広場）化する。

　　　・完成したプラザは地域団体（Community Partner：BID
※
や地域コミュニティ等）が維持管理す

るとともに，にぎわいづくり，魅力づくりのために主体的に活用する。

　　　　【地域団体による管理，活用例】

　　　　　施設整備：ベンチ，パラソル，植栽，ゴミ箱，Wi-Fi，案内板の設置

　　　　　活用施策：イベント，プログラムの実施

　　　・プラザ化は地域団体からの申請により以下の手続きで進める。

　　　　　①地域からの申請，② DOT が審査，③ DOT が各種調査を実施，④合意形成，⑤実施

　　　・実施段階では以下の３ステップでプラザ化を行うことにより，空間の改善効果や自動車交通への
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影響を把握し，地域や警察等関係者への理解を得ながら事業を進める。

　　　　　①１日イベント，②暫定整備（植栽等で囲んでベンチ等設置），③恒久的整備

　　　・ワークショップ開催や SNS での積極的情報発信により，地域の合意形成を図る。

　　　・プラザを管理・活用する地域団体への優遇措置として以下のものがある。

　　　　　道路上の売店設置及びその収益の活動への充当，道路上の商業イベント実施，等

　　　・マンハッタンの目抜き通りブロードウェーでは，先導的

プロジェクトとして，タイムズ・スクエア，ヘラルド・

スクエアなどを含む広い範囲で自動車通行禁止としプラ

ザ化を実施している。地区ごとに各 BID が管理し，イベ

ント開催など創意工夫のエリアマネジメントにより魅力

的な景観形成とにぎわい創出が図られている。（写真１）

　　　・2014年11月現在で，45か所のプラザがオープンしている。

　　　※ BID（Business Improvement District）

　　　　一定の範囲のエリアで，まちの魅力を向上させることが

目的。エリアの地権者等から行政が税金に上乗せして負担

金（Assessment Tax）を徴収。そのままBID組織へ渡し，

組織が行政サービスに上乗せした施策（清掃，警備，イベ

ント，プロモーション等）を実施する。手続き等は法律で

規定されている。

　２）ブライアント・パーク

　　　マンハッタンのミッドタウンに位置する公園でかつては麻薬の取引が行われるなど治安が悪かった。

1980年代，ニューヨーク市が，公園の運営を BID（ブライアントパーク・コーポレーション）に委ね

た結果，現在は全く生まれ変わり，いつも人で

にぎわい，快適な都心のサード・プレイスとし

て機能している。（写真２）

　　　BID がまず実施したのが形のリデザイン。従

前は公園周囲が壁のように立ち上がっていて道

路からの見通しが悪く，治安の悪さを生む原因

でもあった。見通しを良くする改修を行ったり，

動線を改善したりするなど，公園全体を大幅改

修した。

　　　その上で，BID が様々な運営上の工夫を行っ

た。創意工夫による質の高い維持管理と活用に

より，人を惹きつける空間になっている。

　　【主な取り組み】

　　　・ムーバブル・チェア　人々が思い思いの場所で，適度な距離感をとりながら座ることができる可

動いす。人の身体的，心理的感覚に訴えるハード，ソフトのデザインがな

されている。この公園のシンボルになっている。

　　　・管理：植栽管理，警備員の常駐，公衆トイレの美化，等の実施

　　　・設備：Wi-Fi の整備，ピンポン台，メリーゴーランド，等の設置

　　　・イベント，プログラム：ヨガ，映画会，エクササイズ，スケートリンク（冬季）等様々な催しを

実施

写真１　プラザ化したタイムズ・スクエア

写真２　ブライアント・パーク



101
・

　　　・情報発信：WEB サイトでプログラムの予定など常に最新情報を発信。

　　BID の収入は，Assessment Tax のほか，レストランや売店からの収入（テナント収益の一部），スポ

ンサー，寄付など。合計約1,400万ドル（2014年）。年々，右肩上がりで増加している。行政からの補助

金は現在一切ない。

　　一方，ブライアント・パーク周辺の土地・建物からの市の固定資産税収入は年々上昇している。市に

とっては，運営に税金がかからない上に，空間の質が向上し，人が集まって街がブランド化して，税収

増になるという好循環ができている。

　３）デザインのプロ

　　　プレイスメイキングを担うプロとして，ニューヨークの NPO と民間の例を紹介する。

　　①プロジェクト・フォー・パブリックスペース（PPS）

　　　・プレイスメイキングに関する自治体や地域への研修や技術支援，都市デザインや地域再生のコン

サルティングを行っている NPO。1975年に設立され「プレイスメイキング」を提唱してきた。

　　　・アメリカ合衆国国内はもとより，世界各国でプレイスメイキングに関わっている。

　　②ゲール・アーキテクツ

　　　・デンマークのアーバンデザイナー　ヤン・ゲールが主宰するデザイン事務所

　　　・世界各国で公共空間デザインにかかわっており，ニューヨーク市の施策「World Class Street」や

ブロードウェーのプラザ化などをコンサルティングした。

　　　・公共空間の質を客観的に評価する12の指標を提唱。またデザインに先立って人の動きを観察，調

査する重要性を唱えている。

（２）ポートランド

　１）歩行者重視の公共空間デザイン

　　　ダウンタウンでは，LRT やバスなど公共交通

中心の交通網が形成され，それらと一体となっ

た歩行者空間が形成されている。また自転車レー

ンが多く整備されている。歩道幅員は広く，ベ

ンチが多く設置され，舗装等の材料も景観に配

慮したものが使われている。建物の１，２階デザ

インとの融合を重視しており，歩道に面した部

分は壁にせず店舗等を誘導している。（写真３）

　２）パイオニア・コートハウス・スクエア

　　　ダウンタウン中心部に位置する広場（1984年

完成）。都心の衰退が進んでいた1970年代まで駐

車場だったが，公共交通中心で歩行者重視のコンパクトなまちづくりへの転換に伴い，広場をつくる

ことになった。建設費の一部は市民の寄付（広場のレンガ）で賄われた。NPO が管理しており，広場

の店舗スペースのテナント収入，イベントやスポンサー収入等で運営費を賄っている。（写真４）

　３）シティ・リペア

　　　郊外の住宅地における住民主体のプレイスメイキングの取り組み。住民同士のつながりが少なく，

治安の悪化，交通事故などの問題が起こっていた地区で，道路をリデザインして住民の交流スペース

をつくろうと，住民有志が立ち上がったのがきっかけ。

　　　交差点の四つ角にベンチやミニ図書館など，住民の憩いのスペースを設けるとともに，交差点の路

面に，ペンキで絵を描く取り組みを始めた。（写真５）

　　　地域のあるべき姿を議論して，地域らしいデザイン行為を共同作業で行った結果，コミュニティの

つながりが再生し，ソーシャルキャピタルの醸成が進んだ。

写真３　ポートランド中心部
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 写真４　パイオニア・コートハウス・スクエア  写真５　シティ・リペア実施箇所

（３）サンフランシスコ

　１）サンフランシスコ市　シティ・デザイン・グループ（CDG）

　　　人中心のヒューマンスケールの公共空間づくりを推進するサンフランシスコ市において中心的な役

割を果たしている部署。アーバンデザイナーの職員で構成され，交通部門や建設部門など各部局を調

整して市内各所のプレイスメイキング事業を推進している。

　　　市民参加のデザインを重視しており，プロジェクト毎にワークショップを開催している他，色々な

立場の方々の意見を吸い上げるべく，メールニュースの発信を行うなど，工夫を行っている。

　２）パークレット（写真６，７）

　　　道路の空間配分を見直し，歩行者の憩いの空間を創り出し，良好な景観形成や地域活性化を図って

いく「Pavement to Parks」と題した CDG の施策の一つ。

　　　パーキングメーターの路上駐車スペースを活用して，仮設構造物により暫定的に歩道拡幅し，ベン

チや植栽などを設けるもの。BID や地域コミュニティ，前面の店舗等が設置者となる。それぞれが工

夫を凝らした創造的なデザインのパークレットを市内各所で設置している。地域からの申請に基づき

CDG が道路部局などと共に安全性やデザイン性審査を行う。

写真６　パークレット（パウエル・ストリート） 写真７　パークレット（バレンシア・ストリート）

３．アメリカの事例から学べること

　　各都市がそれぞれのアプローチでプレイスメイキングを行い，魅力あるまちづくりを進めている。こ

れらの事例の特徴を以下にまとめる。

　　①公共空間の質の重要性への理解

　　　　道路や公園など，公共空間の質の重要性が，行政，事業者，市民で共通認識として理解されてい

る。そして公共空間の質を高めることが，「リバブル・シティ」となるための重要な要素であり，そ
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れを，選ばれる都市となるための戦略に位置付けている。

　　②「人」中心に公共空間デザインを推進していくことを行政が明確に位置づけ

　　　　公共空間は人のための空間であるということを行政が明確に位置付けている。道路を自動車中心

から人のための空間に転換するなど，空間構成から細部のデザインに至るまで，ヒューマンスケー

ルの公共空間デザインを進めている。

　　③プレイスメイキングの考え方の普及

　　　　人中心の公共空間デザインをハード・ソフト両面から進める手法として「プレイスメイキング」

の考え方が普及している。

　　④デザインのプロの存在

　　　　プレイスメイキングの担い手として，コンセプトづくりからデザインまでを進める公共空間デザ

インのプロが行政，民間会社，NPO などに存在している。

　　⑤積極的な情報公開と市民参画

　　　　公共空間デザインを市民や地域の参加のもとで進めている。またその過程や，空間完成後の活用

時のイベント，プログラム等について，Web や SNS 等様々なツールを使いながら積極的に情報公

開している。

　　⑥エリアマネジメントによる効果的な活用・維持管理

　　　　地域の市民，事業者が行政に頼らずエリアマネジメントしていく意識がある上に，その力を活か

すために BID 制度をはじめ，地域団体を支え，公共空間を効果的に維持管理・活用する制度があ

る。エリアマネジメントによる魅力的な空間形成やイベント，プログラム実施の結果，人が集まり，

お店も集まる。地域のブランド化により不動産価値が上がり，地域にお金が還元される一方で行政

は税収が増えて維持管理コストは下がる。公共空間を対象に好循環の経済的システムができている。

４．神戸市における今後の公共空間デザインの方向性

　　調査を踏まえて，神戸市における今後の公共空間デザインの方向性について提案する。

（１）人を中心とした公共空間デザインの原則化

　　公共空間の質を高めることを戦略に位置づけ，人を中心としたデザインを進める。

（２）うまく創る仕組み

　１）プロを入れてデザインする仕組み

　　①設計委託先選定方法の改善

　　　　これまで価格のみによる委託先選定が中心だったが，「質」をデザインできるプロを選定できる仕

組みを導入する。以下に例をあげる。

　　　・プロポーザル方式による選定

　　　・専門家（土木デザイン，都市計画，造園，プロダクトデザイン，建築等）のチームへの委託

　　　・複数年度の契約（コンセプトづくり，概略設計，詳細設計）

　　　・計画，設計から施工に至るまでのデザイン監理の実施

　　②空間デザインをトータルで監修するプロジェクト毎の会議体の設置

　　　・専門家や学識経験者の参画により，コンセプトから具体的なデザインまで監修する。

　２）地域とともにデザインするプロセスの実施

　　　・エリアマネジメント団体など関係者の参加と，市民への積極的情報発信

　３）職員の知恵を活かし，職種・組織を越えたコラボレーションの実施

　　　・職員研修のさらなる充実による職員の技術力向上

　　　・所管をまたぐ空間について，部局を越えた連携によるトータルデザインの実施
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（３）うまく使う仕組み

　１）エリアマネジメント支援制度の充実

　　　・まちづくり団体の活動資金確保方策（事業実施等）検討のためのコンサルティング実施

　　　・BID 的手法の検討

　２）法規制の工夫

　　　・都市再生特別措置法の特例道路占用区域の活用

　　　・公物管理法（道路法等）を適用せず条例によるルールで管理する空間の設定

（４）プレイスメイキングの実践

　１）人の動きの調査の実施

　　　・ヒューマンスケールのデザインを行うため，人の動きの観察・調査を実施する。

　２）段階的整備による合意形成

　　　・空間配分変更を伴うリデザインについて，まずは１日だけのイベントを行うなど，段階的実施で

影響計測や空間改善効果の体験を行い，関係者の理解を得ながら進める。

　３）民地との連携

　　　・公開空地等との一体的デザインの実施や，建物１階の土地利用との連携を図る。

５．おわりに

　今回の調査研究を通じ，デザインの力で公共空間に新たな価値が生まれ，街が元気になる事例に接した。

神戸の資源を活かしながら，居心地が良く，かつ質の高い公共空間づくりをハード，ソフト両面にわたっ

て進めることにより，市民，来街者にとって魅力的なまちにリデザインできる大きな可能性を感じた。プ

レイスメイキングにより，空間の豊かさでシビックプライドが形成される神戸の街を実現できればと思う。

　最後になったが，訪問先各都市でヒアリングに応じていただいたり，サポートいただいたりしたすべて

の方々に感謝したい。また，研究に当たり有益なご助言をいただいた，大阪市立大学大学院工学研究科教

授日野泰雄様，同准教授嘉名光市様，同准教授吉田長裕様にお礼申し上げる。さらに研究に当たりご支援

いただいた都市問題研究所，関係部局，西部建設事務所の皆様に感謝したい。
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・New York City Department of Transportation － Official Site,〈http://www.nyc.gov/dot〉

・ブログ「ニューヨークの遊び方」, リバティ,〈http://blog.excite.co.jp/nyliberty〉



公益財団法人神戸都市問題研究所　会員の募集

　公益財団法人神戸都市問題研究所では，当研究所の設立趣旨や研究活動にご賛同いただける会員

（個人・法人）を広く募集しております。

　会員の皆様には，当研究所の機関誌やイベントのご案内，最新の研究活動に関する情報などを逐

次ご提供させていただいております。

◆会員の特典

　・季刊「都市政策」（年４回発行）の贈呈  ・施設見学会へのご招待

　・メールマガジンの月次配信   ・会員専用ホームページ

　・新刊図書・雑誌ライブラリー   ・都市政策セミナーへの参加

◆年会費

　・個人会員：一口　 5,000円（一口以上）　　法人会員：一口　50,000円（一口以上）

◆お問い合わせ

　神戸都市問題研究所事務局（電話078-252-0984，Fax078-252-0877）までお問い合わせください。

※入会は随時受け付けております。

７月号《特集》自治体政治の逆襲　　　　　　《インタビュー》稲垣文彦

６月号《特集》シティ・オブ・ダイバーシティ《インタビュー》平良斗星

５月号《特集》リノベーション∞マネジメント《インタビュー》舟橋健雄

『自治力の躍動』

自治体政策法務が拓く自治・分権

北村喜宣･著 本体1,500円＋税

『市民自治のこれまで・

これから』今井照・編著

定価：本体2,500円＋税　



次号161号予告（2015年10月１日発行予定）

― 特集　再考：阪神大震災からの復興20年 ― 〈敬称略〉

阪神・淡路大震災と神戸市財政 高寄　昇三
将来の地震に対する備えのための宅地耐震化推進事業の検討 沖村　　孝
阪神・淡路大震災の市街地・住宅復興施策の構想と実践 　
 安田　丑作，内田　　恒，倉橋　正己，橋本　　彰
阪神・淡路大震災と神戸市内の企業活動 加藤　惠正，三谷　陽造
阪神・淡路大震災の高齢者地域見守り活動とその後の展開
 松原　一郎，石井　孝明
名取市のみなし仮設住宅における生活再建の取り組みについて 立木　茂雄
阪神・淡路大震災において立ち上がったNPO・NGOについて 森田　拓也
東日本大震災におけるNPO・NGOのネットワーク組織について 本荘　雄一

＜タイトル・執筆者については変更になる場合があります＞

◎神戸市が進める神戸医療産業都市は，構想開始から17年目を迎え，ポートアイランドに

は約300の医療関連企業・団体や研究機関，高度専門医療機関などが集積しております。

◎本号の特集記事によって，神戸において生命化学，創薬，再生医療，シミュレーション

技術などの最先端の研究が行われ，その成果が神戸にとどまらずわが国の医療産業の発

展に大きく貢献している一端をおわかりいただけたことと思います。

◎本号が，神戸医療産業都市の取り組みについて，神戸の方だけでなく全国の方，専門家

の方だけでなく一般の方に広く知っていただくための一助となることを期待します。

◎次号は，「再考：阪神大震災からの復興20年」（仮題）を特集します。ご期待ください。

[問い合わせ先]

〒651-0083　神戸市中央区浜辺通5丁目1-14　神戸商工貿易センタービル18F　FAX 078-252-0877

　　　　　   神戸都市問題研究所内　季刊「都市政策」編集部宛

編 集 後 記

■購読・バックナンバー等のお問い合わせ

株式会社かんぽう　〒550-0002  大阪市西区江戸堀1-2-14

電話:06-6443-2179 　FAX: 06-6443-4646　オンラインブックストア   http://book.kanpo.net/

■ご寄附のお願い

公益財団法人神戸都市問題研究所では，公益目的事業として調査研究活動を行っており，

活動にご賛同いただけるかた（個人・法人）から広く寄附を募っております。

詳しくは弊研究所事務局（電話078-252-0984）までお問い合わせください。

　　季　刊　　都　市　政　策　　　　　　　　　　　　　　　　　 第160号 　

印　刷　　平成27年６月20日　　　発　行　平成27年７月１日

発行所　　公益財団法人神戸都市問題研究所　　発行人　新　野　幸次郎

 〠651-0083　神戸市中央区浜辺通５丁目１番14号（神戸商工貿易センタービル18Ｆ）

　　　　　　  電話 （078） 252-0984

発売元　　みるめ書房（田中印刷出版株式会社内）

 〠657-0845　神戸市灘区岩屋中町3-1-4

　　　　　　 電話 （078） 871-0551

　  印　刷　　田中印刷出版株式会社 　

＊　落丁・乱丁本はお取替えします。　



都市政策バックナンバー

第146号　特集　東日本大震災からの復興の推進に向けて　2012年 1 月 1 日発行

第147号　特集　神戸市まちづくり条例30年　2012年 4 月 1 日発行

第149号　特集　協働と参画による六甲山を生かした神戸づくり　2012年10月 1 日発行

第150号　特集　都市戦略としてのアジアにおける都市間交流の展開　2013年１月 1 日発行

第151号　特集　東日本大震災を教訓とした受援力強化に向けた新たな取り組み　2013年４月 1 日発行

第152号　特集　行財政改革に向けた神戸市の外郭団体の再編　2013年７月 1 日発行

第153号　特集　東日本大震災の復旧・復興期における被災自治体のマンパワー確保　2013年10月 1 日発行

第154号　特集　スマート都市づくりの課題と展望　2014年 1 月 1 日発行

第155号　特集　コミュニティ施策の方向性を考える　2014年 4 月 1 日発行

第156号　特集　東日本大震災からの復旧・復興の現状分析と今後の課題　2014年 7 月 1 日発行

第157号　特集　高齢者福祉と地域社会　2014年10月 1 日発行

第158号　特集　大学と地域社会の連携の取り組み　2015年 1 月 1 日発行

第159号　特集　商店街・小売市場の今後のあり方を考える　2015年 4 月 1 日発行

第148号　特集　産業振興におけるスーパーコンピュータの活用　2012年 7 月 1 日発行

第145号　特集　東日本大震災への神戸市の緊急・復旧対応支援　2011年10月 1 日発行

第144号　特集　自治体における科学・技術の活用　2011年 7 月 1 日発行

第 号 特集 文化創生都市づくりとビエンナーレ 年 月１日発行

第 号 特集 これからの神戸づくりの論点 年１月１日発行

第 号 特集 大都市制度 年４月１日発行

第 号 特集 都市の就業戦略 年７月１日発行

第 号 特集 環境共生都市づくり 年 月１日発行

第 号 特集 阪神･淡路大震災の教訓は危機管理にどのように生かされているか 年１月１日発行

第 号 特集 分譲マンション再建・管理をめぐる諸問題 年４月１日発行

第140号　特集　神戸市（新長田地区）中心市街地の活性化について　2010年 7 月 1 日発行

第141号　特集　大都市に期待される役割について　2010年10月 1 日発行

第142号　特集　都市資源としての六甲山　2011年 1 月 1 日発行

第143号　特集　第５次神戸市基本計画　新たな神戸づくり　2011年 4 月 1 日発行

’

辻



発売元 みるめ書房
神戸市灘区岩屋中町3-1-4

078-871-0551☎

公益財団法人 神戸都市問題研究所

みるめ書房

C100

定価650円（本体602円＋税）

特集 神戸医療産業都市の新たな展開

論 文

巻 頭 言

　神戸医療産業都市　－過去の歩みと展望－
　　　　　　 …………………………………………… 井村　裕夫

　「京」の成果とポスト「京」への期待
　　　　　 ……………………………………………… 平尾　公彦
　多細胞システム形成研究センターの今後の展開
　　　　　 ……………………………………………… 濱田　博司
　神戸インシリコ創薬拠点の形成について
　　　　　 ……………………………………………… 奥野　恭史
　世界の成長エンジンを目指して
　　～次世代バイオ医薬品製造技術研究組合の取組みについて～
　　　　　 ……………………………………………… 大政　健史
　神戸をステージにした再生医療実用化の成果と展望
　　　　　 ……………………………………………… 川本　篤彦
　神戸医療産業都市の成果と今後の展望
　　　　　 ……………………………………………… 今西　正男

行政資料

　平成26年度　国際戦略形成・人材育成プログラム事業研究報告
　　（概要・その１）
　　　　　 ………………………… （公財）神戸都市問題研究所
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